
 

 

設 計 及 び 工 事 計 画 認 可 申 請 書 

（東海第二発電所の設計及び工事の計画の変更） 

 

 

発 室 発 第 1 9 2 号 

令 和 3 年 3 月 4 日 

 

 

原子力規制委員会 殿 

 

  

東京都台東区上野五丁目 2 番 1 号 

日本原子力発電株式会社 

取締役社長  村 松  衛 

 

  

 

 

 

 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第 43 条の 3 の 9

第 2 項の規定により，設計及び工事の計画の変更の認可を受けたいので申請

します。 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本資料のうち，   は商業機密又は核物質防護上

の観点から公開できません。 
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I. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては，その代表者の氏名 

 

名 称 日本原子力発電株式会社 

住 所 東京都台東区上野五丁目２番１号 

代表者の氏名 取締役社長 村松 衛 

  



Ⅱ．工事計画 

 

１ 発電用原子炉を設置する工場又は事業所の名称及び所在地 

名 称 東海第二発電所 

所在地 茨城県那珂郡東海村大字白方１番の１ 

 

２ 発電用原子炉施設の出力及び周波数 

出 力 1,100,000 kW 

周波数 50 Hz 

  



【申請範囲】（設計及び工事の計画の変更に該当するものに限る。） 

 

申請範囲のうち令和 2 年 4 月 1 日の法改正等を踏まえた工事の方法については，令和

2 年 4月 1日以降に行う「設計及び工事の計画」の設計及び令和 2年 4月 1日以降に認可

を受ける範囲の「設計及び工事の計画」の工事について示すものである。 

 

３ 変更に係る発電用原子炉施設の種類 

3 原子炉冷却系統施設 

5 残留熱除去設備 

5.1 残留熱除去系 

（8）主配管 

 ・常設 

 

  12 原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。）に係る工事の方法 

 

7 原子炉格納施設 

1  原子炉格納容器 

（4）原子炉格納容器配管貫通部及び電気配線貫通部 

  b. 電気配線貫通部 

 

5 原子炉格納施設に係る工事の方法 
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(8) 主配管（使用済燃料貯蔵槽の補給及び冷却に用いるものを含む。）の名称，最高使用圧力，最高使用温度，外径，厚さ及び材料（常設及び可搬型の別に記載し，可搬型の場合は，個数及び取付箇所を付記すること。） 

・常設 

変 更 前 変 更 後 

名    称 
最高使用圧力 

(MPa) 

最高使用温度 

(℃) 

外 径＊2 

(㎜) 

厚 さ 

(㎜) 
材 料 名    称 

最高使用圧力 

(MPa) 

最高使用温度 

(℃) 

外 径 

(㎜) 

厚 さ 

(㎜) 
材 料

残 
 

留 
 

熱 
 

除 
 

去 
 

系 

＊5,＊23

残留熱除去系ストレーナ A 

～ 

サプレッション・チェンバ 

－[0.310]＊21,＊23 

－[0.493]＊3,＊21 

104.5＊23 

148＊3 
 

 

 

 

GSTPL 相当 

 

残 
 

留 
 

熱 
 

除 
 

去 
 

系 

変更なし 

＊5,＊23

残留熱除去系ストレーナ B 

～ 

サプレッション・チェンバ 

－[0.310]＊21,＊23 

－[0.493]＊3,＊21 

104.5＊23 

148＊3 
 

 

 

 

 

GSTPL 相当 

 変更なし 

＊6,＊23

残留熱除去系ストレーナ C 

～ 

サプレッション・チェンバ 

－[0.310]＊21,＊23 

－[0.493]＊3,＊21 

104.5＊23 

148＊3 
 

 

 

 

GSTPL 相当 

 変更なし 

＊5,＊23

サプレッション・チェンバ 

～ 

弁 E12-F004A 

0.86＊1,＊23 
100＊23 

148＊3 
609.6＊23 

（9.5＊2,＊23） SM41B＊23 変更なし 

＊5,＊23

弁 E12-F004A 

～ 

残留熱除去系ポンプ A 

吸込管合流点 

1.52＊1,＊23 174＊23 609.6＊23 
（9.5＊2,＊4,＊23） 

SM50B＊23 変更なし 

＊5,＊23

残留熱除去系ポンプ A 

吸込管合流点 

～ 

残留熱除去系ポンプ A 

1.52＊1,＊23 174＊23 609.6＊23 
（9.5＊2,＊4,＊23） 

SM50B＊23 変更なし 

＊5,＊23

サプレッション・チェンバ 

～ 

弁 E12-F004B 

0.86＊1,＊23 
100＊23 

148＊3 
609.6＊23 

（9.5＊2,＊4,＊23） 
SM41B＊23 変更なし 



 

 

 

（続き） 
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変 更 前 変 更 後 

名    称 
最高使用圧力 

(MPa) 

最高使用温度 

(℃) 

外 径＊2 

(㎜) 

厚 さ 

(㎜) 
材 料 名    称 

最高使用圧力 

(MPa) 

最高使用温度 

(℃) 

外 径 

(㎜) 

厚 さ 

(㎜) 
材 料

残 
 

留 
 

熱 
 

除 
 

去 
 

系 

＊5,＊23

弁 E12-F004B 

～ 

残留熱除去系ポンプ B 

吸込管合流点 

1.52＊1,＊23 174＊23 609.6＊23 
（9.5＊2,＊4,＊23） 

SM50B＊23 

残 
 

留 
 

熱 
 

除 
 

去 
 

系 

変更なし 

＊5,＊23

残留熱除去系ポンプ B 

吸込管合流点 

～ 

残留熱除去系ポンプ B 

1.52＊1,＊23 174＊23 609.6＊23 
（9.5＊2,＊4,＊23） 

SM50B＊23 変更なし 

＊23

再循環系ポンプ吸込管分岐点 

～ 

弁 E12-F009 

8.62＊1,＊23 302＊23 508.0＊23 
 

（32.5＊2,＊4,＊23） 
SUS304TP＊23 変更なし 

＊23

弁 E12-F009 

～ 

弁 E12-F008 

8.62＊1,＊23 302＊23 508.0＊23 
 

（32.5＊2,＊4,＊23） 
SUS304TP＊23 変更なし 

＊23

弁 E12-F008 

～ 

原子炉停止時冷却系 

配管分岐点 

1.52＊1,＊23 174＊23 

508.0＊23 9.5＊2,＊23 STPT42＊23 

変更なし 

508.0＊23 
（9.5＊2,＊23） SM41B＊23 

609.6＊23 

/508.0＊23 

（9.5＊2,＊23） 

（9.5＊2,＊23）
SM50B＊23 

609.6＊23 
（9.5＊2,＊4,＊23） SM50B＊23 

＊23

原子炉停止時冷却系 

配管分岐点 

～ 

残留熱除去系ポンプ A 

吸込管合流点 

1.52＊1,＊23 174＊23 

609.6＊23 
（9.5＊2,＊23） 

SM50B＊23 

変更なし 

609.6＊23 

/457.2＊23 

（9.5＊2,＊23） 

（9.5＊2,＊23）
SM50B＊23 

457.2＊23 
（9.5＊2,＊23） SM41B＊23 

457.2＊23 9.5＊2,＊23 STPT42＊23 



 

 

 

（続き） 
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変 更 前 変 更 後 

名    称 
最高使用圧力 

(MPa) 

最高使用温度 

(℃) 

外 径＊2 

(㎜) 

厚 さ 

(㎜) 
材 料 名    称 

最高使用圧力 

(MPa) 

最高使用温度 

(℃) 

外 径 

(㎜) 

厚 さ 

(㎜) 
材 料

残 
 

留 
 

熱 
 

除 
 

去 
 

系 

＊23

原子炉停止時冷却系 

配管分岐点 

～ 

残留熱除去系ポンプ B 

吸込管合流点 

1.52＊1,＊23 174＊23 

457.2＊23 
（9.5＊2,＊23） 

SM41B＊23 

残 
 

留 
 

熱 
 

除 
 

去 
 

系 

変更なし 

457.2＊23 9.5＊2,＊23 STPT42＊23 

＊5,＊23

残留熱除去系ポンプ A 

～ 

残留熱除去系熱交換器 A 

バイパス管分岐点 

3.45＊1,＊23 174＊23 

457.2＊23 

/355.6＊23 

（14.3＊2,＊23）

（11.1＊2,＊23）
SM41B＊23 

変更なし 

変更なし 457.2＊23 
（14.3＊2,＊23） 

SM41B＊23 

457.2＊23 14.3＊2,＊23 STPT42＊23 

－ 変更なし 変更なし 

457.2 

/457.2 

/457.2 

（14.3＊2）

（14.3＊2）

（14.3＊2）

SGV410

＊5,＊23

残留熱除去系熱交換器 A 

バイパス管分岐点 

～ 

残留熱除去系熱交換器 A 

3.45＊1,＊23 174＊23 

457.2＊23 
（14.3＊2,＊23） 

SM41B＊23 

変更なし 

変更なし 変更なし 

変更なし SGV410

変更なし 

457.2＊23 14.3＊2,＊23 STPT42＊23 

変更なし 

3.45＊1,＊23 249＊23 

457.2＊23 
（14.3＊2,＊23） 

SM41B＊23 

457.2＊23 14.3＊2,＊23 STPT42＊23 

558.8＊23 

/457.2＊23 

（15.9＊2,＊23）

（14.3＊2,＊23）
SM41B＊23 

＊2 



 

 

 

（続き） 
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変 更 前 変 更 後 

名    称 
最高使用圧力 

(MPa) 

最高使用温度 

(℃) 

外 径＊2 

(㎜) 

厚 さ 

(㎜) 
材 料 名    称 

最高使用圧力 

(MPa) 

最高使用温度 

(℃) 

外 径 

(㎜) 

厚 さ 

(㎜) 
材 料

残 
 

留 
 

熱 
 

除 
 

去 
 

系 

＊5,＊23

残留熱除去系ポンプ B 

～ 

残留熱除去系熱交換器 B 

バイパス管分岐点 

3.45＊1,＊23 174＊23 

355.6＊23 11.1＊2,＊23 STPT42＊23 

残 
 

留 
 

熱 
 

除 
 

去 
 

系 

変更なし 

変更なし 

457.2＊23 

/355.6＊23 

（14.3＊2,＊23）

（11.1＊2,＊23）
SM41B＊23 

457.2＊23 
（14.3＊2,＊23） 

SM41B＊23 

457.2＊23 14.3＊2,＊23 STPT42＊23 

－ 変更なし 変更なし 

457.2 

/457.2 

/457.2 

14.3＊2）

（14.3＊2）

（14.3＊2）

SGV410

＊5,＊23

残留熱除去系熱交換器 B 

バイパス管分岐点 

～ 

残留熱除去系熱交換器 B 

3.45＊1,＊23 174＊23 457.2＊23 
（14.3＊2,＊23） 

SM41B＊23 

変更なし 

変更なし 変更なし 

変更なし SGV410

変更なし 

3.45＊1,＊23 249＊23 

457.2＊23 14.3＊2,＊23 STPT42＊23 

変更なし 
457.2＊23 

（14.3＊2,＊23） 
SM41B＊23 

558.8＊23 

/457.2＊23 

（15.9＊2,＊23）

（14.3＊2,＊23）
SM41B＊23 

＊5,＊23

残留熱除去系熱交換器 A 

～ 

A 系統代替循環冷却系 

ポンプ吸込管分岐点 

 

3.45＊1,＊23 249＊23 

558.8＊23 

/457.2＊23 

（15.9＊2,＊23）

（14.3＊2,＊23）
SM41B＊24 

変更なし 変更なし 変更なし 

変更なし 

457.2＊23 
（14.3＊2,＊23） 

SM41B＊24 

457.2＊23 

/457.2＊23 

/457.2＊23 

14.3＊2,＊23 

/14.3＊2,＊23 

/14.3＊2,＊23 

STPT410＊23 457.2 （14.3＊2） SFVC2B

＊2 



 

 

 

（続き） 
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変 更 前 変 更 後 

名    称 
最高使用圧力 

(MPa) 

最高使用温度 

(℃) 

外 径＊2 

(㎜) 

厚 さ 

(㎜) 
材 料 名    称 

最高使用圧力 

(MPa) 

最高使用温度 

(℃) 

外 径 

(㎜) 

厚 さ 

(㎜) 
材 料

残 
 

留 
 

熱 
 

除 
 

去 
 

系 

＊7,＊23

A 系統代替循環冷却系 

ポンプ吸込管分岐点 

～ 

残留熱除去系熱交換器 A 

出口管合流点 

3.45＊1,＊23 249＊23 457.2＊23 
（14.3＊2,＊23） 

SGV410 

残 
 

留 
 

熱 
 

除 
 

去 
 

系 

変更なし 

変更なし 

3.45＊1,＊23 174＊23 457.2＊23 
（14.3＊2,＊23） 

SM41B＊23 変更なし 変更なし 変更なし SGV410

＊7,＊23

残留熱除去系熱交換器 A 

出口管合流点 

～ 

A 系統代替循環冷却系 

ポンプ吐出管合流点 

3.45＊1,＊23 174＊23 

－ 

変更なし 変更なし 変更なし 

457.2 

/457.2 

/457.2 

（14.3＊2）

（14.3＊2）

（14.3＊2）

SGV410

457.2＊23 
（14.3＊2,＊23） 

SM41B＊23 

変更なし SGV410

変更なし 

457.2＊23 14.3＊2,＊23 STPT410＊25 変更なし 

－ 

457.2 

/457.2 

/－ 

（14.3＊2）

（14.3＊2）

/－ 

SGV410

＊8,＊23

A 系統代替循環冷却系 

ポンプ吐出管合流点 

～ 

A 系統ドライウェル 

スプレイ配管分岐点 

3.45＊1,＊23 174＊23 

457.2 

/457.2 

/216.3 

14.3＊2 

/14.3＊2 

/8.2＊2 

STPT410 

変更なし 

457.2＊23 
（14.3＊2,＊23） 

SM41B＊23 

457.2＊23 14.3＊2,＊23 STPT42＊23 

＊9,＊23

A 系統ドライウェル 

スプレイ配管分岐点 

～ 

A 系統テスト配管分岐点 

3.45＊1,＊23 174＊23 406.4＊23 
（12.7＊2,＊23） 

SM50B＊23 変更なし 

＊2 
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変 更 前 変 更 後 

名    称 
最高使用圧力 

(MPa) 

最高使用温度 

(℃) 

外 径＊2 

(㎜) 

厚 さ 

(㎜) 
材 料 名    称 

最高使用圧力 

(MPa) 

最高使用温度 

(℃) 

外 径 

(㎜) 

厚 さ 

(㎜) 
材 料

残 
 

留 
 

熱 
 

除 
 

去 
 

系 

＊10,＊23

A 系統テスト配管分岐点 

～ 

低圧代替注水系 

残留熱除去系配管 

A 系合流点 

3.45＊1,＊23 174＊23 406.4＊23 
（12.7＊2,＊4,＊23） 

SM50B＊23 

残 
 

留 
 

熱 
 

除 
 

去 
 

系 

変更なし 

＊11,＊23

低圧代替注水系 

残留熱除去系配管 

A 系合流点 

～ 

A 系統原子炉注水管分岐点 

3.45＊1,＊23 174＊23 

406.4 

/406.4 

/216.3 

12.7＊2 

/12.7＊2 

/8.2＊2 

STPT410 

変更なし 406.4＊23 
 

（12.7＊2,＊4,＊23） 
SM50B＊23 

3.45＊23 174＊23 

406.4＊23 

/406.4＊23 

/267.4＊23 

12.7＊2,＊23 

/12.7＊2,＊23 

/9.3＊2,＊23 

STPT410＊23 

＊11,＊23

A 系統原子炉注水管分岐点 

～ 

格納容器スプレイヘッダ A 

（ドライウェル側） 

3.45＊1,＊23 174＊23 406.4＊23 
（12.7＊2,＊4,＊23） 

SM50B＊23 

変更なし 

3.45＊1,＊23 
77＊23 

148＊3 
406.4＊23 

（12.7＊2,＊4,＊23） 
SM50B＊23 

＊5,＊23

残留熱除去系熱交換器 B 

～ 

B 系統代替循環冷却系 

ポンプ吸込管分岐点 

3.45＊1,＊23 249＊23 

558.8＊23 

/457.2＊23 

（15.9＊2,＊23）

/ （14.3＊2,＊23）
SGV410 

変更なし 457.2＊23 
（14.3＊2,＊23） 

SGV410 

457.2 

/457.2 

/457.2 

14.3＊2） 

（14.3＊2） 

（14.3＊2） 

SGV410 



 

 

 

（続き） 
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変 更 前 変 更 後 

名    称 
最高使用圧力 

(MPa) 

最高使用温度 

(℃) 

外 径＊2 

(㎜) 

厚 さ 

(㎜) 
材 料 名    称 

最高使用圧力 

(MPa) 

最高使用温度 

(℃) 

外 径 

(㎜) 

厚 さ 

(㎜) 
材 料

残 
 

留 
 

熱 
 

除 
 

去 
 

系 

＊7,＊23

B 系統代替循環冷却系 

ポンプ吸込管分岐点 

～ 

残留熱除去系熱交換器 B 

出口管合流点 

3.45＊1,＊23 249＊23 457.2＊23 

（14.3＊2,＊23） 
SM41B＊23 

残 
 

留 
 

熱 
 

除 
 

去 
 

系 

－ 

3.45＊1,＊23 174＊23 457.2＊23 
（14.3＊2,＊23） 

SM41B＊23 

＊7,＊23

残留熱除去系熱交換器 B 

出口管合流点 

～ 

B 系統代替循環冷却系 

ポンプ吐出管合流点 

3.45＊1,＊23 174＊23 

－ 

変更なし 変更なし 変更なし 

457.2 

/457.2 

/457.2 

14.3＊2）

（14.3＊2）

（14.3＊2）

SGV410

457.2＊23 
（14.3＊2,＊23） 

SM41B＊23 

変更なし SGV410

変更なし 

457.2＊23 14.3＊2,＊23 

STPT42＊23 

変更なし 

STPT410＊25 

＊8,＊23

B 系統代替循環冷却系 

ポンプ吐出管合流点 

～ 

B 系統テスト配管分岐点 

3.45＊1,＊23 174＊23 

457.2 

/457.2 

/216.3 

14.3＊2 

/14.3＊2 

/8.2＊2 

STPT410 

変更なし 

457.2＊23 
（14.3＊2,＊23） 

SM41B＊23 

＊10,＊23

B 系統テスト配管分岐点 

～ 

B 系統 

サプレッション・チェンバ 

スプレイ配管分岐点 

3.45＊1,＊23 174＊23 457.2＊23 
（14.3＊2,＊23） 

SM41B＊23 変更なし 

＊10,＊23

B 系統 

サプレッション・チェンバ 

スプレイ配管分岐点 

～ 

低圧代替注水系 

残留熱除去系 

配管 B系合流点 

3.45＊1,＊23 174＊23 

457.2＊23 
（14.3＊2,＊23） 

SM41B＊23 

変更なし 
457.2＊23 

/406.4＊23 

（14.3＊2,＊23）

/ （12.7＊2,＊23）
SM41B＊23 

406.4＊23 
（12.7＊2,＊4,＊23） 

SM50B＊23 

＊2 



 

 

 

（続き） 

 

N
T
2
 
補
①

 Ⅱ
 
R
1 

変 更 前 変 更 後 

名    称 
最高使用圧力 

(MPa) 

最高使用温度 

(℃) 

外 径＊2 

(㎜) 

厚 さ 

(㎜) 
材 料 名    称 

最高使用圧力 

(MPa) 

最高使用温度 

(℃) 

外 径 

(㎜) 

厚 さ 

(㎜) 
材 料

残 
 

留 
 

熱 
 

除 
 

去 
 

系 

＊11,＊23

低圧代替注水系 

残留熱除去系 

配管 B系合流点 

～ 

格納容器スプレイヘッダ B 

（ドライウェル側） 

3.45＊1,＊23 174＊23 

406.4 

/406.4 

/216.3 

12.7＊2 

/12.7＊2 

/8.2＊2 

STPT410 

残 
 

留 
 

熱 
 

除 
 

去 
 

系 

変更なし 

406.4＊23 
 

 （12.7＊2,＊4,＊23） 
SM50B＊23 

3.45＊1,＊23 
77＊23 

148＊3 
406.4＊23 

 

（12.7＊2,＊4,＊23） 
SM50B＊23 

＊6,＊23

残留熱除去系熱交換器 A 

バイパス管分岐点 

～ 

残留熱除去系熱交換器 A 

出口管合流点 

3.45＊1,＊23 174＊23 457.2＊23 
（14.3＊2,＊23） 

SM41B＊23 － 

＊6,＊23

残留熱除去系熱交換器 B 

バイパス管分岐点 

～ 

残留熱除去系熱交換器 B 

出口管合流点 

3.45＊1,＊23 174＊23 

457.2＊23 
（14.3＊2,＊23） 

SM41B＊23 

変更なし 

－ 

457.2＊23 14.3＊2,＊23 STPT410＊25 変更なし 

＊6,＊23

サプレッション・チェンバ 

～ 

弁 E12-F004C 

0.86＊1,＊23 
100＊23 

148＊3 
609.6＊23 

（9.5＊2,＊4,＊23） 
SM41B＊23 変更なし 

＊6,＊23

弁 E12-F004C 

～ 

残留熱除去系ポンプ C 

吸込管合流点 

0.86＊1,＊23 
100＊23 

148＊3 
609.6＊23 

（9.5＊2,＊23） 
SM41B＊23 変更なし 

＊6,＊23

残留熱除去系ポンプ C 

吸込管合流点 

～ 

残留熱除去系ポンプ C 

0.86＊1,＊23 
100＊23 

148＊3 
609.6＊23 

（9.5＊2,＊4,＊23） 
SM41B＊23 変更なし 



 

 

 

（続き） 

 

N
T
2
 
補
①

 Ⅱ
 
R
1 

変 更 前 変 更 後 

名    称 
最高使用圧力 

(MPa) 

最高使用温度 

(℃) 

外 径＊2 

(㎜) 

厚 さ 

(㎜) 
材 料 名    称 

最高使用圧力 

(MPa) 

最高使用温度 

(℃) 

外 径 

(㎜) 

厚 さ 

(㎜) 
材 料

残 
 

留 
 

熱 
 

除 
 

去 
 

系 

＊6,＊23

残留熱除去系ポンプ C 

～ 

低圧代替注水系残留熱除去系 

配管 C系合流点 

3.45＊1,＊23 
100＊23 

148＊3 

355.6＊23 11.1＊2,＊23 STPT42＊23 

残 
 

留 
 

熱 
 

除 
 

去 
 

系 

変更なし 変更なし 変更なし 

変更なし 
457.2＊23 

/355.6＊23 

（14.3＊2,＊23）

（11.1＊2,＊23）
SM41B＊23 

457.2＊23 
（14.3＊2,＊23） 

SM41B＊23 

変更なし 

変更なし SGV410

457.2＊23 14.3＊2,＊23 STPT42＊23 変更なし 

＊12,＊23

低圧代替注水系残留熱除去系 

配管 C系合流点 

～ 

C 系統低圧注水系配管分岐点 

3.45＊1,＊23 
100＊23 

148＊3 

457.2 

/457.2 

/216.3 

14.3＊2 

/14.3＊2 

/8.2＊2 

STPT410 

変更なし 
457.2＊23 

（14.3＊2,＊23） 
SM41B＊23 

457.2＊23 14.3＊2,＊23 STPT42＊23 

＊12,＊23

C 系統低圧注水系配管分岐点 

～ 

弁 E12-F042C 

3.45＊1,＊23 
100＊23 

148＊3 

457.2＊23 
（14.3＊2,＊23） 

SM41B＊23 

変更なし 457.2＊23 14.3＊2,＊23 STPT42＊23 

457.2＊23 

/318.5＊23 

（14.3＊2,＊23）

（10.3＊2,＊23）
SM41B＊23 

＊13,＊23

A 系統テスト配管分岐点 

～ 

A 系統 

サプレッション・チェンバ 

スプレイ配管分岐点 

3.45＊1,＊23 174＊23 406.4＊23 
（12.7＊2,＊23） 

SM50B＊23 変更なし 

＊14,＊23

A 系統 

サプレッション・チェンバ 

スプレイ配管分岐点 

～ 

A 系統代替循環冷却系 

テスト配管合流点 

3.45＊1,＊23 174＊23 406.4＊23 
（12.7＊2,＊4,＊23） 

SM50B＊23 

変更なし 3.45＊1,＊23 
100＊23 

148＊3 
406.4＊23 

（12.7＊2,＊23） 
SM50B＊23 

0.86＊1,＊23 
100＊23 

148＊3 
406.4＊23 

（9.5＊2,＊23） 
SM41B＊23 



 

 

 

（続き） 

 

N
T
2
 
補
①

 Ⅱ
 
R
1 

変 更 前 変 更 後 

名    称 
最高使用圧力 

(MPa) 

最高使用温度 

(℃) 

外 径＊2 

(㎜) 

厚 さ 

(㎜) 
材 料 名    称 

最高使用圧力 

(MPa) 

最高使用温度 

(℃) 

外 径 

(㎜) 

厚 さ 

(㎜) 
材 料

残 
 

留 
 

熱 
 

除 
 

去 
 

系 

＊15,＊23

A 系統代替循環冷却系 

テスト配管合流点 

～ 

サプレッション・チェンバ 

0.86＊1,＊23 
100＊23 

148＊3 

406.4＊23 
（9.5＊2,＊23） 

SM41B＊23 

残 
 

留 
 

熱 
 

除 
 

去 
 

系 

変更なし 

406.4＊23 9.5＊2,＊23 STPT38＊23 

406.4＊23 9.5＊2,＊23 STPT42＊23 

406.4＊23 
（12.7＊2,＊23） 

SM50B＊23 

＊16,＊23

B 系統テスト配管分岐点 

～ 

B 系統代替循環冷却系 

原子炉注水配管合流点 

3.45＊1,＊23 174＊23 

457.2＊23 
（14.3＊2,＊23） 

SM41B＊23 

変更なし 

457.2＊23 14.3＊2,＊23 STPT42＊23 

＊17,＊23

B 系統代替循環冷却系 

原子炉注水配管合流点 

～ 

B 系統原子炉停止時冷却系 

配管分岐点 

3.45＊1,＊23 174＊23 

457.2＊26 

/457.2＊26 

/216.3＊26 

14.3＊2,＊26 

/14.3＊2,＊26 

/8.2＊2,＊26 

STPT410＊26 

変更なし 変更なし 変更なし 

変更なし 

457.2＊23 
（14.3＊2,＊23） 

SM41B＊23 

変更なし 

457.2＊23 14.3＊2,＊23 

STPT42＊23 

STPT410＊25 

－ 

457.2 

/457.2 

/355.6 

（14.3＊2）

（14.3＊2）

（11.1＊2）

SGV410

＊2 



 

 

 

（続き） 

 

N
T
2
 
補
①

 Ⅱ
 
R
1 

変 更 前 変 更 後 

名    称 
最高使用圧力 

(MPa) 

最高使用温度 

(℃) 

外 径＊2 

(㎜) 

厚 さ 

(㎜) 
材 料 名    称 

最高使用圧力 

(MPa) 

最高使用温度 

(℃) 

外 径 

(㎜) 

厚 さ 

(㎜) 
材 料

残 
 

留 
 

熱 
 

除 
 

去 
 

系 

＊17,＊23

B 系統原子炉停止時冷却系 

配管分岐点 

～ 

B 系統低圧注水系 

配管分岐点 

3.45＊1,＊23 174＊23 

457.2＊23 （14.3＊2,＊23） SM41B＊23 

残 
 

留 
 

熱 
 

除 
 

去 
 

系 

変更なし 変更なし 変更なし 

変更なし SGV410

変更なし 

457.2＊23 14.3＊2,＊23 STPT42＊23 変更なし 

＊14,＊23

B 系統低圧注水系 

配管分岐点 

～ 

B 系統代替循環冷却系 

テスト配管合流点 

3.45＊1,＊23 174＊23 

457.2＊23 
（14.3＊2,＊23） 

SM41B＊23 

変更なし 

457.2＊23 14.3＊2,＊23 STPT42＊23 

457.2＊23 

/406.4＊23 

（14.3＊2,＊23）

（12.7＊2,＊23）
SM41B＊23 

406.4＊23 
（12.7＊2,＊23） 

SM50B＊23 

3.45＊1,＊23 
100＊23 

148＊3 
406.4＊23 

（12.7＊2,＊4,＊23） 
SM50B＊23 

0.86＊1,＊23 
100＊23 

148＊3 

406.4＊23 
（9.5＊2,＊23） 

SM41B＊23 

406.4＊23 9.5＊2,＊23 STPT38＊23 

＊15,＊23

B 系統代替循環冷却系 

テスト配管合流点 

～ 

サプレッション・チェンバ 

0.86＊1,＊23 
100＊23 

148＊3 

406.4＊26 

/406.4＊26 

/216.3＊26 

12.7＊2,＊26 

/12.7＊2,＊26 

/8.2＊2,＊26 

STPT410＊26 

変更なし 変更なし 変更なし 

変更なし 

406.4＊23 
（9.5＊2,＊23） 

SM41B＊23 

変更なし 12.7＊2 STPT410

変更なし 

406.4＊23 9.5＊2,＊23 STPT38＊23 

変更なし 406.4＊23 9.5＊2,＊23 STPT42＊23 

406.4＊23 
（12.7＊2,＊23） 

SM50B＊23 



 

 

 

（続き） 

 

N
T
2
 
補
①

 Ⅱ
 
R
1 

変 更 前 変 更 後 

名    称 
最高使用圧力 

(MPa) 

最高使用温度 

(℃) 

外 径＊2 

(㎜) 

厚 さ 

(㎜) 
材 料 名    称 

最高使用圧力 

(MPa) 

最高使用温度 

(℃) 

外 径 

(㎜) 

厚 さ 

(㎜) 
材 料

残 
 

留 
 

熱 
 

除 
 

去 
 

系 

＊6,＊23

A 系統ドライウェルスプレイ 

配管分岐点 

～ 

A 系統原子炉停止時冷却系 

配管分岐点 

3.45＊1,＊23 174＊23 457.2＊23 
（14.3＊2,＊23） 

SM41B＊23 

残 
 

留 
 

熱 
 

除 
 

去 
 

系 

変更なし 

＊6,＊23

A 系統原子炉停止時冷却系 

配管分岐点 

～ 

A 系統代替循環冷却系 

原子炉注水配管合流点 

3.45＊1,＊23 174＊23 

457.2＊23 
（14.3＊2,＊23） 

SM41B＊23 

変更なし 

457.2＊23 

/355.6＊23 

（14.3＊2,＊23）

（11.1＊2,＊23）
SM41B＊23 

355.6＊23 11.1＊2,＊4,＊23 STPT42＊23 

355.6＊23 11.1＊2,＊23 STPT410＊22,＊23

＊18,＊23

A 系統代替循環冷却系 

原子炉注水配管合流点 

～ 

弁 E12-F042A 

3.45＊1,＊23 174＊23 

355.6 

/355.6 

/216.3 

11.1＊2 

/11.1＊2 

/8.2＊2 

STPT410 

変更なし 
355.6＊23 11.1＊2,＊4,＊23 

STPT42＊23 

STPT410＊25 

355.6＊23 

/318.5＊23 

11.1＊2,＊23 

/10.3＊2,＊23 
STPT42＊23 

＊18,＊23

B 系統低圧注水系配管分岐点 

～ 

弁 E12-F042B 

3.45＊1,＊23 174＊23 

355.6＊23 11.1＊2,＊23 STPT42＊23 

変更なし 

355.6＊23 

/－ 

/355.6＊23 

11.1＊2,＊23 

/－ 

/11.1＊2,＊23 

STPT42＊23 

355.6＊23 

/318.5＊23 

11.1＊2,＊23 

/10.3＊2,＊23 
STPT42＊23 



 

 

 

（続き） 

 

N
T
2
 
補
①

 Ⅱ
 
R
1 

変 更 前 変 更 後 

名    称 
最高使用圧力 

(MPa) 

最高使用温度 

(℃) 

外 径＊2 

(㎜) 

厚 さ 

(㎜) 
材 料 名    称 

最高使用圧力 

(MPa) 

最高使用温度 

(℃) 

外 径 

(㎜) 

厚 さ 

(㎜) 
材 料

残 
 

留 
 

熱 
 

除 
 

去 
 

系 

＊23

A 系統原子炉停止時冷却系 

配管分岐点 

～ 

弁 E12-F053A 

3.45＊1,＊23 174＊23 

355.6＊23 11.1＊2,＊4,＊23 

STPT42＊23 

残 
 

留 
 

熱 
 

除 
 

去 
 

系 

変更なし 変更なし 変更なし 

変更なし STPT410＊25 

355.6＊23 

/318.5＊23 

11.1＊2,＊23 

/10.3＊2,＊23 
STPT410＊25 

318.5＊23 10.3＊2,＊23 STPT42＊23 変更なし （10.3＊2） SFVC2B

＊23

B 系統原子炉停止時冷却系 

配管分岐点 

～ 

弁 E12-F053B 

3.45＊1,＊23 174＊23 

355.6＊23 11.1＊2,＊23 STPT410＊25 

変更なし 変更なし 変更なし 

変更なし 
355.6＊23 

/318.5＊23 

11.1＊2,＊23 

/10.3＊2,＊23 
STPT410＊25 

－ 318.5 （10.3＊2） SFVC2B

＊19,＊23

A 系統 

サプレッション・チェンバ 

スプレイ配管分岐点 

～ 

格納容器スプレイヘッダ 

（サプレッション・ 

チェンバ側） 

3.45＊1,＊23 174＊23 114.3＊23 6.0＊2,＊23 STPT42＊23 

変更なし 

変更なし 変更なし 

変更なし 

3.45＊1,＊23 
77＊23 

148＊3 

114.3＊23 6.0＊2,＊4,＊23 STPT42＊23 

変更なし 変更なし 114.3 

/114.3 

/－ 

6.0＊2 

/6.0＊2 

/－ 

STPT410 － 

＊19,＊23

B 系統 

サプレッション・チェンバ 

スプレイ配管分岐点 

～ 

格納容器スプレイヘッダ 

（サプレッション・ 

チェンバ側） 

3.45＊1,＊23 174＊23 114.3＊23 6.0＊2,＊4,＊23 STPT42＊23 

変更なし 

変更なし 変更なし 変更なし 

3.45＊1,＊23 
77＊23 

148＊3 

114.3＊23 6.0＊2,＊4,＊23 

STPT42＊23 

変更なし 変更なし 

変更なし 

STPT410＊25 

－ 

114.3 

/114.3 

/－ 

6.0＊2 

/6.0＊2 

/－ 

STPT410

＊2 



 

 

 

（続き） 

 

N
T
2
 
補
①

 Ⅱ
 
R
1 

変 更 前 変 更 後 

名    称 
最高使用圧力 

(MPa) 

最高使用温度 

(℃) 

外 径＊2 

(㎜) 

厚 さ 

(㎜) 
材 料 名    称 

最高使用圧力 

(MPa) 

最高使用温度 

(℃) 

外 径 

(㎜) 

厚 さ 

(㎜) 
材 料

残 
 

留 
 

熱 
 

除 
 

去 
 

系 

＊18,＊23

弁 E12-F042A 

～ 

弁 E12-F041A 

8.62＊1,＊23 302＊23 318.5＊23 17.4＊2,＊4,＊23 STS49＊23 

残 
 

留 
 

熱 
 

除 
 

去 
 

系 

変更なし 

＊18,＊23

弁 E12-F041A 

～ 

原子炉圧力容器 

8.62＊1,＊23 302＊23 318.5＊23 17.4＊2,＊4,＊23 STS49＊23 変更なし 

＊18,＊23

弁 E12-F042B 

～ 

弁 E12-F041B 

8.62＊1,＊23 302＊23 318.5＊23 17.4＊2,＊4,＊23 STS49＊23 変更なし 

＊18,＊23

弁 E12-F041B 

～ 

原子炉圧力容器 

8.62＊1,＊23 302＊23 318.5＊23 17.4＊2,＊4,＊23 STS49＊23 変更なし 

＊20,＊23

弁 E12-F042C 

～ 

弁 E12-F041C 

8.62＊1,＊23 302＊23 318.5＊23 17.4＊2,＊4,＊23 STS49＊23 変更なし 

＊20,＊23

弁 E12-F041C 

～ 

原子炉圧力容器 

8.62＊1,＊23 302＊23 318.5＊23 17.4＊2,＊4,＊23 STS49＊23 変更なし 

＊23

弁 E12-F053A 

～ 

弁 E12-F050A 

10.7＊23 302＊23 

318.5＊23 
（25.4＊2,＊23） 

SUSF316＊23 

変更なし 

318.5＊23 25.4＊2,＊23 SUS316TP＊23 

＊23

弁 E12-F050A 

～ 

再循環系ポンプ A 吐出管合流点

10.7＊23 302＊23 

318.5＊23 
（25.4＊2,＊23） 

SUSF316＊23 

変更なし 

318.5＊23 25.4＊2,＊4,＊23 SUS304TP＊23 



 

 

 

（続き） 
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補
①

 Ⅱ
 
R
1 

変 更 前 変 更 後 

名    称 
最高使用圧力 

(MPa) 

最高使用温度 

(℃) 

外 径＊2 

(㎜) 

厚 さ 

(㎜) 
材 料 名    称 

最高使用圧力 

(MPa) 

最高使用温度 

(℃) 

外 径 

(㎜) 

厚 さ 

(㎜) 
材 料

残 
 

留 
 

熱 
 

除 
 

去 
 

系 

＊23

弁 E12-F053B 

～ 

弁 E12-F050B 

10.7＊23 302＊23 

318.5＊23 
（25.4＊2,＊23） 

SUSF316＊23 

残 
 

留 
 

熱 
 

除 
 

去 
 

系 

変更なし 

318.5＊23 25.4＊2,＊23 SUS316TP＊23 

＊23

弁 E12-F050B 

～ 

再循環系ポンプ B 吐出管合流点

10.7＊23 302＊23 318.5＊23 25.4＊2,＊4,＊23 SUS304TP＊23 変更なし 変更なし 変更なし 

変更なし SUS316TP

変更なし 

＊23

弁 G41-F016 

～ 

燃料プール冷却浄化系 

配管合流点 

1.52＊1,＊23 174＊23 267.4＊23 9.3＊2,＊4,＊23 STPT42＊23 変更なし 

＊23

B 系統燃料プール冷却浄化系 

配管分岐点及び 

A 系統燃料プール冷却浄化系 

配管分岐点 

～ 

弁 G41-F036 

3.45＊1,＊23 174＊23 

267.4＊23 9.3＊2,＊4,＊23 

STPT42＊23 

変更なし 

STPT410＊23 

267.4＊23 

/267.4＊23 

/267.4＊23 

9.3＊2,＊23 

/9.3＊2,＊23 

/9.3＊2,＊23 

STPT410＊23 

＊23

A 系統原子炉注水管分岐点 

～ 

残留熱除去系 

原子炉注水管合流点 

3.45＊1,＊23 174＊23 165.2＊23 7.1＊2,＊4,＊23 STPT42＊23 

変更なし 

8.62＊1,＊23 302＊23 165.2＊23 11.0＊2,＊4,＊23 SUS304TP 

注記 ＊ 1：ＳＩ単位に換算したもの。 

＊ 2：公称値を示す。 

＊ 3：重大事故等時における使用時の値を示す。 

＊ 4：エルボにあっては，管と同等以上の厚さのものを選定。 
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＊ 5：非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備（低圧注水系，代替循環冷却系）及び原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備の原子炉格納容器安全設備（格納容器スプレイ冷却系，サプレッション・プー

ル冷却系，代替循環冷却系）と兼用する。 

＊ 6：非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備（低圧注水系）と兼用。 

＊ 7：非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備（低圧注水系）及び原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備の原子炉格納容器安全設備（格納容器スプレイ冷却系，サプレッション・プール冷却系）と兼用

する。 

＊ 8：非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備（低圧注水系）及び原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備の原子炉格納容器安全設備（格納容器スプレイ冷却系，サプレッション・プール冷却系，代替循

環冷却系）と兼用する。 

＊ 9：原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備の原子炉格納容器安全設備（格納容器スプレイ冷却系，サプレッション・プール冷却系，代替循環冷却系）と兼用する。 

＊10：原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備の原子炉格納容器安全設備（格納容器スプレイ冷却系，代替循環冷却系）と兼用する。 

＊11：原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備の原子炉格納容器安全設備（格納容器スプレイ冷却系，代替格納容器スプレイ冷却系，代替循環冷却系）と兼用する。 

＊12：非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備（低圧注水系，低圧代替注水系）及び原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備の原子炉格納容器安全設備（低圧代替注水系）と兼用する。 

＊13：原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備の原子炉格納容器安全設備（格納容器スプレイ冷却系，サプレッション・プール冷却系）と兼用する。 

＊14：原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備の原子炉格納容器安全設備（サプレッション・プール冷却系）と兼用する。 

＊15：原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備の原子炉格納容器安全設備（サプレッション・プール冷却系，代替循環冷却系）と兼用する。 

＊16：非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備（低圧注水系）及び原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備の原子炉格納容器安全設備（サプレッション・プール冷却系）と兼用する。 

＊17：非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備（低圧注水系，代替循環冷却系）及び原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備の原子炉格納容器安全設備（サプレッション・プール冷却系，代替循環冷却系）

と兼用する。 

＊18：非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備（低圧注水系，代替循環冷却系）及び原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備の原子炉格納容器安全設備（代替循環冷却系）と兼用する。 

＊19：原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備の原子炉格納容器安全設備（格納容器スプレイ冷却系）と兼用する。 

＊20：非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備（低圧注水系，低圧代替注水系）及び原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備の原子炉格納容器安全設備（低圧代替注水系）と兼用する。 

   ＊21：当該配管は，その機能及び構造上の耐圧機能を必要としないため，最高使用圧力を設定しないが，ここでは，サプレッション・チェンバの最高使用圧力を[ ]内に示す。 

   ＊22：STPT42 同等材（STPT410）への取替えを行う。 

   ＊23：平成 30 年 10 月 18 日付け原規規発第 1810181 号にて認可された既工事計画書の変更前の記載。 

   ＊24：記載の適正化を行う。平成 30年 10 月 18 日付け原規規発第 1810181 号にて認可された既工事計画書には「SGV410」と記載。 

   ＊25：STPT42 同等材（STPT410）への取替えを行う。平成 30 年 10 月 18 日付け原規規発第 1810181 号にて認可された既工事計画書には記載なし。 

   ＊26：当該継手は，設計及び工事の計画の認可として申請を行う。 
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以下の設備は，既存の原子炉冷却材再循環設備（原子炉冷却材再循環系）であり，残留熱除去設

備（残留熱除去系）として本工事計画で兼用とする。 

 

原子炉圧力容器～再循環系ポンプ吸込管分岐点 

再循環系ポンプ A,B 吐出管合流点～マニホールド管 

マニホールド管 

マニホールド管～ジェットポンプへの供給管 
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以下の設備は，既存の原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他安全設備（格納容器スプレイヘ

ッダ）であり，残留熱除去設備（残留熱除去系）として本工事計画で兼用とする。 

 

 格納容器スプレイヘッダ A（ドライウェル側） 

 格納容器スプレイヘッダ B（ドライウェル側） 

 格納容器スプレイヘッダ（サプレッション・チェンバ側） 
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以下の設備は，既存の原子炉格納施設のうち原子炉格納容器（貫通部）であり，残留熱除去設備

（残留熱除去系）として本工事計画で兼用とする。 

 

 原子炉格納容器配管貫通部 X-11A 

 原子炉格納容器配管貫通部 X-11B 

 原子炉格納容器配管貫通部 X-19A 

 原子炉格納容器配管貫通部 X-19B 

 原子炉格納容器配管貫通部 X-20 

 原子炉格納容器配管貫通部 X-25A 

 原子炉格納容器配管貫通部 X-25B 

 原子炉格納容器配管貫通部 X-32 

 原子炉格納容器配管貫通部 X-35 

 原子炉格納容器配管貫通部 X-47 

 原子炉格納容器配管貫通部 X-48 
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表 1 原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。）の主要設備リスト（1／7） 

 変 更 前 変 更 後 

設
備
区
分 

系
統
名 

機器区分 名 称 

設計基準対象施設 ＊1 重大事故等対処設備 ＊1 

名 称 

設計基準対象施設 ＊1 重大事故等対処設備 ＊1 

耐震 

重要度 

分類 

機器クラス 設備分類 
重大事故等 

機器クラス 

耐震 

重要度 

分類 

機器クラス 設備分類 
重大事故等 

機器クラス 

 

残
留
熱
除
去
設
備 

 

残
留
熱
除
去
系 

 

主配管 

残留熱除去系ストレーナA 

～ 

サプレッション・チェンバ 

Ｓ クラス２ 常設耐震／防止 ＳＡクラス２ 変更なし 

残留熱除去系ストレーナB 

～ 

サプレッション・チェンバ 

Ｓ クラス２ 常設耐震／防止 ＳＡクラス２ 変更なし 

残留熱除去系ストレーナC 

～ 

サプレッション・チェンバ 

Ｓ クラス２ － － 変更なし 

サプレッション・チェンバ 

～ 

弁 E12-F004A 

Ｓ クラス２ 常設耐震／防止 ＳＡクラス２ 変更なし 

弁 E12-F004A 

～ 

残留熱除去系ポンプA吸込管合流点 

Ｓ クラス２ 常設耐震／防止 ＳＡクラス２ 変更なし 

残留熱除去系ポンプA吸込管合流点 

～ 

残留熱除去系ポンプA 

Ｓ クラス２ 常設耐震／防止 ＳＡクラス２ 変更なし 

サプレッション・チェンバ 

～ 

弁 E12-F004B 

Ｓ クラス２ 常設耐震／防止 ＳＡクラス２ 変更なし 

弁 E12-F004B 

～ 

残留熱除去系ポンプB吸込管合流点 

Ｓ クラス２ 常設耐震／防止 ＳＡクラス２ 変更なし 

残留熱除去系ポンプB吸込管合流点 

～ 

残留熱除去系ポンプB 

Ｓ クラス２ 常設耐震／防止 ＳＡクラス２ 変更なし 

再循環系ポンプ吸込管分岐点 

～ 

弁 E12-F009 

Ｓ クラス１ 常設耐震／防止 ＳＡクラス２ 変更なし 

   

弁 E12-F009 

～ 

弁 E12-F008 

Ｓ クラス１ 常設耐震／防止 ＳＡクラス２ 変更なし 

弁 E12-F008 

～ 

原子炉停止時冷却系配管分岐点 

Ｓ クラス２ 常設耐震／防止 ＳＡクラス２ 変更なし 

原子炉停止時冷却系配管分岐点 

～ 

残留熱除去系ポンプA吸込管合流点 

Ｓ クラス２ 常設耐震／防止 ＳＡクラス２ 変更なし 
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表1 原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。）の主要設備リスト（2／7） 

 変 更 前 変 更 後 

設
備
区
分 

系
統
名 

機器区分 名 称 

設計基準対象施設 ＊1 重大事故等対処設備 ＊1 

名 称 

設計基準対象施設 ＊1 重大事故等対処設備 ＊1 

耐震 

重要度 

分類 

機器クラス 設備分類 
重大事故等 

機器クラス 

耐震 

重要度 

分類 

機器クラス 設備分類 
重大事故等 

機器クラス 

残
留
熱
除
去
設
備 

残
留
熱
除
去
系 

主配管

原子炉停止時冷却系配管分岐点 

～ 

残留熱除去系ポンプB吸込管合流点 

Ｓ クラス２ 常設耐震／防止 ＳＡクラス２ 変更なし 

残留熱除去系ポンプA 

～ 

残留熱除去系熱交換器Aバイパス管分岐点 

Ｓ クラス２ 常設耐震／防止 ＳＡクラス２ 変更なし 

残留熱除去系熱交換器Aバイパス管分岐点 

～ 

残留熱除去系熱交換器A 

Ｓ クラス２ 常設耐震／防止 ＳＡクラス２ 変更なし 

残留熱除去系ポンプB 

～ 

残留熱除去系熱交換器Bバイパス管分岐点 

Ｓ クラス２ 常設耐震／防止 ＳＡクラス２ 変更なし 

残留熱除去系熱交換器Bバイパス管分岐点 

～ 

残留熱除去系熱交換器B 

Ｓ クラス２ 常設耐震／防止 ＳＡクラス２ 変更なし 

残留熱除去系熱交換器A 

～ 

A系統代替循環冷却系ポンプ吸込管分岐点 

Ｓ クラス２ 常設耐震／防止 ＳＡクラス２ 変更なし 

A系統代替循環冷却系ポンプ吸込管分岐点 

～ 

残留熱除去系熱交換器A出口管合流点 

Ｓ クラス２ 常設耐震／防止 ＳＡクラス２ 変更なし 

残留熱除去系熱交換器A出口管合流点 

～ 

A系統代替循環冷却系ポンプ吐出管合流点 

Ｓ クラス２ 常設耐震／防止 ＳＡクラス２ 変更なし 

A系統代替循環冷却系ポンプ吐出管合流点 

～ 

A系統ドライウェルスプレイ配管分岐点 

Ｓ クラス２ 常設耐震／防止 ＳＡクラス２ 変更なし 

A系統ドライウェルスプレイ配管分岐点 

～ 

A系統テスト配管分岐点 

Ｓ クラス２ 常設耐震／防止 ＳＡクラス２ 変更なし 

A系統テスト配管分岐点 

～ 

低圧代替注水系残留熱除去系配管A系合流点 

Ｓ クラス２ 常設耐震／防止 ＳＡクラス２ 変更なし 

低圧代替注水系残留熱除去系配管A系合流点 

～ 

A系統原子炉注水管分岐点 

Ｓ クラス２ 常設耐震／防止 ＳＡクラス２ 変更なし 

A系統原子炉注水管分岐点 

～ 

格納容器スプレイヘッダA（ドライウェル

側） 

Ｓ クラス２ 常設耐震／防止 ＳＡクラス２ 変更なし 
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表1 原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。）の主要設備リスト（3／7） 

 変 更 前 変 更 後 

設
備
区
分 

系
統
名 

機器区分 名 称 

設計基準対象施設 ＊1 重大事故等対処設備 ＊1 

名 称 

設計基準対象施設 ＊1 重大事故等対処設備 ＊1 

耐震 

重要度 

分類 

機器クラス 設備分類 
重大事故等 

機器クラス 

耐震 

重要度 

分類 

機器クラス 設備分類 
重大事故等 

機器クラス 

 
 

 
 

 
 

残
留
熱
除
去
設
備 

 
 

 
 

 
 

残
留
熱
除
去
系 

 

 

 

 

主配管 

残留熱除去系熱交換器B 

～ 

B系統代替循環冷却系ポンプ吸込管分岐点 

Ｓ クラス２ 常設耐震／防止 ＳＡクラス２ 変更なし 

B系統代替循環冷却系ポンプ吸込管分岐点 

～ 

残留熱除去系熱交換器B出口管合流点 

Ｓ クラス２ 常設耐震／防止 ＳＡクラス２ －＊2 

残留熱除去系熱交換器B出口管合流点 

～ 

B系統代替循環冷却系ポンプ吐出管合流点 

Ｓ クラス２ 常設耐震／防止 ＳＡクラス２ 変更なし 

B系統代替循環冷却系ポンプ吐出管合流点 

～ 

B系統テスト配管分岐点 

Ｓ クラス２ 常設耐震／防止 ＳＡクラス２ 変更なし 

B系統テスト配管分岐点 

～ 

B系統サプレッション・チェンバスプレイ配

管分岐点 

Ｓ クラス２ 常設耐震／防止 ＳＡクラス２ 変更なし 

B系統サプレッション・チェンバスプレイ配

管分岐点 

～ 

低圧代替注水系残留熱除去系配管B系合流点 

Ｓ クラス２ 常設耐震／防止 ＳＡクラス２ 変更なし 

低圧代替注水系残留熱除去系配管B系合流点 

～ 

格納容器スプレイヘッダB（ドライウェル 

側） 

Ｓ クラス２ 常設耐震／防止 ＳＡクラス２ 変更なし 

残留熱除去系熱交換器Aバイパス管分岐点 

～ 

残留熱除去系熱交換器A出口管合流点 

Ｓ クラス２ － －＊2 

   

残留熱除去系熱交換器Bバイパス管分岐点 

～ 

残留熱除去系熱交換器B出口管合流点 

Ｓ クラス２ － 変更なし 

サプレッション・チェンバ 

～ 

弁 E12-F004C 

Ｓ クラス２ － 変更なし 

弁 E12-F004C 

～ 

残留熱除去系ポンプC吸込管合流点 

Ｓ クラス２ － 変更なし 

残留熱除去系ポンプC吸込管合流点 

～ 

残留熱除去系ポンプC 

Ｓ クラス２ － 変更なし 
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表1 原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。）の主要設備リスト（4／7） 

 変 更 前 変 更 後 

設
備
区
分 

系
統
名 

機器区分 名 称 

設計基準対象施設 ＊1 重大事故等対処設備 ＊1 

名 称 

設計基準対象施設 ＊1 重大事故等対処設備 ＊1 

耐震 

重要度 

分類 

機器クラス 設備分類 
重大事故等 

機器クラス 

耐震 

重要度 

分類 

機器クラス 設備分類 
重大事故等 

機器クラス 

残
留
熱
除
去
設
備 

残
留
熱
除
去
系 

主配管 

残留熱除去系ポンプC 

～ 

低圧代替注水系残留熱除去系配管C系合流点 

Ｓ クラス２ － 変更なし 

低圧代替注水系残留熱除去系配管C系合流点 

～ 

C系統低圧注水系配管分岐点 

Ｓ クラス２ － 変更なし 

C系統低圧注水系配管分岐点 

～ 

弁 E12-F042C 

Ｓ クラス２ － 変更なし 

A系統テスト配管分岐点 

～ 

A系統サプレッション・チェンバ 

スプレイ配管分岐点 

Ｓ クラス２ 常設耐震／防止 ＳＡクラス２ 変更なし 

A系統サプレッション・チェンバ 

スプレイ配管分岐点 

～ 

A系統代替循環冷却系テスト配管合流点 

Ｓ クラス２ 常設耐震／防止 ＳＡクラス２ 変更なし 

A系統代替循環冷却系テスト配管合流点 

～ 

サプレッション・チェンバ 

Ｓ クラス２ 常設耐震／防止 ＳＡクラス２ 変更なし 

B系統テスト配管分岐点 

～ 

B系統代替循環冷却系原子炉注水配管合流点 

Ｓ クラス２ 常設耐震／防止 ＳＡクラス２ 変更なし 

B系統代替循環冷却系原子炉注水配管合流点 

～ 

B系統原子炉停止時冷却系配管分岐点 

Ｓ クラス２ 常設耐震／防止 ＳＡクラス２ 変更なし 

B系統原子炉停止時冷却系配管分岐点 

～ 

B系統低圧注水系配管分岐点 

Ｓ クラス２ 常設耐震／防止 ＳＡクラス２ 変更なし 

B系統低圧注水系配管分岐点 

～ 

B系統代替循環冷却系テスト配管合流点 

Ｓ クラス２ 常設耐震／防止 ＳＡクラス２ 変更なし 

B系統代替循環冷却系テスト配管合流点 

～ 

サプレッション・チェンバ 

Ｓ クラス２ 常設耐震／防止 ＳＡクラス２ 変更なし 

A系統ドライウェルスプレイ配管分岐点 

～ 

A系統原子炉停止時冷却系配管分岐点 

Ｓ クラス２ 常設耐震／防止 ＳＡクラス２ 変更なし 

A系統原子炉停止時冷却系配管分岐点 

～ 

A系統代替循環冷却系原子炉注水配管合流点 

Ｓ クラス２ － 変更なし 
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表1 原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。）の主要設備リスト（5／7） 

 変 更 前 変 更 後 

設
備
区
分 

系
統
名 

機器区分 名 称 

設計基準対象施設 ＊1 重大事故等対処設備 ＊1 

名 称 

設計基準対象施設 ＊1 重大事故等対処設備 ＊1 

耐震 

重要度 

分類 

機器クラス 設備分類 
重大事故等 

機器クラス 

耐震 

重要度 

分類 

機器クラス 設備分類 
重大事故等 

機器クラス 

残
留
熱
除
去
設
備 

残
留
熱
除
去
系 

主配管 

A系統代替循環冷却系原子炉注水配管合流点 

～ 

弁 E12-F042A 

Ｓ クラス２ － 変更なし 

B系統低圧注水系配管分岐点 

～ 

弁 E12-F042B 

Ｓ クラス２ － 変更なし 

A系統原子炉停止時冷却系配管分岐点 

～ 

弁 E12-F053A 

Ｓ クラス２ 常設耐震／防止 ＳＡクラス２ 変更なし 

B系統原子炉停止時冷却系配管分岐点 

～ 

弁 E12-F053B 

Ｓ クラス２ 常設耐震／防止 ＳＡクラス２ 変更なし 

A系統サプレッション・チェンバ 

スプレイ配管分岐点 

～ 

格納容器スプレイヘッダ（サプレッション・

チェンバ側） 

Ｓ クラス２ 常設耐震／防止 ＳＡクラス２ 変更なし 

B系統サプレッション・チェンバスプレイ配

管分岐点 

～ 

格納容器スプレイヘッダ（サプレッション・

チェンバ側） 

Ｓ クラス２ 常設耐震／防止 ＳＡクラス２ 変更なし 

弁 E12-F042A 

～ 

弁 E12-F041A 

Ｓ クラス１ － 変更なし 

弁 E12-F041A 

～ 

原子炉圧力容器 

Ｓ クラス１ － 変更なし 

弁 E12-F042B 

～ 

弁 E12-F041B 

Ｓ クラス１ － 変更なし 

弁 E12-F041B 

～ 

原子炉圧力容器 

Ｓ クラス１ － 変更なし 

弁 E12-F042C 

～ 

弁 E12-F041C 

Ｓ クラス１ － 変更なし 

弁 E12-F041C 

～ 

原子炉圧力容器 

Ｓ クラス１ － 変更なし 
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表1 原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。）の主要設備リスト（6／7） 

 変 更 前 変 更 後 

設
備
区
分 

系
統
名 

機器区分 名 称 

設計基準対象施設 ＊1 重大事故等対処設備 ＊1 

名 称 

設計基準対象施設 ＊1 重大事故等対処設備 ＊1 

耐震 

重要度 

分類 

機器クラス 設備分類 
重大事故等 

機器クラス 

耐震 

重要度 

分類 

機器クラス 設備分類 
重大事故等 

機器クラス 

残
留
熱
除
去
設
備 

残
留
熱
除
去
系 

主配管 

弁 E12-F053A 

～ 

弁 E12-F050A 

Ｓ クラス１ 常設耐震／防止 ＳＡクラス２ 変更なし 

弁 E12-F050A 

～ 

再循環系ポンプA吐出管合流点 

Ｓ クラス１ 常設耐震／防止 ＳＡクラス２ 変更なし 

弁 E12-F053B 

～ 

弁 E12-F050B 

Ｓ クラス１ 常設耐震／防止 ＳＡクラス２ 変更なし 

弁 E12-F050B 

～ 

再循環系ポンプB吐出管合流点 

Ｓ クラス１ 常設耐震／防止 ＳＡクラス２ 変更なし 

弁 G41-F016 

～ 

燃料プール冷却浄化系配管合流点 

Ｓ クラス２ － 変更なし 

B系統燃料プール冷却浄化系配管分岐点 

及びA系統燃料プール冷却浄化系配管分岐点 

～ 

弁 G41-F036 

Ｓ クラス２ － 変更なし 

A系統原子炉注水管分岐点 

～ 

残留熱除去系原子炉注水管合流点 

Ｓ クラス２ － 変更なし 

原子炉圧力容器 

～ 

再循環系ポンプ吸込管分岐点 

－ － 常設耐震／防止 ＳＡクラス２ 変更なし 

再循環系ポンプA，B吐出管合流点 

～ 

マニホールド管 

－ － 常設耐震／防止 ＳＡクラス２ 変更なし 

マニホールド管 － － 常設耐震／防止 ＳＡクラス２ 変更なし 

マニホールド管 

～ 

ジェットポンプへの供給管 

－ － 常設耐震／防止 ＳＡクラス２ 変更なし 

格納容器スプレイヘッダA 

（ドライウェル側） 
－ － 常設耐震／防止 ＳＡクラス２ 変更なし 

格納容器スプレイヘッダB 

（ドライウェル側） 
－ － 常設耐震／防止 ＳＡクラス２ 変更なし 

格納容器スプレイヘッダ 

（サプレッション・チェンバ側） 
－ － 常設耐震／防止 ＳＡクラス２ 変更なし 

原子炉格納容器配管貫通部X-11A － － 常設耐震／防止 ＳＡクラス２ 変更なし 
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表1 原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。）の主要設備リスト（7／7） 

 変 更 前 変 更 後 

設
備
区
分 

系
統
名 

機器区分 名 称 

設計基準対象施設 ＊1 重大事故等対処設備 ＊1 

名 称 

設計基準対象施設 ＊1 重大事故等対処設備 ＊1 

耐震 

重要度 

分類 

機器クラス 設備分類 
重大事故等 

機器クラス 

耐震 

重要度 

分類 

機器クラス 設備分類 
重大事故等 

機器クラス 

残
留
熱
除
去
設
備 

残
留
熱
除
去
系 

主配管 

原子炉格納容器配管貫通部X-11B － － 常設耐震／防止 ＳＡクラス２ 変更なし 

原子炉格納容器配管貫通部X-19A＊3 － － 常設耐震／防止 ＳＡクラス２ 変更なし 

原子炉格納容器配管貫通部X-19B＊3 － － 常設耐震／防止 ＳＡクラス２ 変更なし 

原子炉格納容器配管貫通部X-20＊3 － － 常設耐震／防止 ＳＡクラス２ 変更なし 

原子炉格納容器配管貫通部X-25A － － 常設耐震／防止 ＳＡクラス２ 変更なし 

原子炉格納容器配管貫通部X-25B － － 常設耐震／防止 ＳＡクラス２ 変更なし 

原子炉格納容器配管貫通部X-32 － － 常設耐震／防止 ＳＡクラス２ 変更なし 

原子炉格納容器配管貫通部X-35 － － 常設耐震／防止 ＳＡクラス２ 変更なし 

原子炉格納容器配管貫通部X-47 － － 常設耐震／防止 ＳＡクラス２ 変更なし 

原子炉格納容器配管貫通部X-48 － － 常設耐震／防止 ＳＡクラス２ 変更なし 

注記 ＊1：表1に用いる略語の定義は「原子炉本体」の「５ 原子炉本体の基本設計方針，適用基準及び適用規格」の「表1 原子炉本体の主要設備リスト 付表1」による。 

 ＊2：当該ラインについては，主配管に該当しないため記載の適正化を行う。 

 ＊3：格納容器貫通部のうち管を示す。 



 

 

 

12 原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。）に係る工事の方法 

変 更 前 変 更 後 

原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。）に係る工事の方法は，「原子炉本体」における「9 原子炉本

体に係る工事の方法」（「1.3 燃料体に係る工事の手順と使用前事業者検査」，「2.1.3 燃料体に係る検査」及

び「3.2 燃料体の加工に係る工事上の留意事項」を除く。）に従う。 

 

変更なし 

 



 

 

申請に係る工事の方法として，原子炉本体に係る工事の方法を以下に示す。 

変 更 前 変 更 後 

発電用原子炉施設の設置又は変更の工事並びに主要な耐圧部の溶接部における工事の方法として，原子炉

設置（変更）許可を受けた事項，及び「実用発電用原子炉及びその附属設備の技術基準に関する規則」（以下

「技術基準」という。）の要求事項に適合するための設計（基本設計方針及び要目表）に従い実施する工事の

手順と，それら設計や工事の手順に従い工事が行われたことを確認する使用前事業者検査の方法を以下に示

す。 

これらの工事の手順及び使用前事業者検査の方法は，「設計及び工事に係る品質マネジメントシステム」に

定めたプロセス等に基づいたものとする。 

 

1. 工事の手順 

1.1 工事の手順と使用前事業者検査 

発電用原子炉施設の設置又は変更の工事における工事の手順を使用前事業者検査との関係を含め図1に

示す。 

 

1.2 主要な耐圧部の溶接部に係る工事の手順と使用前事業者検査 

主要な耐圧部の溶接部に係る工事の手順を使用前事業者検査との関係を含め図 2に示す。 

 

1.3 燃料体に係る工事の手順と使用前事業者検査 

燃料体に係る工事の手順を使用前事業者検査との関係を含め図 3に示す。 

 

2. 使用前事業者検査の方法 

構造，強度及び漏えいを確認するために十分な方法，機能及び性能を確認するために十分な方法，その他

設置又は変更の工事がその設計及び工事の計画に従って行われたものであることを確認するために十分な

方法により，使用前事業者検査を図 1，図 2 及び図 3 のフローに基づき実施する。使用前事業者検査は「設

計及び工事に係る品質マネジメントシステム」に記載したプロセスにより，抽出されたものの検査を実施す

る。 

また，使用前事業者検査は，検査の時期，対象，方法，検査体制に加えて，検査の内容と重要度に応じて，

立会，抜取り立会，記録確認のいずれかとすることを要領書等で定め実施する。 

 

2.1 構造，強度又は漏えいに係る検査 

2.1.1 構造，強度又は漏えいに係る検査 

構造，強度又は漏えいに係る検査ができるようになったとき，表 1 に示す検査を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

変 更 前 変 更 後 

表 1 構造，強度又は漏えいに係る検査（燃料体を除く）＊１ 

検査項目 検査方法 判定基準 

「設計及び工事に係る

品質マネジメントシス

テム」に記載したプロセ

スにより，当該工事にお

ける構造，強度又は漏え

いに係る確認事項とし

て次に掲げる項目の中

から抽出されたもの。 

・材料検査 

・寸法検査 

・外観検査 

・組立て及び据付け

状態を確認する検

査(据付検査) 

・状態確認検査 

・耐圧検査 

・漏えい検査 

・原子炉格納施設が

直接設置される基

盤の状態を確認す

る検査 

・建物・構築物の構造

を確認する検査 

材料検査 使用されている材料の化学成分，

機械的強度等が工事計画のとおり

であることを確認する。 

設工認のとおりであるこ

と，技術基準に適合する

ものであること。 

寸法検査 主要寸法が工事計画のとおりであ

り，許容寸法内であることを確認

する。 

設工認に記載されている

主要寸法の計測値が，許

容寸法を満足すること。

外観検査 有害な欠陥がないことを確認す

る。 

健全性に影響を及ぼす有

害な欠陥がないこと。 

組立て及び据

付け状態を確

認する検査 

(据付検査) 

組立て状態並びに据付け位置及び

状態が工事計画のとおりであるこ

とを確認する。 

設工認のとおりに組立

て，据付けされているこ

と。 

状態確認検査 評価条件，手順等が工事計画のと

おりであることを確認する。 

設工認のとおりであるこ

と。 

耐圧検査＊２ 技術基準の規定に基づく検査圧力

で所定時間保持し，検査圧力に耐

え，異常のないことを確認する。

耐圧検査が構造上困難な部位につ

いては，技術基準の規定に基づく

非破壊検査等により確認する。 

検査圧力に耐え，かつ，

異常のないこと。 

漏えい検査＊２ 耐圧検査終了後，技術基準の規定

に基づく検査圧力により漏えいの

有無を確認する。なお，漏えい検

査が構造上困難な部位について

は，技術基準の規定に基づく非破

壊検査等により確認する。 

著しい漏えいのないこ

と。 

原子炉格納施

設が直接設置

される基盤の

状態を確認す

る検査 

地盤の地質状況が，原子炉格納施

設の基盤として十分な強度を有す

ることを確認する。 

設工認のとおりであるこ

と。 

建物・構築物

の構造を確認

する検査 

主要寸法，組立方法，据付位置及

び据付状態等が工事計画のとおり

製作され，組み立てられているこ

とを確認する。 

設工認のとおりであるこ

と。 

注記 ＊1：基本設計方針のうち適合性確認対象に対して実施可能な検査を含む。 

＊2：耐圧検査及び漏えい検査の方法について，表１によらない場合，基本設計方針の共通項

目として定めた「耐圧試験等」の方針によるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

変 更 前 変 更 後 

2.1.2 主要な耐圧部の溶接部に係る検査 

主要な耐圧部の溶接部に係る使用前事業者検査は，技術基準第 17条第 15号，第 31 条，第 48条第

1 項及び第 55 条第 7 号，並びに実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈

（以下「技術基準解釈」という。）に適合するよう，以下の(1)及び(2)の工程ごとに検査を実施する。

(1) あらかじめ確認する事項 

次の①及び②については，主要な耐圧部の溶接をしようとする前に，「日本機械学会 発電用原子力

設備規格 溶接規格（JSME S NB1-2007）（以下「溶接規格」という。）第 2部 溶接施工法認証標準及

び第 3 部 溶接士技能認証標準に従い，表 2-1，表 2-2 に示す検査を行う。その際，以下のいずれか

に該当する特殊な溶接方法は，その確認事項の条件及び方法の範囲内で①溶接施工法に関することを

確認する。 

・平成 12 年 6 月以前に旧電気工作物の溶接に関する技術基準を定める省令（昭和 45年通商産業省

令第 81 号）第 2 条に基づき，通商産業大臣の認可を受けた特殊な溶接方法。 

・平成 12 年 7 月以降に，一般社団法人日本溶接協会又は一般財団法人発電設備技術検査協会によ

る確性試験により適合性確認を受けた特殊な溶接方法。 

① 溶接施工法に関すること 

② 溶接士の技能に関すること 

 

なお，①又は②について，既に，以下のいずれかにより適合性が確認されているものは，主要な耐

圧部の溶接をしようとする前に表 2-1，表 2-2 に示す検査は要さないものとする。 

① 溶接施工法に関すること 

・平成 12 年 6 月 30 日以前に電気事業法（昭和 39 年法律第 170 号）に基づき国の認可証又は合

格証を取得した溶接施工法。 

・平成 12年 7月 1日から平成 25 年 7 月 7 日に，電気事業法に基づく溶接事業者検査において，

各設置者が技術基準への適合性を確認した溶接施工法。 

・平成 25年 7月 8日以降，核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和 32 年

法律第 166 号）に基づき，各設置者が技術基準への適合性を確認した溶接施工法。 

・前述と同等の溶接施工法として，核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭

和 32年法律第 166 号）における他の施設にて，認可を受けたもの，溶接安全管理検査，使用前

事業者検査等で溶接施工法の確認を受けたもの又は客観性を有する方法により確認試験が行

われ判定基準に適合しているもの。ここで，他の施設とは，加工施設，試験研究用等原子炉施

設，使用済燃料貯蔵施設，再処理施設，特定第一種廃棄物埋設施設，特定廃棄物管理施設をい

う。 

② 溶接士の技能に関すること 

・溶接規格第 3 部 溶接士技能認証標準によって認定されたものと同等と認められるものとして，

技術基準解釈別記-5 に示されている溶接士が溶接を行う場合。 

・溶接規格第 3 部 溶接士技能認証標準に適合する溶接士が，技術基準解釈別記-5 の有効期間内

に溶接を行う場合。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

変 更 前 変 更 後 

表 2-1 あらかじめ確認すべき事項（溶接施工法） 

検査項目 検査方法及び判定基準 

溶接施工法の内容確認 

 

計画している溶接施工法の内容が，技術基準に適合する方法であること

を確認する。 

材料確認 

 

試験材の種類及び機械的性質が試験に適したものであることを確認す

る。 

開先確認 試験をする上で，健全な溶接が施工できることを確認する。 

溶接作業中確認 

 

溶接施工法及び溶接設備等が計画どおりのものであり，溶接条件等が溶

接検査計画書のとおりに実施されることを確認する。 

外観確認 試験材について，目視により外観が良好であることを確認する。 

溶接後熱処理確認 

 

溶接後熱処理の方法等が技術基準に基づき計画した内容に適合してい

ることを確認する。 

浸透探傷試験確認 

 

技術基準に適合した試験の方法により浸透探傷試験を行い，表面におけ

る開口した欠陥の有無を確認する。 

機械試験確認 

 

溶接部の強度，延性及び靭性等の機械的性質を確認するため，継手引張

試験，曲げ試験及び衝撃試験により溶接部の健全性を確認する。 

断面検査確認 

 
管と管板の取付け溶接部の断面について，技術基準に適合する方法によ

り目視検査及びのど厚測定により確認する。 

（判定）＊ 以上の全ての工程において，技術基準に適合していることが確認された

場合，当該溶接施工法は技術基準に適合するものとする。 

注記 ＊：（ ）内は検査項目ではない。 
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表 2-2 あらかじめ確認すべき事項（溶接士） 

検査項目 検査方法及び判定基準 

溶接士の試験内容の確認

 

検査を受けようとする溶接士の氏名，溶接訓練歴等，及びその者が行う

溶接施工法の範囲を確認する。 

材料確認 試験材の種類及び機械的性質が試験に適したものであることを確認す

る。 

開先確認 試験をする上で，健全な溶接が施工できることを確認する。 

溶接作業中確認 溶接士及びその溶接士が行う溶接作業が溶接検査計画書のとおりであ

り，溶接条件が溶接検査計画書のとおり実施されることを確認する。 

外観確認 目視により外観が良好であることを確認する。 

浸透探傷試験確認 技術基準に適合した試験の方法により浸透探傷試験を行い，表面に開口

した欠陥の有無を確認する。 

機械試験確認 曲げ試験を行い，欠陥の有無を確認する。 

断面検査確認 管と管板の取付け溶接部の断面について，技術基準に適合する方法によ

り目視検査及びのど厚測定により確認する。 

（判定）＊ 以上の全ての工程において，技術基準に適合していることが確認され

た場合，当該溶接士は技術基準に適合する技能を持った者とする。  
注記 ＊：（ ）内は検査項目ではない。 

 

(2) 主要な耐圧部の溶接部に対して確認する事項 

発電用原子炉施設のうち技術基準第 17 条第 15 号，第 31 条，第 48 条第 1 項及び第 55 条第 7 号の

主要な耐圧部の溶接部について，表 3-1 に示す検査を行う。 

また，以下の①又は②に限り，原子炉冷却材圧力バウンダリに属する容器に対してテンパービード

溶接を適用することができ，この場合，テンパービード溶接方法を含む溶接施工法の溶接部について

は，表 3-1 に加えて表 3-2 に示す検査を実施する。 

① 平成 19年 12 月 5日以前に電気事業法に基づき実施された検査において溶接後熱処理が不要と

して適合性が確認された溶接施工法 

② 以下の規定に基づく溶接施工法確認試験において，溶接後熱処理が不要として適合性が確認さ

れた溶接施工法 

・平成 12 年 6 月以前に旧電気工作物の溶接に関する技術基準を定める省令（昭和 45年通商産業

省令第 81号）第 2条に基づき，通商産業大臣の許可を受けた特殊な溶接方法。 

・平成 12 年 7 月以降に，一般社団法人日本溶接協会又は一般財団法人発電設備技術検査協会に

よる確性試験による適合性確認を受けた特殊な溶接方法。 
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表 3-1 主要な耐圧部の溶接部に対して確認する事項 

検査項目 検査方法及び判定基準 

適用する溶接施工法，

溶接士の確認 

適用する溶接施工法，溶接士について，表 2-1 及び表 2-2 に示す適合確認

がなされていることを確認する。 

材料検査 溶接に使用する材料が技術基準に適合するものであることを確認する。 

開先検査 開先形状，開先面の清浄及び継手面の食違い等が技術基準に適合するもの

であることを確認する。 

溶接作業検査 あらかじめの確認において，技術基準に適合していることが確認された溶

接施工法及び溶接士により溶接施工しているかを確認する｡ 

熱処理検査 溶接後熱処理の方法，熱処理設備の種類及び容量が，技術基準に適合する

ものであること，また，あらかじめの確認において技術基準に適合してい

ることを確認した溶接施工法の範囲により実施しているかを確認する。 

非破壊検査 

 

溶接部について非破壊試験を行い，その試験方法及び結果が技術基準に適

合するものであることを確認する。 

機械検査 溶接部について機械試験を行い，当該溶接部の機械的性質が技術基準に適

合するものであることを確認する。 

耐圧検査＊1 

 

規定圧力で耐圧試験を行い，これに耐え，かつ，漏えいがないことを確認

する。規定圧力で行うことが著しく困難な場合は，可能な限り高い圧力で

試験を実施し，耐圧試験の代替として非破壊試験を実施する。 

（外観の状況確認） 

溶接部の形状，外観及び寸法が技術基準に適合することを確認する。 

（適合確認）＊2 以上の全ての工程において，技術基準に適合していることが確認された場

合，当該溶接部は技術基準に適合するものとする。 

注記 ＊1：耐圧検査の方法について，表 3-1 によらない場合，基本設計方針の共通項目として定

めた「材料及び構造等」の方針によるものとする。 

   ＊2：（ ）内は検査項目ではない。 
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変 更 前 変 更 後 

表 3-2 溶接施工した構造物に対して確認する事項（テンパービード溶接を適用する場合） 

検査項目 検査方法及び判定基準 
同種材の 

溶接 

クラッド

材の溶接 

異種材の 

溶接 

バタリング

材の溶接

材料検査 １．中性子照射 1019nvt 以上受ける設備を溶接する場合に使用する溶接材料の銅含有量

は，0.10％以下であることを確認する。 
適用 適用 適用 適用 

２．溶接材料の表面は，錆，油脂付着及び汚れ等がないことを確認する。 適用 適用 適用 適用 

開先検査 １．当該施工部位は，溶接規格に規定する溶接後熱処理が困難な部位であることを図

面等で確認する。 
適用 適用 適用 適用 

２．当該施工部位は，過去に当該溶接施工法と同一又は類似の溶接後熱処理が不要な

溶接方法を適用した経歴を有していないことを確認する。 
適用 適用 適用 適用 

３．溶接を行う機器の面は，浸透探傷試験又は磁粉探傷試験を行い，これに合格するこ

とを確認する。 
適用 適用 適用 適用 

４．溶接深さは，母材の厚さの2分の1以下であること。 適用 － 適用 － 

５．個々の溶接部の面積は650㎝2以下であることを確認する。 適用 － 適用 － 

６．適用する溶接施工法に，クラッド材の溶接開先底部とフェライト系母材との距離

が規定されている場合は，その寸法が規定を満足していることを確認する。 
－ 適用 － － 

７．適用する溶接施工法に，溶接開先部がフェライト系母材側へまたがって設けられ，

そのまたがりの距離が規定されている場合は，その寸法が規定を満足していること

を確認する。 

－ － 適用 － 

溶接作業

検査 

自動ティグ溶接を適用する場合は，次によることを確認する。     

１．自動ティグ溶接は，溶加材を通電加熱しない方法であることを確認する。 適用 適用 適用 適用 

２．溶接は，適用する溶接施工法に規定された方法に適合することを確認する。     

①各層の溶接入熱が当該施工法に規定する範囲内で施工されていることを確認す

る。 
適用 適用 適用 適用 

②２層目端部の溶接は，1 層目溶接端の母材熱影響部（１層目溶接による粗粒化域）

が適切なテンパー効果を受けるよう，1 層目溶接端と2 層目溶接端の距離が 1 mm

から 5 mm の範囲であることを確認する。 

適用 － 適用 － 

③予熱を行う溶接施工法の場合は，当該施工法に規定された予熱範囲及び予熱温度

を満足していることを確認する。 
適用 適用 適用 適用 

④当該施工法にパス間温度が規定されている場合は，温度制限を満足していること

を確認する。 
適用 適用 適用 適用 

⑤当該施工法に，溶接を中断する場合及び溶接終了時の温度保持範囲と保持時間が

規定されている場合は，その規定を満足していることを確認する。 
適用 適用 適用 適用 

⑥余盛り溶接は，１層以上行われていることを確認する。 適用 － 適用 － 

⑦溶接後の温度保持終了後，最終層ビードの除去及び溶接部が平滑となるよう仕上

げ加工されていることを確認する。 
適用 － 適用 － 

非破壊

検査 

溶接部の非破壊検査は，次によることを確認する。     

１．１層目の溶接終了後，磁粉探傷試験又は浸透探傷試験を行い，これに合格すること

を確認する。 
適用 － － － 

２．溶接終了後の試験は，次によることを確認する。     

①溶接終了後の非破壊試験は，室温状態で48時間以上経過した後に実施しているこ

とを確認する。 
適用 適用 適用 適用 

②予熱を行った場合はその領域を含み，溶接部は磁粉探傷試験又は浸透探傷試験を

行い，これに合格することを確認する。 
適用 適用 適用 適用 

③超音波探傷試験を行い，これに合格することを確認する。 － 適用 適用 － 

④超音波探傷試験又は２層目以降の各層の磁粉探傷試験若しくは浸透探傷試験を行

い，これに合格することを確認する。 
適用 － － － 

⑤放射線透過試験又は超音波探傷試験を行い，これに合格することを確認する。 － － － 適用 

３．温度管理のために取り付けた熱電対がある場合は，機械的方法で除去し，除去した

面に欠陥がないことを確認する。 
適用 適用 適用 適用 
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2.1.3 燃料体に係る検査 

燃料体については，以下(1)～(3)の加工の工程ごとに表 4に示す検査を実施する。なお，燃料体を

発電用原子炉に受け入れた後は，原子炉本体として機能又は性能に係る検査を実施する。 

(1) 燃料材，燃料被覆材その他の部品については，組成，構造又は強度に係る試験をすることが

できる状態になった時 

(2) 燃料要素の加工が完了した時 

(3) 加工が完了した時 

また，燃料体については構造，強度又は漏えいに係る検査を実施することにより，技術基準への適

合性が確認できることから，構造，強度又は漏えいに係る検査の実施をもって工事の完了とする。 

表 4 構造，強度又は漏えいに係る検査（燃料体）＊ 

検査項目 検査方法 判定基準 

(1) 燃料材，燃料被覆材その

他の部品の化学成分の分

析結果の確認その他これ

らの部品の組成，構造又は

強度に係る検査  

 

(2) 燃料要素に係る次の検

査 
一 寸法検査 
二 外観検査 
三 表面汚染密度検査 
四 溶接部の非破壊検査 
五 漏えい検査（この表の

（3）三に掲げる検査が

行われる場合を除く。） 
 
(3) 組み立てられた燃料体

に係る次の検査 
一 寸法検査 
二 外観検査 
三 漏えい検査（この表の

（2）五に掲げる検査が

行われる場合を除く。） 

四 質量検査 

材料検査 使用されている材料の化

学成分，機械的強度等が工

事計画のとおりであるこ

とを確認する。 

設工認のとおりで

あること，技術基

準に適合するもの

であること。 

寸法検査 主要寸法が工事計画のと

おりであり，許容寸法内で

あることを確認する。 

外観検査 有害な欠陥等がないこと

を確認する。 

表面汚染密度検

査 

表面に付着している核燃

料物質の量が技術基準の

規定を満足することを確

認する。 

溶接部の非破壊

検査 

溶接部の健全性を非破壊

検査等により確認する。 

漏えい検査 漏えい試験における漏え

い量が，技術基準の規定を

満足することを確認する。 

質量検査 燃料集合体の総質量が工

事計画のとおりであり，許

容値内であることを確認

する。 

注記 ＊：基本設計方針のうち適合性確認対象に対して実施可能な検査を含む。 
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変 更 前 変 更 後 

2.2 機能又は性能に係る検査 

機能又は性能を確認するため，以下のとおり検査を行う。 

ただし，表 1 の表中に示す検査により機能又は性能を確認できる場合は，表 5，表 6 又は表 7 の表中に

示す検査を表 1の表中に示す検査に替えて実施する。 

また，改造，修理又は取替の工事であって，燃料体を挿入できる段階又は臨界反応操作を開始できる段

階と工事完了時が同じ時期の場合，工事完了時として実施することができる。 

構造，強度又は漏えいを確認する検査と機能又は性能を確認する検査の内容が同じ場合は，構造，強度

又は漏えいを確認する検査の記録確認をもって，機能又は性能を確認する検査とすることができる。 

 

2.2.1 燃料体を挿入できる段階の検査 

発電用原子炉に燃料体を挿入することができる状態になったとき表 5に示す検査を実施する。 

表 5 燃料体を挿入できる段階の検査＊ 

検査項目 検査方法 判定基準 

発電用原子炉に燃料体を挿

入した状態において必要な

ものを確認する検査及び工

程上発電用原子炉に燃料体

を挿入する前でなければ実

施できない検査 

発電用原子炉に燃料体を挿入するにあたり，核

燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設に係る機能

又は性能を試運転等により確認するほか，発電

用原子炉施設の安全性確保の観点から，発電用

原子炉に燃料体を挿入した状態において必要

な工学的安全施設，安全設備等の機能又は性能

を当該各系統の試運転等により確認する。 

原子炉に燃料体を

挿入するにあた

り，確認が必要な

範囲について，設

工認のとおりであ

り，技術基準に適

合するものである

こと。 

注記 ＊：基本設計方針のうち適合性確認対象に対して実施可能な検査を含む。 

 

2.2.2 臨界反応操作を開始できる段階の検査 

発電用原子炉の臨界反応操作を開始することができる状態になったとき，表 6 に示す検査を実施す

る。 

表 6 臨界反応操作を開始できる段階の検査＊ 

検査項目 検査方法 判定基準 

発電用原子炉が臨界に達す

る時に必要なものを確認す

る検査及び工程上発電用原

子炉が臨界に達する前でな

ければ実施できない検査 

発電用原子炉の出力を上げるにあたり，発電用

原子炉に燃料体を挿入した状態での確認項目

として，燃料体の炉内配置及び原子炉の核的特

性等を確認する。また，工程上発電用原子炉が

臨界に達する前でなければ機能又は性能を確

認できない設備について，機能又は性能を当該

各系統の試運転等により確認する。 

原子炉の臨界反応

操作を開始するに

あたり，確認が必

要な範囲につい

て，設工認のとお

りであり，技術基

準に適合するもの

であること。 

注記 ＊：基本設計方針のうち適合性確認対象に対して実施可能な検査を含む。 
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変 更 前 変 更 後 

2.2.3 工事完了時の検査 

全ての工事が完了したとき，表 7 に示す検査を実施する。 

表 7 工事完了時の検査＊ 

検査項目 検査方法 判定基準 

発電用原子炉の出力運転時

における発電用原子炉施設

の総合的な性能を確認する

検査，その他工事の完了を確

認するために必要な検査 

工事の完了を確認するために，発電用原子炉で

発生した蒸気を用いる施設の試運転等により，

当該各系統の機能又は性能の最終的な確認を

行う。 

発電用原子炉の出力を上げた状態における確

認項目として，プラント全体での最終的な試運

転により発電用原子炉施設の総合的な性能を

確認する。 

当該原子炉施設の

供用を開始するに

あたり，原子炉施

設の安全性を確保

するために必要な

範囲について，設

工認のとおりであ

り，技術基準に適

合するものである

こと。 

注記 ＊：基本設計方針のうち適合性確認対象に対して実施可能な検査を含む。 

 

2.3 基本設計方針検査 

基本設計方針のうち「構造，強度又は漏えいに係る検査」及び「機能又は性能に係る検査」では確認で

きない事項について，表 8 に示す検査を実施する。 

表 8 基本設計方針検査 

検査項目 検査方法 判定基準 

基本設計方針検査 基本設計方針のうち表 1，表 4，表 5，表 6，表

7 では確認できない事項について，基本設計方

針に従い工事が実施されたことを工事中又は

工事完了時における適切な段階で確認する。 

「基本設計方針」

のとおりであるこ

と。 

 

2.4 品質マネジメントシステムに係る検査 

実施した工事が，「設計及び工事に係る品質マネジメントシステム」に記載したプロセス，「1.工事の手

順」並びに「2.使用前事業者検査の方法」のとおり行われていることの実施状況を確認するとともに，使

用前事業者検査で記録確認の対象となる工事の段階で作成される製造メーカ等の記録の信頼性を確保す

るため，表 9 に示す検査を実施する。 
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表 9 品質マネジメントシステムに係る検査 

検査項目 検査方法 判定基準 

品質マネジメントシステム

に係る検査 

工事が設工認の「工事の方法」及び「設計及び

工事に係る品質マネジメントシステム」に示す

プロセスのとおり実施していることを品質記

録や聞取り等により確認する。この確認には，

検査における記録の信頼性確認として，基とな

る記録採取の管理方法の確認やその管理方法

の遵守状況の確認を含む。 

設工認で示す「設

計及び工事に係る

品質マネジメント

システム」及び「工

事の方法」のとお

りに工事管理が行

われていること。 

 

3. 工事上の留意事項 

3.1 設置又は変更の工事に係る工事上の留意事項 

発電用原子炉施設の設置又は変更の工事並びに主要な耐圧部の溶接部における工事の実施にあたって

は，発電用原子炉施設保安規定を遵守するとともに，従事者及び公衆の安全確保や既設の安全上重要な機

器等への悪影響防止等の観点から，以下に留意し工事を進める。なお，工事の手順と使用前事業者検査と

の関係については，図 1，図 2及び図 3に示す。 

a. 設置又は変更の工事を行う発電用原子炉施設の機器等について，周辺資機材，他の発電用原子炉施設

及び環境条件からの悪影響や劣化等を受けないよう，隔離，作業環境維持，異物侵入防止対策等の必要

な措置を講じる。 

b. 工事にあたっては，既設の安全上重要な機器等へ悪影響を与えないよう，現場状況，作業環境及び作

業条件を把握し，作業に潜在する危険性又は有害性や工事用資機材から想定される影響を確認すると

ともに，隔離，火災防護，溢水防護，異物侵入防止対策，作業管理等の必要な措置を講じる。 

c. 設置又は変更の工事を行う発電用原子炉施設の機器等について，必要に応じて，供用後の施設管理の

ための重要なデータを採取する。 

d. プラントの状況に応じて，検査・試験，試運転等の各段階における工程を管理する。 

e. 設置又は変更の工事を行う発電用原子炉施設の機器等について，供用開始後に必要な機能性能を発

揮できるよう製造から供用開始までの間，管理する。 

f. 放射性廃棄物の発生量低減に努めるとともに，その種類に応じて保管及び処理を行う。 

g. 現場状況，作業環境及び作業条件を把握し，放射線業務従事者に対して防護具の着用や作業時間管理

等適切な被ばく低減措置と，被ばく線量管理を行う。また，公衆の放射線防護のため，気体及び液体廃

棄物の放出管理については，周辺管理区域外の空気中・水中の放射性物質濃度が「核原料物質又は核燃

料物質の精錬の事業に関する規則等の規定に基づく線量限度等を定める告示」に定める値を超えない

ようにするとともに，放出管理目標値を超えないように努める。 

h. 修理の方法は，基本的に「図 1 工事の手順と使用前事業者検査のフロー（燃料体を除く。）」の手順

により行うこととし，機器等の全部又は一部について，撤去，切断，切削又は取外しを行い，据付，溶

接又は取付け，若しくは同等の方法により，同等仕様又は性能・強度が改善されたものに取替を行う

等，機器等の機能維持又は回復を行う。また，機器等の一部撤去，一部撤去の既設端部について閉止板

の取付け，熱交換器又は冷却器の伝熱管への閉止栓取付け又は同等の方法により適切な処置を実施す
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変 更 前 変 更 後 

る。 

i. 特別な工法を採用する場合の施工方法は，技術基準に適合するよう，安全性及び信頼性について必要

に応じ検証等により十分確認された方法により実施する。 

 

3.2 燃料体の加工に係る工事上の留意事項 

燃料体の加工に係る工事の実施にあたっては，以下に留意し工事を進める。 

a. 工事対象設備について，周辺資機材，他の加工施設及び環境条件から波及的影響を受けないよう，隔

離等の必要な措置を講じる。 

b. 工事を行うことにより，他の供用中の加工施設が有する安全機能に影響を与えないよう，隔離等の必

要な措置を講じる。 

c. 工事対象設備について，必要に応じて，供用後の施設管理のための重要なデータを採取する。 

d. 加工施設の状況に応じて，検査・試験等の各段階における工程を管理する。 

e. 工事対象設備について，供用開始後に必要な機能性能を発揮できるよう維持する。 

f. 放射性廃棄物の発生量低減に努めるとともに，その種類に応じて保管及び処理を行う。 

g. 放射線業務従事者に対する適切な被ばく低減措置と，被ばく線量管理を行う。 
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変更なし 

（製作工場で機能，性能検査を実施しない場合）

＊1：材料入手，加工及び組立て等は必要な場

合のみ実施する。主要な耐圧部の溶接部

に係る溶接施工は，図 2 の工事フローに

従い実施する。 
＊2：品質マネジメントシステムに係る検査

は，工事の数，工事期間を考慮して適切

な時期と頻度で実施する。 

＊3：取外しは，発電所で機器等を取外して製

作工場で加工等を実施する場合があり，

その場合は発電所で機器等を取外した

後，製作工場の工事の手順から実施す

る。 

注：立会，抜取り立会，記録確認のいずれ

かで実施するかは，重要度に応じて個別

の使用前事業者検査要領書で定める。 

＊1

＊1

＊1

＊1,3

図 1 工事の手順と使用前事業者検査のフロー（燃料体を除く。） 

東海第二発電所 

製作工場 

（製作工場で機能，性能検査を実施する場合） 

機能又は性能に係る検査 

構造，強度又は漏えいに係る検査 

材料入手 

加工 

組立て 

材料入手

加工

組立て

取外し，組立て，据付，取替若しくは修理又は撤去

機能又は性能に係る検査

構造，強度又は漏えいに係る検査

発電用原子炉施設

使

使

使 

使 

＊1 

＊1 

＊1 

使 
【凡例】 
  ：品質マネジメントシステムに係る検査

以外の使用前事業者検査の検査項目 

（適切な時期に以下のうち必要な検査

を実施） 
ａ．構造，強度又は漏えいに係る検査 

・材料検査 
・寸法検査 
・耐圧検査 

・漏えい検査 
・外観検査 
・据付検査 
・状態確認検査 

・原子炉格納施設が直接設置される基

盤の状態を確認する検査 

・建物・構築物の構造を確認する検査

ｂ．機能又は性能に係る検査 
・状態確認検査 
・特性検査 
・機能検査 
・性能検査 

ｃ．基本設計方針検査 
  ：品質マネジメントシステムに係る検査Q 

＊1

＊1

材料入手

加工

Q ＊2 

基本設計方針検査 
使 



 

 

変 更 前 変 更 後 

 

 

 

 

変更なし 

  
（１）溶接施工法 
  
  
  
  
（２）溶接士 

図 2 主要な耐圧部の溶接部に係る工事の手順と使用前事業者検査フロー 

主要な耐圧部の溶接部に係る使用前事業者検査（あらかじめ確認すべき事項）

材料受入

溶接作業

ケガキ／刻印

曲げ加工／開先加工

開先合せ

組立

溶接後熱処理

引渡し

◇：適切な時期に設定する 

材料検査 

非破壊検査 

開先検査 

溶接作業検査 

熱処理検査 

耐圧検査 

機械検査 

溶接施工法， 
溶接士の確認 

＊2 

主要な耐圧部の溶接部に係る使用前事業者検査 
（主要な耐圧部の溶接部に対して確認すべき事項） 

＊1：熱処理検査，機械検査
等は必要な場合のみ
実施する。 

 
＊2：品質マネジメントシ

ステムに係る検査
は，工事の数，工事期
間を考慮して適切な
時期と頻度で実施す
る。 

 
注：立会，抜取り立会，記

録確認のいずれかで
実施するかは，重要度
に応じて個別の使用
前事業者検査要領書
で定める。 

【凡例】 
  ：品質マネジメント

システムに係る検
査 

Q 適合確認 

材料確認 溶接後熱処理
確認 

開先確認 溶接作業中
確認

外観確認 判定 断面検査
確認 

溶接施工法の内容
確認 

浸透探傷試験
確認 

機械試験
確認 

材料確認 開先確認 溶接作業中
確認 

外観確認 判定 断面検査
確認 

溶接士の試験内容の
確認 

浸透探傷試験
確認 

機械試験
確認 

溶接施工（製作部門）

Q 

＊1 

＊1 

＊1 

＊1

＊1 ＊1 

＊1 ＊1 

材料受入

ケガキ／刻印

曲げ加工／開先加工

開先合せ

溶接作業

溶接後熱処理

組立

引渡し



 

 

変 更 前 変 更 後 

 

 

 

変更なし 

 

＊1：下記の加工の工程ごとに構造，強度又は
漏えいに係る検査を実施する。 
①燃料材，燃料被覆材その他の部品に

ついては，組成，構造又は強度に係
る試験をすることができる状態に
なった時 

②燃料要素の加工が完了した時 
③加工が完了した時 

＊2：燃料体を発電用原子炉に受け入れた後
は，原子炉本体として機能又は性能に係
る検査を実施する。 

＊3：品質マネジメントシステムに係る検査
は，工事の数，工事期間を考慮して適切
な時期と頻度で実施する。 

注：立会，抜取り立会，記録確認のいずれか
で実施するかは，重要度に応じて個別の使
用前事業者検査要領書で定める。 

図 3 工事の手順と使用前事業者検査のフロー（燃料体） 

東海第二発電所

製作工場

＊1 

材料入手

加工

組立て

構造，強度又は漏えいに係る検査

燃料体

発電用原子炉施設

使

使 
【凡例】 
  ：品質マネジメントシステムに係る検査

以外の使用前事業者検査の検査項目 
（適切な時期に以下のうち必要な検査
を実施） 

ａ．構造，強度又は漏えいに係る検査 
・材料検査 
・寸法検査 
・外観検査 
・表面汚染密度検査 
・溶接部の非破壊検査 
・漏えい検査 
・質量検査 

  ：品質マネジメントシステムに係る検査 Q 

Q ＊3

機能又は性能に係る検査
＊2 

使
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b. 電気配線貫通部 

変 更 前 変 更 後＊1 

種 類 
個

数 

最高使用 

圧 力 

最高使用 

温 度 

（℃） 

構 成 

主 要 寸 法（mm） 

材 料 
貫通部

番 号

種

類 

個

数 

最高使用 

圧 力 

最高使用 

温 度 

（℃） 

構 成

主要寸法（mm） 

材 料
貫通部 

番 号 外径 厚さ 長さ 外径 厚さ 長さ 

450A 

貫通部＊6 

4＊6 

310＊6 

（kPa） 

 

620＊4，＊7 

（kPa） 

171＊6 

 

200＊4，＊7 

スリーブ＊6 
＊2，＊6 

457.2 

＊2，＊6 

2702 

＊6

X-101A 

変更なし 2655＊2 
変更 

なし 

変更 

なし 

アダプタ＊6 
＊2，＊6 

457.2 
－ 

変更なし ヘッダ＊6 
＊2，＊6 

457.2 
－ 

パイプ 

（ハウジング）＊6 
－ － 

310＊6 

（kPa） 

 

620＊4，＊7 

（kPa） 

171＊6 

 

200＊4，＊7 

スリーブ＊6 
＊2，＊6 

457.2 

＊2，＊6

2711 

＊6

X-101B 

X-101C 

変更なし 2664＊2 
変更 

なし 

変更 

なし 

アダプタ＊6 
＊2，＊6 

457.2 
－ 

変更なし ヘッダ＊6 
＊2，＊6 

457.2 
－ 

パイプ 

（ハウジング）＊6 
－ － 

450A 

貫通部＊6 

310＊6 

（kPa） 

 

620＊4，＊7 

（kPa） 

171＊6 

 

200＊4，＊7 

スリーブ＊6 
＊2，＊6 

457.2 

＊2，＊6

2713  

＊6

X-101D 

変更なし 2747＊2，＊5 
変更 

なし 

変更 

なし 

アダプタ＊6 
＊2，＊6 

457.2 
－ 

変更なし ヘッダ＊6 
＊2，＊6 

457.2 
－ 

パイプ 

（ハウジング）＊6 
－ － 
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（続き） 

変 更 前 変 更 後 

種 類 
個

数 

最高使用 

圧 力 

最高使用

温 度

（℃） 

構 成 

主 要 寸 法（mm） 

材 料 
貫通部 

番 号 

種

類 

個

数 

最高使用 

圧 力 

最高使用 

温 度 

（℃） 

構 成 

主要寸法（mm） 

材 料
貫 通 部 

番 号 外径 厚さ 長さ 外径 厚さ 長さ 

300A 

貫通部＊6 

17＊6 

（次頁へ

続く） 

310＊6 

（kPa） 

 

620＊4 

（kPa） 

171＊6 

 

200＊4 

スリーブ＊6 
＊2，＊6

318.5 

＊2，＊6

2657.5 

＊6 

X-100A 

X-100C 

X-103 

変更なし 

アダプタ＊6 
＊2，＊6

318.5 

ヘッダ＊6 
＊2，＊6

381 

モジュール 

（ボディ）＊6 
－ － 

310＊6 

（kPa） 

 

620＊4 

（kPa） 

171＊6 

 

200＊4 

スリーブ＊6 
＊2，＊6

318.5 

＊2，＊6

2667 

＊6 

X-100B 

X-100D 

変更なし 

アダプタ＊6 
＊2，＊6

318.5 

ヘッダ＊6 
＊2，＊6

381 

モジュール 

（ボディ）＊6 
－ － 

310＊6 

（kPa） 

 

620＊4 

（kPa） 

171＊6 

 

200＊4 

スリーブ＊6 
＊2，＊6

318.5 

＊2，＊6

2657.5 

＊6 

X-102B 

X-104A 

X-105A 

変更なし 

アダプタ＊6 
＊2，＊6

318.5 

ヘッダ＊6 
＊2，＊6

381 

モジュール 

（ボディ）＊6 
－ － 

310＊6 

（kPa） 

 

620＊4 

（kPa） 

171＊6 

 

200＊4 

スリーブ＊6 
＊2，＊6

318.5 

＊2，＊6

2657.5 

＊6 

X-102A 

X-104C 

変更なし 

アダプタ＊6 
＊2，＊6

318.5 

ヘッダ＊6 
＊2，＊6

381 

モジュール 

（ボディ）＊6 
－ － 

（
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（続き） 

変 更 前 変 更 後 

種 類 
個

数 

最高使用 

圧 力 

最高使用 

温 度 

（℃） 

構 成 

主 要 寸 法（mm） 

材 料 
貫通部 

番 号 

種

類 

個

数 

最高使用 

圧 力 

最高使用 

温 度 

（℃） 

構 成 

主要寸法（mm） 

材 料 
貫 通 部 

番 号 外径 厚さ 長さ 外径 厚さ 長さ

300A 

貫通部＊6

（前頁か

らの続

き） 

310＊6 

（kPa） 

 

620＊4 

（kPa） 

171＊6 

 

200＊4 

スリーブ＊6 

＊2，＊6 

318.5 

＊2，＊6

2667 

＊6 

X-104B 

X-104D 

X-105B 

変更なし 

アダプタ＊6 
＊2，＊6 

318.5 

ヘッダ＊6 
＊2，＊6 

381 

モジュール 

（ボディ）＊6 
－ － 

310＊6 

（kPa） 

 

620＊4 

（kPa） 

171＊6 

 

200＊4 

スリーブ＊6 
＊2，＊6 

318.5 

＊2，＊6

2667 

＊6 

X-105D 
変更なし 

アダプタ＊6 
＊2，＊6 

318.5 

ヘッダ＊6 
＊2，＊6 

381 

モジュール 

（ボディ）＊6 
－ － 

310＊6 

（kPa） 

 

620＊4 

（kPa） 

171＊6 

 

200＊4 

スリーブ＊6 
＊2，＊6 

318.5 

＊2，＊6

2682.9 

＊6 

X-105C 
変更なし 

アダプタ＊6 
＊2，＊6 

318.5 

ヘッダ＊6 
＊2，＊6 

381 

モジュール 

（ボディ）＊6 
－ － 

310＊6 

（kPa） 

 

620＊4 

（kPa） 

171＊6 

 

200＊4 

スリーブ＊6 
＊2，＊6 

318.5 

＊2，＊6

2743.2 

＊6 

X-106B 
変更なし 

アダプタ＊6 
＊2，＊6 

318.5 

ヘッダ＊6 
＊2，＊6 

381 

モジュール 

（ボディ）＊6 
－ － 
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（続き） 

変 更 前 変 更 後 

種 類 
個

数 

最高使用 

圧 力 

最高使用

温 度

（℃） 

構 成 

主 要 寸 法（mm） 

材 料 
貫通部 

番 号 

種

類 

個

数 

最高使用 

圧 力 

最高使用 

温 度 

（℃） 

構 成 

主要寸法（mm） 

材 料 
貫 通 部

番 号外径 厚さ 長さ 外径 厚さ 長さ 

300A 

貫通部＊6 

（前頁か

らの続

き） 

310＊6 

（kPa） 

 

620＊4 

（kPa）

171＊6 

 

200＊4 

スリーブ＊6 
＊2，＊6 

318.5 

＊2，＊6

2643.2 

＊6 

X-107A 
変更なし 

アダプタ＊6 
＊2，＊6 

318.5 

ヘッダ＊6 
＊2，＊6 

381 

モジュール 

（ボディ）＊6 
－ － 

300A 

貫通部 

（予備）＊6 

1＊6 

310＊6 

（kPa） 

 

620＊4 

（kPa） 

171＊6 

 

200＊4 

スリーブ＊6 
＊2，＊6

318.5 

＊2，＊6

2685.5 ＊6 

X-106A 
変更なし 

端板＊6 
＊2，＊6

318.5 
－ 

300A 

貫通部＊6 
1＊6 

310＊6 

（kPa） 

 

620＊4 

（kPa） 

104.5＊6 

 

200＊4 

スリーブ＊6 
＊2，＊6

318.5 

＊2，＊6

3162.3

＊6 

X-230 
変更なし 

アダプタ＊6 
＊2，＊6

318.5 

ヘッダ＊6 
＊2，＊6

381  

モジュール 

（ボディ）＊6 
－ － 

（  

注記 ＊1：貫通部番号 X-101A，X-101B，X-101C，X-101D については取替えを実施する。 

＊2：公称値を示す。 

＊3：既工事計画書に記載がないため記載の適正化を行う。記載内容は，設計図書による。 

＊4：重大事故等時における使用時の値を示す。 

＊5：フランジを含むスリーブ長さを示す。 

＊6：平成 30年 10 月 18 日付け原規規発第 1810181 号にて認可された既工事計画書の変更前の記載。 

＊7：当該電気配線貫通部は，設計及び工事の計画の認可として申請を行う。 

＊8：SUS304TP 相当から SUS304TP への取替えを実施する。平成 30 年 10 月 18 日付け原規規発第 1810181 号にて認可された既工事計画書には記載なし。 



 

 

 

5 原子炉格納施設に係る工事の方法 

変 更 前 変 更 後 

原子炉格納施設に係る工事の方法は，「原子炉本体」における「9 原子炉本体に係る工事の方法」（「1.3 燃

料体に係る工事の手順と使用前事業者検査」，「2.1.3 燃料体に係る検査」及び「3.2 燃料体の加工に係る工

事上の留意事項」を除く。）に従う。 

 

変更なし 

 



Ⅲ－Ⅰ．工事工程表 

 

 2021 年度 2022 年度 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

原子炉 

冷却系統 

施設 

  

 

 

 

 

■

 

★

              

■ 

  

 

◇

  

 

 

★

原子炉 

格納施設 

     

■

★

        

 

 

 

■ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

★

  ：現地工事期間 

■ ：構造，強度及び漏えいに係る検査 

◇ ：機能及び性能に係る検査 

★ ：品質マネジメントシステムに係る検査 

注記＊：検査時期は，工事の計画の進捗により変更になる可能性がある。 

  

＊ 

＊ 

＊ 
＊ 

＊ ＊ 

＊ 

＊ 

＊ 
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Ⅲ－Ⅱ. 設計及び工事に係る品質マネジメントシステム 

 

1. 設計及び工事に係る品質マネジメントシステム 

当社は，原子力発電所の安全を達成・維持・向上させるため，健全な安全文化を育成

し維持するための活動を行う仕組みを含めた原子炉施設の設計，工事及び検査段階か

ら運転段階に係る保安活動を確実に実施するための品質マネジメントシステムを確立

し，「東海第二発電所原子炉施設保安規定」（以下「保安規定」という。）の品質マネジ

メントシステム計画（以下「保安規定品質マネジメントシステム計画」という。）に定

めている。 

「設計及び工事に係る品質マネジメントシステム」（以下「設工認品質管理計画」と

いう。）は保安規定品質マネジメントシステム計画に基づき，設計，工事及び検査に係

る具体的な品質管理の方法，組織等の計画された事項を示したものである。 

 

2. 適用範囲・定義 

2.1 適用範囲 

設工認品質管理計画は，東海第二発電所原子炉施設の設計，工事及び検査に係る保

安活動に適用する。 

2.2 定義 

設工認品質管理計画における用語の定義は，以下を除き保安規定品質マネジメン

トシステム計画に従う。 

(1) 実用炉規則 

実用発電用原子炉の設置，運転等に関する規則（昭和 53 年 12 月 28 日通商

産業省令第 77 号）をいう。 

(2) 技術基準規則 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則（平成 25 年 6 月

28 日原子力規制委員会規則第 6 号）をいう。 

(3) 実用炉規則別表第二対象設備 

実用発電用原子炉の設置，運転等に関する規則（昭和 53 年 12 月 28 日通商

産業省令第 77 号）の別表第二「設備別記載事項」に示された設備をいう。 

(4) 適合性確認対象設備 

設計及び工事の計画（以下「設工認」という。）に基づき，技術基準規則等へ

の適合性を確保するために必要となる設備をいう。 

 

3. 設工認における設計，工事及び検査に係る品質管理の方法等 

設工認における設計，工事及び検査に係る品質管理は，保安規定品質マネジメントシ

ステム計画に基づき以下のとおり実施する。 
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3.1 設計，工事及び検査に係る組織（組織内外の相互関係及び情報伝達含む。） 

設計，工事及び検査は，保安規定品質マネジメントシステム計画に示す役割分担の

もと，本店組織及び発電所組織で構成する体制で実施する。 

設計，工事及び検査に係る組織は，担当する設備に関する設計，工事及び検査につ

いて責任と権限を持つ。 

 

3.2 設工認における設計，工事及び検査の各段階とその審査 

3.2.1 設計及び工事のグレード分けの適用 

設工認におけるグレード分けは，原子炉施設の安全上の重要性に応じて表 3-

1 に示す重要度分類「Ａ」，「Ｂ」及び「Ｃ」の 3 区分とし，これに基づき品質

保証活動を実施する。 

また，重大事故等対処設備（以下「ＳＡ設備」という。）の重要度分類につい

ては，一律「Ａ」とする。 

ただし，ＳＡ設備の中でも原子力特有の技術仕様を要求しない一般産業用工

業品は，重要度分類「Ｃ」とし，当社において実施する検査により，ＳＡ設備と

しての品質を確保する。 
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表3-1 原子力発電施設の重要度分類基準 
重要度

分類 
定    義 機    能 

Ａ 

(1)その損傷又は故障により発生する事象によっ

て，炉心の著しい損傷，又は燃料の大量の破損

を引き起こすおそれのある設備 

①原子炉冷却材圧力バウンダリ 

②過剰反応度の印加防止機能 

③炉心形状の維持機能 

(2)異常状態発生時に原子炉を緊急に停止し，残留

熱を除去し，原子炉冷却材圧力バウンダリの過

圧を防止し，敷地周辺公衆への過度の放射線の

影響を防止する設備 

①原子炉の緊急停止機能 

②未臨界維持機能 

③原子炉冷却材圧力バウンダリの過圧

防止機能 

④原子炉停止後の除熱機能 

⑤炉心冷却機能 

⑥放射性物質の閉じ込め機能，放射線の

遮蔽及び放出低減機能 

(3)前号以外の安全上必須な設備 ①工学的安全施設及び原子炉停止系へ

の作動信号の発生機能 

②安全上特に重要な関連機能 

(4)発電所の出力低下又は停止に直接つながる設

備，又は予備機がなく故障修理のため発電所停

止を必要とする設備 

― 

Ｂ 

(1)その損傷又は故障により発生する事象によっ

て，敷地外への過度の放射性物質の放出のおそ

れのある設備 

①原子炉冷却材を内蔵する機能 

②原子炉冷却材圧力バウンダリに直接

接続されていないものであって，放射

性物質を貯蔵する機能 

③燃料を安全に取扱う機能 

(2)通常運転時及び運転時の異常な過渡変化時に

作動を要求されるものであって，炉心冷却が損

なわれる可能性の高い設備 

安全弁及び逃がし弁の吹き止まり機能 

(3)前 2 号の設備の損傷又は故障により，敷地周辺 

公衆に与える放射線の影響を十分小さくする

設備 

①燃料プール水の補給機能 

②放射性物質放出の防止機能 

(4)異常状態への対応上特に重要な設備 ①事故時のプラント状態の把握機能 

②異常状態の緩和機能 

③制御室外からの安全停止機能 

(5)異常状態の起因事象となるものであって，上記

以外の設備 

（原子炉の安全に直接関連しない設備を除く。） 

①原子炉冷却材保持機能 

②原子炉冷却材の循環機能 

③放射性物質の貯蔵機能 

④電源供給機能 

⑤プラント計測・制御機能 

⑥プラント運転補助機能 

(6)原子炉冷却材中放射性物質濃度を通常運転に

支障ない程度に低く抑える設備 

（原子炉の安全に直接関連しない設備を除く。） 

①核分裂生成物の原子炉冷却材中への

放散防止機能 

②原子炉冷却材の浄化機能 

(7)運転時の異常な過渡変化があっても，事象を緩

和する設備 

（原子炉の安全に直接関連しない設備を除く。） 

①原子炉圧力の上昇の緩和機能 

②出力上昇の抑制機能 

③原子炉冷却材の補給機能 

(8)異常状態への対応上必要な設備 

（原子炉の安全に直接関連しない設備を除く。） 

緊急時対策上重要なもの及び異常状態

の把握機能 

(9)発電所の出力低下又は停止に直接つながらな

いが，故障修理のため発電所を停止する必要の

ある設備 

― 

(10)予備機はあるが高線量で保修困難な設備 ― 

Ｃ Ａ，Ｂ以外の設備 ― 
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3.2.2 設計，工事及び検査の各段階とその審査 

設工認における設計，工事及び検査の流れを図 3-1 に示すとともに，設計，工

事及び検査の各段階と保安規定品質マネジメントシステム計画との関係を表 3-

2 に示す。 

実用炉規則別表第二対象設備のうち，設工認申請（届出）が不要な工事等を行

う場合は，設工認品質管理計画のうち，必要な事項を適用して設計，工事及び検

査を実施し，設工認に記載された仕様及びプロセスのとおりであること，技術基

準規則等に適合していることを確認する。 

設計を主管する組織の長又は工事を主管する組織の長並びに検査を主管する

組織の長は，表 3-2 に示す「保安規定品質マネジメントシステム計画の対応項

目」ごとのアウトプットに対する審査（以下「レビュー」という。）を実施する

とともに，記録を管理する。 

設計の各段階におけるレビューについては，本店組織及び発電所組織で当該

設備の設計に関する専門家を含めて実施する。 

設工認のうち，主要な耐圧部の溶接部に対する必要な検査は，「3.3 設計に係

る品質管理の方法」，「3.4 工事に係る品質管理の方法」，「3.5 使用前事業者検

査の方法」及び「3.6 設工認における調達管理の方法」に示す管理（表 3-2 にお

ける「3.3.3(1)基本設計方針の作成（設計 1）」～「3.6 設工認における調達管

理の方法」）のうち，必要な事項を適用して設計，工事及び検査を実施し，設工

認に記載された仕様及びプロセスのとおりであること，技術基準規則等に適合

していることを確認する。 
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表 3-2 設工認における設計，工事及び検査の各段階 

各段階 

保安規定品質マネジメ

ントシステム計画の対

応項目 

概 要 

設
計 

3.3 
設 計 に 係 る 品 質 管 理
の方法 

7.3.1 
設計開発計画 

適合性を確保するために必要
な設計を実施するための計画

3.3.1 
適 合 性 確 認 対 象 設 備
に 対 す る 要 求 事 項 の
明確化 

7.3.2 
設計開発に用いる情報 

設計に必要な技術基準規則等
の要求事項の明確化 

3.3.2 
各 条 文 の 対 応 に 必 要
な 適 合 性 確 認 対 象 設
備の選定 

技術基準規則等に対応するた
めの設備・運用の抽出 

3.3.3(1) 
※ 

基 本 設 計 方 針 の 作 成
（設計 1） 

7.3.3 
設計開 発の結 果に 係る
情報 

要求事項を満足する基本設計
方針の作成 

3.3.3(2) 
※ 

適 合 性 確 認 対 象 設 備
の 各 条 文 へ の 適 合 性
を 確 保 す る た め の 設
計（設計 2） 

7.3.3 
設計開 発の結 果に 係る
情報 

適合性確認対象設備に必要な
設計の実施 

3.3.3(4) 
設 計 の ア ウ ト プ ッ ト
に対する検証 

7.3.5 
設計開発の検証 

基準適合性を確保するための
設計の妥当性のチェック 

3.3.4 
※ 

設計における変更 7.3.7 
設計開発の変更の管理 

設計対象の追加や変更時の対
応 

工
事
及
び
検
査 

3.4.1 
※ 

設 工 認 に 基 づ く 具 体
的 な 設 備 の 設 計 の 実
施（設計 3） 

7.3.3 
設計開 発の結 果に 係る
情報 
7.3.5 
設計開発の検証 

設工認を実現するための具体
的な設計 

3.4.2 
具 体 的 な 設 備 の 設 計
に基づく工事の実施 

― 
適合性確認対象設備の工事の
実施 

3.5.1 

使 用 前 事 業 者 検 査 で
の確認事項 

― 

適合性確認対象設備が設工認
に記載された仕様及びプロセ
スのとおりであること，技術
基準等の要求事項に適合して
いることを確認 

3.5.2 

使 用 前 事 業 者 検 査 の
計画 

― 

適合性確認対象設備が設工認
に記載された仕様及びプロセ
スのとおりであること，技術
基準等の要求事項に適合して
いることを確認する計画と方
法の決定 

3.5.3 
検査計画の管理 

― 
使用前事業者検査を実施する
際の工程管理 

3.5.4 
主 要 な 耐 圧 部 の 溶 接
部 に 係 る 使 用 前 事 業
者検査の管理 

― 
主要な耐圧部の溶接部に係る
使用前事業者検査を実施する
際のプロセスの管理 

3.5.5 

使 用 前 事 業 者 検 査 の
実施 

7.3.6 
設計開発の妥当性確認 
8.2.4  
機器等の検査等 

適合性確認対象設備が設工認
に記載された仕様及びプロセ
スのとおりであること，技術
基準等の要求事項に適合して
いることを確認 

調
達

3.6 
設 工 認 に お け る 調 達
管理の方法 

7.4 調達 
8.2.4 
機器等の検査等 

適合性確認に必要な，継続中
工事及び追加工事の検査を含
めた調達管理 

※：「3.2.2 設計，工事及び検査の各段階とその審査」で述べている「設計の各段階に

おけるレビュー」の各段階を示す。 
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図 3-1  設工認における設計，工事及び検査の流れ 

設計＊１ 

（設工認作成に係る活動の計画とその実績を「設計」として記載） 

工事及び検査 
（バックフィット制度における設工認では，各要求事項に対する 

使用前事業者検査，必要な追加工事又は継続中の工事の計画を「工事」として記載） 

使用前事業者検査 

適合性確認対象設備に対する要求事項の明確化 
発電用原子炉設置変更許可申請書（本文）， 

設置許可基準規則，技術基準規則及びその解釈 

3.3.1 

各条文の対応に必
要な適合性確認対

象設備の選定 

3.3.2 

対象設備の現状 
（設計実績） 

設備図書 

既工認 

業務報告書 

現場確認結果 
（ウォークダウン） 

基本設計方針の作成
（設計 1） 

3.3.3(1) 

適合性確認対象設備の各条文への適合性を確
保するための設計（設計 2） 

3.3.3(2) 

設計のアウトプットに対する検証

3.3.3(3) 

設工認における 
調達管理の方法 

3.6 

 

設
工
認
に
基
づ
く
具
体
的
な
設
備
の
設
計
の
実
施(

設
計
３) 

3.4.1 

具
体
的
な
設
備
の
設
計
に
基
づ
く
工
事
の
実
施 

3.4.2 

設工認における調達管理の方法 

3.6 

使用前事業者検査の計画＊２ 

3.5.2 

対象設備の現状 
（工事実績） 

設備図書 

検査記録 
（使用前事業者検査，自
主検査，定期試験等） 

現場確認結果 
（ウォークダウン） 

検査計画の管理 
使用前事業者検査の実施

3.5.3，3.5.5 

＊1：バックフィット制度における設工認の「設計」とは，要求事項を満足した設備とするための基本設計方針を作成（設計 1）し，
既に設置されている設備の状況を念頭に置きながら，適合性確認対象設備を各条文に適合させるための設計（設計 2）を行う業
務をいう。 

   また，この設計の結果をもとに，設工認として作成が必要な範囲について，設工認にまとめる。 
＊2：条文ごとに適合性確認対象設備が技術基準規則に適合していることを確認するための検査方法（代替確認の考え方を含む。）の

決定とその実施を使用前事業者検査の計画として明確にする。 

：設工認の範囲 

 
：必要に応じて実施する業務の流れ

確認図書，最終図書 

確認図書，最終図書 

工事の方法
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3.3 設計に係る品質管理の方法 

3.3.1 適合性確認対象設備に対する要求事項の明確化 

設計を主管する組織の長は，設工認における技術基準規則等への適合性を確

保するために必要な要求事項を明確にする。 

 

3.3.2 各条文の対応に必要な適合性確認対象設備の選定 

設計を主管する組織の長は，設工認に関連する工事において，追加・変更とな

る適合性確認対象設備（運用を含む。）に対する技術基準規則等への適合性を確

保するために，実際に使用する際の系統・構成で必要となる設備・運用を含めて，

適合性確認対象設備として抽出する。 

 

3.3.3 設工認における設計及び設計のアウトプットに対する検証 

設計を主管する組織の長は，適合性確認対象設備の技術基準規則等への適合

性を確保するための設計を以下のとおり実施する。 

(1) 基本設計方針の作成（設計１） 

「設計 1」として，技術基準規則等の適合性確認対象設備に必要な要求事項を

もとに，必要な設計を漏れなく実施するための基本設計方針を明確化する。 

(2) 適合性確認対象設備の各条文への適合性を確保するための設計（設計 2） 

「設計 2」として，「設計 1」で明確にした基本設計方針を用いて適合性確認対

象設備に必要な詳細設計を実施する。 

なお，詳細設計の品質を確保する上で重要な活動となる「調達による解析」及

び「手計算による自社解析」について，個別に管理事項を計画し信頼性を確保す

る。 

(3) 設計のアウトプットに対する検証 

設計を主管する組織の長は，「設計 1」及び「設計 2」の結果について，当該業

務に直接関与していない者に検証を実施させる。 

 

3.3.4 設計における変更 

設計を主管する組織の長は，設計の変更が必要となった場合，各設計結果のう

ち，影響を受けるものについて必要な設計を実施し，設計結果を必要に応じ修正

する。 

 

3.4 工事に係る品質管理の方法 

工事を主管する組織の長は，工事段階において，設工認に基づく具体的な設備の設

計（設計 3），その結果を反映した設備を導入するために必要な工事を以下のとおり

実施する。 
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また，これらの活動を調達する場合は，「3.6 設工認における調達管理の方法」を

適用して実施する。 

 

3.4.1 設工認に基づく具体的な設備の設計の実施（設計 3） 

工事を主管する組織の長は，工事段階において，以下のいずれかにより，設工

認に基づく製品実現のための具体的な設備の設計（設計 3）を実施する。 

・自社で設計する場合 

・「設計 3」を本店組織の工事を主管する組織の長が調達し，発電所組織の工

事を主管する組織の長が調達管理として「設計 3」を管理する場合 

・「設計 3」を発電所組織の工事を主管する組織の長が調達し，かつ，調達管

理として「設計 3」を管理する場合 

・「設計 3」を本店組織の工事を主管する組織の長が調達し，かつ，調達管理

として「設計 3」を管理する場合 

 

3.4.2 具体的な設備の設計に基づく工事の実施 

工事を主管する組織の長は，設工認に基づく設備を設置するための工事を，

「工事の方法」に記載された工事の手順並びに「3.6 設工認における調達管理

の方法」に従い実施する。 

 

3.5 使用前事業者検査の方法 

使用前事業者検査は，適合性確認対象設備が設工認に記載された仕様及びプロセ

スのとおりであること，技術基準規則等に適合していることを確認するため，保安規

定に基づく使用前事業者検査を計画し，工事を主管する組織からの独立性を確保し

た検査体制のもと実施する。 

 

3.5.1 使用前事業者検査での確認事項 

使用前事業者検査は，適合性確認対象設備が設工認に記載された仕様及びプ

ロセスのとおりであること，技術基準規則等に適合していることを確認するた

めに以下の項目について検査を実施する。 

①実設備の仕様の適合性確認 

②実施した工事が，「3.4.1 設工認に基づく具体的な設備の設計の実施（設計

3）」及び「3.4.2 具体的な設備の設計に基づく工事の実施」に記載したプ

ロセス並びに「工事の方法」のとおり行われていること。 

これらの項目のうち，①を表 3-3 に示す検査として，②を品質マネジメントシ

ステムに係る検査（以下「ＱＡ検査」という。）として実施する。 

②については，工事全般に対して実施するものであるが，工事を主管する組織
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が「3.5.4 主要な耐圧部の溶接部に係る使用前事業者検査の管理」を実施する

場合は，工事を主管する組織が実施する溶接に関するプロセス管理が適切に行

われていることの確認をＱＡ検査に追加する。 

また，ＱＡ検査では上記②に加え，上記①のうち工事を主管する組織が実施す

る検査記録の信頼性の確認を行い，設工認に基づく工事の信頼性を確保する。 

 

3.5.2 使用前事業者検査の計画 

検査を主管する組織の長は，適合性確認対象設備が設工認に記載された仕様

及びプロセスのとおりであること，技術基準規則等に適合していることを確認

するため，使用前事業者検査を計画する。 

使用前事業者検査は，「工事の方法」に記載された使用前事業者検査の項目及

び方法並びに表 3-3 に定める要求種別ごとに確認項目，確認視点及び主な検査

項目をもとに計画を策定する。 

適合性確認対象設備のうち，技術基準規則上の措置（運用）に必要な設備につ

いても使用前事業者検査を計画する。 

個々に実施する使用前事業者検査に加えてプラント運転に影響を及ぼしてい

ないことを総合的に確認するため，定格熱出力一定運転時の主要パラメータを

確認することによる使用前事業者検査（負荷検査）の計画を必要に応じて策定す

る。 

また，使用前事業者検査の実施に先立ち，設計結果に関する具体的な検査概要

及び判定基準を使用前事業者検査の方法として明確にする。 

 

3.5.3 検査計画の管理 

検査を主管する組織の長は，使用前事業者検査を適切な段階で実施するため，

関係組織と調整の上，検査計画を作成する。 

使用前事業者検査の実施時期及び使用前事業者検査が確実に行われることを

適切に管理する。 

 

3.5.4 主要な耐圧部の溶接部に係る使用前事業者検査の管理 

検査を主管する組織の長は，溶接が特殊工程であることを踏まえ，工程管理等

の計画を策定し，溶接施工工場におけるプロセスの適切性の確認及び監視を行

う。 

また，溶接継手に対する要求事項は，溶接部詳細一覧表（溶接方法，溶接材料，

溶接施工法，熱処理条件，検査項目等）により管理し，これに係る関連図書を含

め，業務の実施に当たって必要な図書を管理する。 
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3.5.5 使用前事業者検査の実施 

使用前事業者検査は，検査要領書の作成，体制の確立を行い実施する。 

(1) 使用前事業者検査の独立性確保 

使用前事業者検査の独立性は，組織的独立を確保して実施する。 

(2) 使用前事業者検査の体制 

使用前事業者検査の体制は，検査要領書で明確にする。 

(3) 使用前事業者検査の検査要領書の作成 

工事を主管する組織の長は，適合性確認対象設備が設工認に記載された仕様

及びプロセスのとおりであること，技術基準規則等に適合していることを確認

するため「3.5.2 使用前事業者検査の計画」で決定した確認方法をもとに，使用

前事業者検査を実施するための検査要領書を作成し，検査を主管する組織の長

が承認する。 

実施する検査が代替検査となる場合は，代替による使用前事業者検査の方法

を決定する。 

(4) 使用前事業者検査の実施 

検査実施責任者は，検査要領書に基づき，確立された検査体制のもとで，使用

前事業者検査を実施する。 
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表3-3  要求種別に対する確認項目及び確認視点 
要求種別 確認項目 確認視点 主な検査項目 

設備 
設計
要求

設置
要求

名称，取付箇所，
個数，設置状態，
保管状態 

設計要求のとおり
（名称，取付箇所，
個数）に設置されて
いることを確認す
る。 

据付検査 
状態確認検査 
外観検査 

機能
要求

材料，寸法，耐
圧・漏えい等の
構造，強度に係
る仕様(要目表) 

要目表の記載のと
おりであることを
確認する。 

材料検査 
寸法検査 
建物・構築物構造検査 
外観検査 
据付検査 
状態確認検査 
耐圧検査 
漏えい検査 
特性検査 
機能・性能検査 

系統構成，系統
隔離，可搬設備
の接続性 

実際に使用できる
系統構成になって
いることを確認す
る。 

上記以外の所要
の機能要求事項 

目的とする機能・性
能が発揮できるこ
とを確認する。 

評価
要求

解析書のインプ
ット条件等の要
求事項 

評価条件を満足し
ていることを確認
する。 

内容に応じて，設置要求，
機能要求の検査を適用 

運用 運用要求 手順確認 
（保安規定） 
手順化されている
ことを確認する。 

状態確認検査 
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3.6 設工認における調達管理の方法 

設工認で行う調達管理は，保安規定品質マネジメントシステム計画に基づき以下

に示す管理を実施する。 

 

3.6.1 供給者の技術的評価 

契約を主管する組織の長及び調達を主管する組織の長は，供給者が当社の要

求事項に従って調達製品を供給する技術的な能力を判断の根拠として供給者の

技術的評価を実施する。 

 

3.6.2 供給者の選定 

調達を主管する組織の長は，設工認に必要な調達を行う場合，原子力安全に対

する影響や供給者の実績等を考慮し，「3.2.1 設計及び工事のグレード分けの適

用」に示す重要度に応じてグレード分けを行い管理する。 

 

3.6.3 調達製品の調達管理 

業務の実施に際し，原子力安全に及ぼす影響に応じて，調達管理に係るグレー

ド分けを適用する。 

(1) 調達文書の作成 

調達を主管する組織の長は，業務の内容に応じ，保安規定品質マネジメントシ

ステム計画に示す調達要求事項を含めた調達文書を作成し，供給者の業務実施

状況を適切に管理する。（「(2) 調達製品の管理」参照） 

調達を主管する組織の長は，一般産業用工業品を重要度分類「Ａ」，「Ｂ」の機

器等（ＪＩＳ等の規格適合品の消耗品等は除く。）に使用する場合は，適合性を

評価することを要求する。また，供給先で検査を行う際に原子力規制委員会の職

員が同行して工場等の施設に立ち入る場合があることを供給者へ要求する。 

(2) 調達製品の管理 

調達を主管する組織の長は，調達文書で要求した製品が確実に納品されるよ

う調達製品が納入されるまでの間，製品に応じた必要な管理を実施する。 

(3) 調達製品の検証 

調達を主管する組織の長は，調達製品が調達要求事項を満たしていることを

確実にするために調達製品の検証を行う。 

調達を主管する組織の長は，供給先で検証を実施する場合，あらかじめ調達文

書で検証の要領及び調達製品のリリースの方法を明確にした上で検証を行う。 

 

3.6.4 調達先品質保証監査 

供給者に対する監査を主管する組織の長は，供給者の品質保証活動及び健全な安
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全文化を育成し維持するための活動が適切で，かつ，確実に行われていることを確

認するために，供給者に対する品質保証監査を実施する。 

 

3.7 記録，識別管理，トレーサビリティ 

3.7.1 文書及び記録の管理 

(1) 適合性確認対象設備の設計，工事及び検査に係る文書及び記録 

設計，工事及び検査に係る組織の長は，設計，工事及び検査に係る文書及び記

録を，保安規定品質マネジメントシステム計画に示す社内規程に基づき作成し，

これらを適切に管理する。 

(2) 供給者が所有する当社の管理下にない図書を設計，工事及び検査に用いる場 

合の管理 

設工認において供給者が所有する当社の管理下にない図書を設計，工事及び

検査に用いる場合，供給者の品質保証能力の確認，かつ，対象設備での使用が可

能な場合において，適用可能な図書として扱う。 

(3) 使用前事業者検査に用いる文書及び記録 

使用前事業者検査として，記録確認検査を実施する場合に用いる記録は，上記

(1)，(2)を用いて実施する。 

 

3.7.2 識別管理及びトレーサビリティ 

(1) 測定機器の管理 

工事を主管する組織の長又は検査を主管する組織の長は，保安規定品質マネ

ジメントシステム計画に従い，設計及び工事，検査で使用する測定機器について，

校正・検証及び識別等の管理を実施する。 

(2) 機器，弁及び配管等の管理 

工事を主管する組織の長又は検査を主管する組織の長は，機器類，弁及び配管

類について，保安規定品質マネジメントシステム計画に従った管理を実施する。 

 

3.8 不適合管理 

設工認に基づく設計，工事及び検査において発生した不適合については，保安規定

品質マネジメントシステム計画に基づき処置を行う。 

 

4. 適合性確認対象設備の施設管理 

適合性確認対象設備の工事は，保安規定に規定する施設管理に基づき業務を実施す

る。 



Ⅳ．変更の理由 

 

平成 30年 10 月 18日付け原規規発第 1810181 号にて認可された工事計画の一部におい

て，詳細な現場確認を踏まえた詳細設計の内容を反映する。 

なお，今回の設計及び工事の計画の変更においては，令和 2 年 4 月の「原子力利用にお

ける安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の

一部を改正する法律」及び関連規則等（以下「改正法等」という。）の施行を踏まえ，改

正法等の内容を反映する。 
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・原子炉冷却系統施設のうち残留熱除去設備（残留熱除去系）に係る主配管の配置を明
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・原子炉冷却系統施設のうち残留熱除去設備（残留熱除去系）に係る主配管の配置を明
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・原子炉冷却系統施設のうち残留熱除去設備（残留熱除去系）に係る主配管の配置を明
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・原子炉冷却系統施設のうち残留熱除去設備（残留熱除去系）の系統図(1/6)（設計基
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【第 4-3-1-12 図】 

・原子炉冷却系統施設のうち残留熱除去設備（残留熱除去系）の系統図(2/6)（重大事

故等対処設備） 

【第 4-3-1-13 図】 

・原子炉冷却系統施設のうち残留熱除去設備（残留熱除去系）の系統図(3/6)（設計基

準対象施設） 

【第 4-3-1-14 図】 

・原子炉冷却系統施設のうち残留熱除去設備（残留熱除去系）の系統図(4/6)（重大事

故等対処設備） 

【第 4-3-1-15 図】 

・原子炉格納容器（原子炉格納容器配管貫通部及び電気配線貫通部）の構造図 

【第 8-1-4-2 図】 
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1. 概要 

本資料は，核原料物質，核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（以下「法」とい

う。）第43条の3の8第1項の許可を受けたところによる設計及び工事の計画であることが

法第43条の3の9第3項第1号で認可基準として規定されており，当該基準に適合すること

を説明するものである。 

 

2. 基本方針 

設計及び工事の計画が東海第二発電所 発電用原子炉設置変更許可申請書（以下「設置

許可申請書」という。）の基本方針に従った詳細設計であることを，設置許可申請書と

の整合性により示す。 

設置許可申請書との整合性は，設置許可申請書「本文（十一号）」と設計及び工事の

計画のうち「Ⅲ－Ⅱ. 設計及び工事に係る品質マネジメントシステム」について示す。 

なお，変更の工事において，変更に係る内容が許可の際の申請書等の記載事項でない

場合においては，許可に抵触するものでないため，本資料には記載しない。 

 

3. 記載の基本事項 

(1) 説明書の構成は比較表形式とし，左欄から「本文」，「設計及び工事の計画」，

「整合性」及び「備考」を記載する。 

(2) 説明書の記載順は，「本文（十一号）」に記載する順とする。 
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4. 発電用原子炉の設置の許可との整合性 
設置許可申請書（本文（十一号）） 設工認 該当事項 整合性 備 考

十一 発電用原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整

備に関する事項 

 

発電用原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関

する事項を以下のとおりとする。 

 

(1) 目的 

  発電用原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備

に関する事項（以下「品質管理に関する事項」という。）は，発電所の安全

を達成・維持・向上させるため，「原子力施設の保安のための業務に係る品

質管理に必要な体制の基準に関する規則」（以下「品管規則」という。）に基

づく品質マネジメントシステムを確立し，実施し，評価確認し，継続的に改

善することを目的とする。 

 

 

 

 

 

(2) 適用範囲 

品質管理に関する事項は，東海第二発電所の保安活動に適用する。 

 

 

 

(3) 定義 

品質管理に関する事項における用語の定義は，以下に定めるもののほか品

管規則に従う。 

(ⅰ) 組織 

当社の品質マネジメントシステムに基づき，発電用原子炉施設を運営管

理（運転開始前の管理を含む。）する各部門の総称をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 品質マネジメントシステム 

(ⅰ) 品質マネジメントシステムに係る要求事項 

a. 組織は，品質管理に関する事項に従って，品質マネジメントシステム

を確立し，実施するとともに，その実効性を維持するため，その改善を

継続的に行う。 

 

b. 組織は，保安活動の重要度に応じて品質マネジメントシステムを確立

し，運用する。この場合，次に掲げる事項を適切に考慮する。 

(a) 発電用原子炉施設，組織又は個別業務の重要度及びこれらの複雑

さの程度 

(b) 発電用原子炉施設若しくは機器等の品質又は保安活動に関連する

原子力の安全に影響を及ぼすおそれのあるもの及びこれらに関連す

 

 

 

 

 

 

1. 設計及び工事に係る品質マネジメントシステム 

当社は，原子力発電所の安全を達成・維持・向上させるため，健全な安全文化を育

成し維持するための活動を行う仕組みを含めた原子炉施設の設計，工事及び検査段階

から運転段階に係る保安活動を確実に実施するための品質マネジメントシステムを確

立し，「東海第二発電所原子炉施設保安規定」（以下「保安規定」という。）の品質マネ

ジメントシステム計画（以下「保安規定品質マネジメントシステム計画」という。）に

定めている。 

「設計及び工事に係る品質マネジメントシステム」（以下「設工認品質管理計画」と

いう。）は保安規定品質マネジメントシステム計画に基づき，設計，工事及び検査に係

る具体的な品質管理の方法，組織等の計画された事項を示したものである。 

 

 

2. 適用範囲・定義 

2.1 適用範囲 

設工認品質管理計画は，東海第二発電所原子炉施設の設計，工事及び検査に係る保

安活動に適用する。 

 

2.2 定義 

設工認品質管理計画における用語の定義は，以下を除き保安規定品質マネジメント

システム計画に従う。 

(1) 実用炉規則 

実用発電用原子炉の設置，運転等に関する規則（昭和53年12月28日通商産業省令第

77号）をいう。 

(2) 技術基準規則 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則（平成25年6月28日原子

力規制委員会規則第6号）をいう。 

(3) 実用炉規則別表第二対象設備 

実用発電用原子炉の設置，運転等に関する規則（昭和53年12月28日通商産業省令第

77号）の別表第二「設備別記載事項」に示された設備をいう。 

(4) 適合性確認対象設備 

設計及び工事の計画（以下「設工認」という。）に基づき，技術基準規則等への適合

性を確保するために必要となる設備をいう。 

 

3. 設工認における設計，工事及び検査に係る品質管理の方法等 

設工認における設計，工事及び検査に係る品質管理は，保安規定品質マネジメント

システム計画に基づき以下のとおり実施する。 

 

 

 

3.2.1 設計及び工事のグレード分けの適用 

設工認におけるグレード分けは，原子炉施設の安全上の重要性に応じて表3-1に示す

重要度分類「Ａ」，「Ｂ」及び「Ｃ」の3区分とし，これに基づき品質保証活動を実施す

る。 

また，重大事故等対処設備（以下「ＳＡ設備」という。）の重要度分類については，

一律「Ａ」とする。 

設置許可申請書（本文（十一号））におい

て，設計及び工事の計画の内容は以下のとおり

満足している。 

 

 

 

設計及び工事の計画では，設置許可申請書

（本文十一号）に基づき東海第二発電所原子炉

施設保安規定の品質マネジメントシステム計画

に従い設工認品質管理計画を定めていることか

ら整合している。（以下，設置許可申請書（本

文十一号）に対応した設計及び工事の計画での

説明がない箇所については，保安規定品質マネ

ジメントシステム計画にて対応していることを

以て整合している。） 

 

 

 

設計及び工事の計画の適用範囲は，設置許可

申請書（本文十一号）の適用範囲に示す東海第

二発電所の保安活動に包含されていることから

整合している。 

 

設計及び工事の計画では，設置許可申請書

（本文十一号）に基づき定めている東海第二発

電所原子炉施設保安規定の品質マネジメントシ

ステム計画の用語の定義に従っていることから

整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画では，設置許可申請書

（本文十一号）に基づき定めている東海第二発

電所原子炉施設保安規定の品質マネジメントシ

ステム計画に従い品質管理を行うことから整合

している。 

 

設計及び工事の計画では，設置許可申請書

（本文十一号）に基づき定めている東海第二発

電所原子炉施設保安規定の品質マネジメントシ

ステム計画に従い設計のグレード分けを行うこ

とから整合している。 
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設置許可申請書（本文（十一号）） 設工認 該当事項 整合性 備 考
る潜在的影響の大きさ 

(c) 機器等の故障若しくは通常想定されない事象の発生又は保安活動

が不適切に計画され，若しくは実行されたことにより起こり得る影

響 

c. 組織は，発電用原子炉施設に適用される関係法令（以下「関係法令」

という。）を明確に認識し，品管規則に規定する文書その他品質マネジメ

ントシステムに必要な文書（記録を除く。以下「品質マネジメント文

書」という。）に明記する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ただし，ＳＡ設備の中でも原子力特有の技術仕様を要求しない一般産業用工業品

は，重要度分類「Ｃ」とし，当社において実施する検査により，ＳＡ設備としての品

質を確保する。 

 

表3-1 原子力発電施設の重要度分類基準 
重要度 

分類 
定    義 機    能 

Ａ 

(1)その損傷又は故障により発生する事象によ
って，炉心の著しい損傷，又は燃料の大量
の破損を引き起こすおそれのある設備 

①原子炉冷却材圧力バウンダリ 
②過剰反応度の印加防止機能 
③炉心形状の維持機能 

(2)異常状態発生時に原子炉を緊急に停止し，
残留熱を除去し，原子炉冷却材圧力バウン
ダリの過圧を防止し，敷地周辺公衆への過
度の放射線の影響を防止する設備 

①原子炉の緊急停止機能 
②未臨界維持機能 
③原子炉冷却材圧力バウンダリの過圧防
止機能 

④原子炉停止後の除熱機能 
⑤炉心冷却機能 
⑥放射性物質の閉じ込め機能，放射線の
遮蔽及び放出低減機能 

(3)前号以外の安全上必須な設備 ①工学的安全施設及び原子炉停止系への
作動信号の発生機能 

②安全上特に重要な関連機能 
(4)発電所の出力低下又は停止に直接つながる

設備，又は予備機がなく故障修理のため発
電所停止を必要とする設備 

― 

Ｂ 

(1)その損傷又は故障により発生する事象によ
って，敷地外への過度の放射性物質の放出
のおそれのある設備 

①原子炉冷却材を内蔵する機能 
②原子炉冷却材圧力バウンダリに直接接
続されていないものであって，放射性
物質を貯蔵する機能 

③燃料を安全に取扱う機能 
(2)通常運転時及び運転時の異常な過渡変化時

に作動を要求されるものであって，炉心冷
却が損なわれる可能性の高い設備 

安全弁及び逃がし弁の吹き止まり機能 

(3)前 2 号の設備の損傷又は故障により，敷地
周辺公衆に与える放射線の影響を十分小さ
くする設備 

①燃料プール水の補給機能 
②放射性物質放出の防止機能 

(4)異常状態への対応上特に重要な設備 ①事故時のプラント状態の把握機能 
②異常状態の緩和機能 
③制御室外からの安全停止機能 

(5)異常状態の起因事象となるものであって，
上記以外の設備 
（原子炉の安全に直接関連しない設備を除
く。） 

①原子炉冷却材保持機能 
②原子炉冷却材の循環機能 
③放射性物質の貯蔵機能 
④電源供給機能 
⑤プラント計測・制御機能 
⑥プラント運転補助機能 

(6)原子炉冷却材中放射性物質濃度を通常運転
に支障ない程度に低く抑える設備 
（原子炉の安全に直接関連しない設備を除
く。） 

①核分裂生成物の原子炉冷却材中への放
散防止機能 

②原子炉冷却材の浄化機能 

(7)運転時の異常な過渡変化があっても，事象
を緩和する設備 
（原子炉の安全に直接関連しない設備を除
く。） 

①原子炉圧力の上昇の緩和機能 
②出力上昇の抑制機能 
③原子炉冷却材の補給機能 

(8)異常状態への対応上必要な設備 
（原子炉の安全に直接関連しない設備を除
く。） 

緊急時対策上重要なもの及び異常状態の
把握機能 

(9)発電所の出力低下又は停止に直接つながら
ないが，故障修理のため発電所を停止する
必要のある設備 

― 

(10)予備機はあるが高線量で保修困難な設備 ― 
Ｃ Ａ，Ｂ以外の設備 ― 

 

3.6.2 供給者の選定 

調達を主管する組織の長は，設工認に必要な調達を行う場合，原子力安全に対する

影響や供給者の実績等を考慮し，「3.2.1 設計及び工事のグレード分けの適用」に示す

重要度に応じてグレード分けを行い管理する。 

 

3.6.3 調達製品の調達管理 

業務の実施に際し，原子力安全に及ぼす影響に応じて，調達管理に係るグレード分

けを適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画では，設置許可申請書

（本文十一号）に基づき定めている東海第二発

電所原子炉施設保安規定の品質マネジメントシ

ステム計画に従い調達のグレード分けを行うこ

とから整合している。 
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設置許可申請書（本文（十一号）） 設工認 該当事項 整合性 備 考
d. 組織は，品質マネジメントシステムに必要なプロセスを明確にすると

ともに，そのプロセスを組織に適用することを決定し，次に掲げる業務

を行う。 

(a) プロセスの運用に必要な情報及び当該プロセスの運用により達成

される結果を文書で明確にする。 

(b) プロセスの順序及び相互の関係を明確にする。 

(c) プロセスの運用及び管理の実効性の確保に必要な組織の保安活動

の状況を示す指標（以下「保安活動指標」という。）並びに当該指標

に係る判定基準を明確に定める。 

(d) プロセスの運用並びに監視及び測定（以下「監視測定」という。）

に必要な資源及び情報が利用できる体制を確保する（責任及び権限

の明確化を含む。）。 

(e) プロセスの運用状況を監視測定し分析する。ただし，監視測定す

ることが困難である場合は，この限りでない。 

(f) プロセスについて，意図した結果を得，及び実効性を維持するた

めの措置を講ずる。 

(g) プロセス及び組織の体制を品質マネジメントシステムと整合的な

ものとする。 

(h) 原子力の安全とそれ以外の事項において意思決定の際に対立が生

じた場合には，原子力の安全が確保されるようにする。 

e. 組織は，健全な安全文化を育成し，及び維持する。 

f. 組織は，機器等又は個別業務に係る要求事項（関係法令を含む。以下

「個別業務等要求事項」という。）への適合に影響を及ぼすプロセスを外

部委託することとしたときは，当該プロセスが管理されているようにす

る。 

g. 組織は，保安活動の重要度に応じて，資源の適切な配分を行う。 

 

(ⅱ) 品質マネジメントシステムの文書化 

a. 一般 

組織は，保安活動の重要度に応じて次に掲げる文書を作成し，当該文

書に規定する事項を実施する。 

(a) 品質方針及び品質目標 

(b) 品質マニュアル 

(c) 実効性のあるプロセスの計画的な実施及び管理がなされるように

するために，組織が必要と決定した文書 

(d) 品管規則の要求事項に基づき作成する手順書，指示書，図面等

（以下「手順書等」という。） 

 

b. 品質マニュアル 

組織は，品質マニュアルに次に掲げる事項を定める。 

(a) 品質マネジメントシステムの運用に係る組織に関する事項 

(b) 保安活動の計画，実施，評価及び改善に関する事項 

(c) 品質マネジメントシステムの適用範囲 

(d) 品質マネジメントシステムのために作成した手順書等の参照情報 

(e) プロセスの相互の関係 

 

c. 文書の管理 

(a) 組織は，品質マネジメント文書を管理する。 

(b) 組織は，要員が判断及び決定をするに当たり，適切な品質マネジ

メント文書を利用できるよう，品質マネジメント文書に関する次に

掲げる事項を定めた手順書等を作成する。 

(b-1) 品質マネジメント文書を発行するに当たり，その妥当性を審査

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.1 文書及び記録の管理 

(1) 適合性確認対象設備の設計，工事及び検査に係る文書及び記録 

設計，工事及び検査に係る組織の長は，設計，工事及び検査に係る文書及び記録

を，保安規定品質マネジメントシステム計画に示す社内規程に基づき作成し，これら

を適切に管理する。 

(2) 供給者が所有する当社の管理下にない図書を設計，工事及び検査に用いる場合の

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画では，設置許可申請書

（本文十一号）に基づき定めている東海第二発

電所原子炉施設保安規定の品質マネジメントシ

ステム計画に従い文書管理を行うことから整合

している。 
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設置許可申請書（本文（十一号）） 設工認 該当事項 整合性 備 考
し，発行を承認すること。 

(b-2) 品質マネジメント文書の改訂の必要性について評価するととも

に，改訂に当たり，その妥当性を審査し，改訂を承認すること。 

(b-3) 品質マネジメント文書の審査及び評価には，その対象となる文

書に定められた活動を実施する部門の要員を参画させること。 

(b-4) 品質マネジメント文書の改訂内容及び最新の改訂状況を識別で

きるようにすること。 

(b-5) 改訂のあった品質マネジメント文書を利用する場合において

は，当該文書の適切な制定版又は改訂版が利用しやすい体制を確

保すること。 

(b-6) 品質マネジメント文書を，読みやすく容易に内容を把握するこ

とができるようにすること。 

(b-7) 組織の外部で作成された品質マネジメント文書を識別し，その

配付を管理すること。 

(b-8) 廃止した品質マネジメント文書が使用されることを防止するこ

と。この場合において，当該文書を保持するときは，その目的に

かかわらず，これを識別し，管理すること。 

 

d. 記録の管理 

(a) 組織は，品管規則に規定する個別業務等要求事項への適合及び品

質マネジメントシステムの実効性を実証する記録を明確にするとと

もに，当該記録を，読みやすく容易に内容を把握することができ，

かつ，検索することができるように作成し，保安活動の重要度に応

じてこれを管理する。 

(b) 組織は，(a)の記録の識別，保存，保護，検索，及び廃棄に関し，

所要の管理の方法を定めた手順書等を作成する｡ 

 

(5) 経営責任者等の責任 

(ⅰ) 経営責任者の原子力の安全のためのリーダーシップ 

社長は，原子力の安全のためのリーダーシップを発揮し，責任を持って

品質マネジメントシステムを確立させ，実施させるとともに，その実効性

を維持していることを，次に掲げる業務を行うことによって実証する。 

a. 品質方針を定めること。 

b. 品質目標が定められているようにすること。 

c. 要員が，健全な安全文化を育成し，及び維持することに貢献できるよ

うにすること。 

d. (5)，(vi)，a.に規定するマネジメントレビューを実施すること。 

e. 資源が利用できる体制を確保すること。 

f. 関係法令を遵守することその他原子力の安全を確保することの重要性

を要員に周知すること。 

g. 保安活動に関する担当業務を理解し，遂行する責任を有することを，

要員に認識させること。 

h. 全ての階層で行われる決定が，原子力の安全の確保について，その優

先順位及び説明する責任を考慮して確実に行われるようにすること。 

 

(ⅱ) 原子力の安全の確保の重視 

社長は，組織の意思決定に当たり，機器等及び個別業務が個別業務等要

求事項に適合し，かつ，原子力の安全がそれ以外の事由により損なわれな

いようにする。 

 

(ⅲ) 品質方針 

社長は，品質方針が次に掲げる事項に適合しているようにする。 

管理 

設工認において供給者が所有する当社の管理下にない図書を設計，工事及び検査に

用いる場合，供給者の品質保証能力の確認，かつ，対象設備での使用が可能な場合に

おいて，適用可能な図書として扱う。 

(3) 使用前事業者検査に用いる文書及び記録 

使用前事業者検査として，記録確認検査を実施する場合に用いる記録は，上記(1)，

(2)を用いて実施する。 
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設置許可申請書（本文（十一号）） 設工認 該当事項 整合性 備 考
a. 組織の目的及び状況に対して適切なものであること。 

b. 要求事項への適合及び品質マネジメントシステムの実効性の維持に社

長が責任を持って関与すること。 

c. 品質目標を定め，評価するに当たっての枠組みとなるものであるこ

と。 

d. 要員に周知され，理解されていること。 

e. 品質マネジメントシステムの継続的な改善に社長が責任を持って関与

すること。 

 

(ⅳ) 計画 

a. 品質目標 

(a) 社長は，部門において，品質目標（個別業務等要求事項への適合

のために必要な目標を含む。）が定められているようにする。 

(b) 社長は，品質目標が，その達成状況を評価し得るものであって，

かつ，品質方針と整合的なものとなるようにする。 

 

b. 品質マネジメントシステムの計画 

(a) 社長は，品質マネジメントシステムが4.1の規定に適合するよう，

その実施に当たっての計画が策定されているようにする。 

(b) 社長は，品質マネジメントシステムの変更が計画され，それが実

施される場合においては，当該品質マネジメントシステムが不備の

ない状態に維持されているようにする。この場合において，保安活

動の重要度に応じて，次に掲げる事項を適切に考慮する。 

(b-1) 品質マネジメントシステムの変更の目的及び当該変更により起

こり得る結果 

(b-2) 品質マネジメントシステムの実効性の維持 

(b-3) 資源の利用可能性 

(b-4) 責任及び権限の割当て 

 

(ⅴ) 責任，権限及びコミュニケーション 

a. 責任及び権限 

社長は，部門及び要員の責任及び権限並びに部門相互間の業務の手順

を定めさせ，関係する要員が責任を持って業務を遂行できるようにす

る。 

 

b. 品質マネジメントシステム管理責任者 

(a) 社長は，品質マネジメントシステムを管理する責任者に，次に掲

げる業務に係る責任及び権限を与える。 

(a-1) プロセスが確立され，実施されるとともに，その実効性が維持

されているようにすること。 

(a-2) 品質マネジメントシステムの運用状況及びその改善の必要性に

ついて，社長に報告すること。 

(a-3) 健全な安全文化を育成し，及び維持することにより，原子力の

安全の確保についての認識が向上するようにすること。 

(a-4) 関係法令を遵守すること。 

 

c. 管理者 

(a) 社長は，次に掲げる業務を管理監督する地位にある者（以下「管

理者」という。）に，当該管理者が管理監督する業務に係る責任及び

権限を与える。 

(a-1) 個別業務のプロセスが確立され，実施されるとともに，その実

効性が維持されているようにすること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 設計，工事及び検査に係る組織（組織内外の相互関係及び情報伝達含む。） 

設計，工事及び検査は，保安規定品質マネジメントシステム計画に示す役割分担の

もと，本店組織及び発電所組織で構成する体制で実施する。 

設計，工事及び検査に係る組織は，担当する設備に関する設計，工事及び検査につ

いて責任と権限を持つ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画では，設置許可申請書

（本文十一号）に基づき東海第二発電所原子炉

施設保安規定の品質マネジメントシステム計画

に従い設工認品質管理計画にて設計，工事及び

検査に係る組織を定めていることから整合して

いる。 
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設置許可申請書（本文（十一号）） 設工認 該当事項 整合性 備 考
(a-2) 要員の個別業務等要求事項についての認識が向上するようにす

ること。 

(a-3) 個別業務の実施状況に関する評価を行うこと。 

(a-4) 健全な安全文化を育成し，及び維持すること。 

(a-5) 関係法令を遵守すること。 

(b) 管理者は，(a)の責任及び権限の範囲において，原子力の安全のた

めのリーダーシップを発揮し，次に掲げる事項を確実に実施する。 

(b-1) 品質目標を設定し，その目標の達成状況を確認するため，業務

の実施状況を監視測定すること。 

(b-2) 要員が，原子力の安全に対する意識を向上し，かつ，原子力の

安全への取組を積極的に行えるようにすること。 

(b-3) 原子力の安全に係る意思決定の理由及びその内容を，関係する

要員に確実に伝達すること。 

(b-4) 常に問いかける姿勢及び学習する姿勢を要員に定着させるとと

もに，要員が，積極的に発電用原子炉施設の保安に関する問題の

報告を行えるようにすること。 

(b-5) 要員が，積極的に業務の改善に対する貢献を行えるようにする

こと。 

(c) 管理者は，管理監督する業務に関する自己評価を，あらかじめ定

められた間隔で行う。 

 

d. 組織の内部の情報の伝達 

社長は，組織の内部の情報が適切に伝達される仕組みが確立されている

ようにするとともに，品質マネジメントシステムの実効性に関する情報が

確実に伝達されるようにする。 

 

(ⅵ) マネジメントレビュー 

a. 一般 

社長は，品質マネジメントシステムの実効性を評価するとともに，改善

の機会を得て，保安活動の改善に必要な措置を講ずるため，品質マネジメ

ントシステムの評価（以下「マネジメントレビュー」という。）を，あら

かじめ定められた間隔で行う。 

 

b. マネジメントレビューに用いる情報 

組織は，マネジメントレビューにおいて，少なくとも次に掲げる情報を

報告する。 

(a) 内部監査の結果 

(b) 組織の外部の者の意見 

(c) プロセスの運用状況 

(d) 使用前事業者検査及び定期事業者検査（以下「使用前事業者検査

等」という。）並びに自主検査等の結果 

(e) 品質目標の達成状況 

(f) 健全な安全文化の育成及び維持の状況 

(g) 関係法令の遵守状況 

(h) 不適合並びに是正処置及び未然防止処置の状況 

(i) 従前のマネジメントレビューの結果を受けて講じた措置 

(j) 品質マネジメントシステムに影響を及ぼすおそれのある変更 

(k) 部門又は要員からの改善のための提案 

(l) 資源の妥当性 

(m) 保安活動の改善のために講じた措置の実効性 
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設置許可申請書（本文（十一号）） 設工認 該当事項 整合性 備 考
c. マネジメントレビューの結果を受けて行う措置 

(a) 組織は，マネジメントレビューの結果を受けて，少なくとも次に

掲げる事項について決定する。 

(a-1) 品質マネジメントシステム及びプロセスの実効性の維持に必要

な改善 

(a-2) 個別業務に関する計画及び個別業務の実施に関連する保安活動

の改善 

(a-3) 品質マネジメントシステムの実効性の維持及び継続的な改善の

ために必要な資源 

(a-4) 健全な安全文化の育成及び維持に関する改善 

(a-5) 関係法令の遵守に関する改善 

(b) 組織は，マネジメントレビューの結果の記録を作成し，これを管

理する。 

(c) 組織は，(a)の決定をした事項について，必要な措置を講じる。 

 

(6) 資源の管理 

(ⅰ) 資源の確保 

組織は，原子力の安全を確実なものにするために必要な次に掲げる資源

を明確に定め，これを確保し，管理する。 

a. 要員 

b. 個別業務に必要な施設，設備，及びサービスの体系 

c. 作業環境 

d. その他必要な資源 

 

(ⅱ) 要員の力量の確保及び教育訓練 

a. 組織は，個別業務の実施に必要な技能及び経験を有し，意図した結果

を達成するために必要な知識及び技能並びにそれを適用する能力（以下

「力量」という。）が実証された者を要員に充てる。 

b. 組織は，要員の力量を確保するために，保安活動の重要度に応じて，

次に掲げる業務を行う。 

(a) 要員にどのような力量が必要かを明確に定めること。 

(b) 要員の力量を確保するために教育訓練その他の措置を講ずるこ

と。 

(c) 教育訓練その他の措置の実効性を評価すること。 

(d) 要員が自らの個別業務について，次に掲げる事項を認識している

ようにすること。 

(d-1) 品質目標の達成に向けた自らの貢献 

(d-2) 品質マネジメントシステムの実効性を維持するための自らの貢

献 

(d-3) 原子力の安全に対する当該個別業務の重要性 

(e) 要員の力量及び教育訓練その他の措置に係る記録を作成し，これ

を管理すること。 

 

(7) 個別業務に関する計画の策定及び個別業務の実施 

(ⅰ) 個別業務に必要なプロセスの計画 

a. 組織は，個別業務に必要なプロセスについて，計画を策定するととも

に，そのプロセスを確立する。 

b. 組織は，a.の計画と当該個別業務以外のプロセスに係る個別業務等要

求事項との整合性を確保する。 

c. 組織は，個別業務に関する計画（以下「個別業務計画」という。）の策

定又は変更を行うに当たり，次に掲げる事項を明確にする。 

(a) 個別業務計画の策定又は変更の目的及び当該計画の策定又は変更
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設置許可申請書（本文（十一号）） 設工認 該当事項 整合性 備 考
により起こり得る結果 

(b) 機器等又は個別業務に係る品質目標及び個別業務等要求事項 

(c) 機器等又は個別業務に固有のプロセス，品質マネジメント文書及

び資源 

(d) 使用前事業者検査等，検証，妥当性確認及び監視測定並びにこれ

らの個別業務等要求事項への適合性を判定するための基準（以下

「合否判定基準」という。） 

(e) 個別業務に必要なプロセス及び当該プロセスを実施した結果が個

別業務等要求事項に適合することを実証するために必要な記録 

d. 組織は，策定した個別業務計画を，その個別業務の作業方法に適した

ものとする。 

 

(ⅱ) 個別業務等要求事項に関するプロセス 

a. 個別業務等要求事項として明確にすべき事項 

(a) 組織は，次に掲げる事項を個別業務等要求事項として明確に定め

る。 

(a-1) 組織の外部の者が明示してはいないものの，機器等又は個別業

務に必要な要求事項 

(a-2) 関係法令 

(a-3) (a-1),(a-2)に掲げるもののほか，組織が必要とする要求事項 

 

b. 個別業務等要求事項の審査 

(a) 組織は，機器等の使用又は個別業務の実施に当たり，あらかじ

め，個別業務等要求事項の審査を実施する。 

(b) 組織は，個別業務等要求事項の審査を実施するに当たり，次に掲

げる事項を確認する。 

(b-1) 当該個別業務等要求事項が定められていること。 

(b-2) 当該個別業務等要求事項が，あらかじめ定められた個別業務等

要求事項と相違する場合においては，その相違点が解明されてい

ること。 

(b-3) 組織が，あらかじめ定められた個別業務等要求事項に適合する

ための能力を有していること。 

(c) 組織は，(a)の審査の結果の記録及び当該審査の結果に基づき講じ

た措置に係る記録を作成し，これを管理する。 

(d) 組織は，個別業務等要求事項が変更された場合においては，関連

する文書が改訂されるようにするとともに，関連する要員に対し変

更後の個別業務等要求事項が周知されるようにする。 

 

c. 組織の外部の者との情報の伝達等 

組織は，組織の外部の者からの情報の収集及び組織の外部の者への情

報の伝達のために，実効性のある方法を明確に定め，これを実施する。 

 

(ⅲ) 設計開発 

a. 設計開発計画 

(a) 組織は，設計開発（専ら発電用原子炉施設において用いるための

設計開発に限る。）の計画（以下「設計開発計画」という。）を策定

するとともに，設計開発を管理する。 

(b) 組織は，設計開発計画の策定において，次に掲げる事項を明確に

する。 

(b-1) 設計開発の性質，期間及び複雑さの程度 

(b-2) 設計開発の各段階における適切な審査，検証及び妥当性確認の

方法並びに管理体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2 設計，工事及び検査の各段階とその審査 

設工認における設計，工事及び検査の流れを図3-1に示すとともに，設計，工事及び

検査の各段階と保安規定品質マネジメントシステム計画との関係を表3-2に示す。 

実用炉規則別表第二対象設備のうち，設工認申請（届出）が不要な工事等を行う場

合は，設工認品質管理計画のうち，必要な事項を適用して設計，工事及び検査を実施

し，設工認に記載された仕様及びプロセスのとおりであること，技術基準規則等に適

合していることを確認する。 

設計を主管する組織の長又は工事を主管する組織の長並びに検査を主管する組織の

長は，表3-2に示す「保安規定品質マネジメントシステム計画の対応項目」ごとのアウ

トプットに対する審査（以下「レビュー」という。）を実施するとともに，記録を管理

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画では，設置許可申請書

（本文十一号）に基づき東海第二発電所原子炉

施設保安規定の品質マネジメントシステム計画

に従い設工認品質管理計画にて設計，工事及び

検査に係る組織を定めていることから整合して

いる。 
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設置許可申請書（本文（十一号）） 設工認 該当事項 整合性 備 考
(b-3) 設計開発に係る部門及び要員の責任及び権限 

(b-4) 設計開発に必要な組織の内部及び外部の資源 

(c) 組織は，実効性のある情報の伝達並びに責任及び権限の明確な割

当てがなされるようにするために，設計開発に関与する各者間の連

絡を管理する。 

(d) 組織は，(a)により策定された設計開発計画を，設計開発の進行に

応じて適切に変更する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

する。 

設計の各段階におけるレビューについては，本店組織及び発電所組織で当該設備の

設計に関する専門家を含めて実施する。 

設工認のうち，主要な耐圧部の溶接部に対する必要な検査は，「3.3 設計に係る品

質管理の方法」，「3.4 工事に係る品質管理の方法」，「3.5 使用前事業者検査の方法」

及び「3.6 設工認における調達管理の方法」に示す管理（表3-2における「3.3.3(1)基

本設計方針の作成（設計1）」～「3.6 設工認における調達管理の方法」）のうち，必要

な事項を適用して設計，工事及び検査を実施し，設工認に記載された仕様及びプロセ

スのとおりであること，技術基準規則等に適合していることを確認する。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

設置許可申請書（本文（十一号）） 設工認 該当事項 整合性 備 考
b. 設計開発に用いる情報 

(a) 組織は，個別業務等要求事項として設計開発に用いる情報であっ

て，次に掲げるものを明確に定めるとともに，当該情報に係る記録

を作成し，これを管理する。 

(a-1) 機能及び性能に係る要求事項 

(a-2) 従前の類似した設計開発から得られた情報であって，当該設計

開発に用いる情報として適用可能なもの 

(a-3) 関係法令 

(a-4) その他設計開発に必要な要求事項 

(b) 組織は，設計開発に用いる情報について，その妥当性を評価し，

承認する。 

 

c. 設計開発の結果に係る情報 

(a) 組織は，設計開発の結果に係る情報を，設計開発に用いた情報と

対比して検証することができる形式により管理する。 

(b) 組織は，設計開発の次の段階のプロセスに進むに当たり，あらか

じめ，当該設計開発の結果に係る情報を承認する。 

(c) 組織は，設計開発の結果に係る情報を，次に掲げる事項に適合す

るものとする。 

(c-1) 設計開発に係る個別業務等要求事項に適合するものであるこ

と。 

(c-2) 調達，機器等の使用及び個別業務の実施のために適切な情報を

提供するものであること。 

(c-3) 合否判定基準を含むものであること。 

(c-4) 機器等を安全かつ適正に使用するために不可欠な当該機器等の

特性が明確であること。 

 

d. 設計開発レビュー 

(a) 組織は，設計開発の適切な段階において，設計開発計画に従っ

て，次に掲げる事項を目的とした体系的な審査（以下「設計開発レ

ビュー」という。）を実施する。 

(a-1) 設計開発の結果の個別業務等要求事項への適合性について評価

すること。 

(a-2) 設計開発に問題がある場合においては，当該問題の内容を明確

にし，必要な措置を提案すること。 

(b) 組織は，設計開発レビューに，当該設計開発レビューの対象とな

っている設計開発段階に関連する部門の代表者及び当該設計開発に

係る専門家を参加させる。 

 

 

(c) 組織は，設計開発レビューの結果の記録及び当該設計開発レビュ

ーの結果に基づき講じた措置に係る記録を作成し，これを管理す

る。 

 

e. 設計開発の検証 

(a) 組織は，設計開発の結果が個別業務等要求事項に適合している状

態を確保するために，設計開発計画に従って検証を実施する。 

(b) 組織は，設計開発の検証の結果の記録，及び当該検証の結果に基

づき講じた措置に係る記録を作成し，これを管理する。 

(c) 組織は，当該設計開発を行った要員に当該設計開発の検証をさせ

ない。 

 

3.3.1 適合性確認対象設備に対する要求事項の明確化 

設計を主管する組織の長は，設工認における技術基準規則等への適合性を確保する

ために必要な要求事項を明確にする。 

 

3.3.2 各条文の対応に必要な適合性確認対象設備の選定 

設計を主管する組織の長は，設工認に関連する工事において，追加・変更となる適

合性確認対象設備（運用を含む。）に対する技術基準規則等への適合性を確保するため

に，実際に使用する際の系統・構成で必要となる設備・運用を含めて，適合性確認対

象設備として抽出する。 

 

 

 

3.3.3 設工認における設計及び設計のアウトプットに対する検証 

設計を主管する組織の長は，適合性確認対象設備の技術基準規則等への適合性を確

保するための設計を以下のとおり実施する。 

(1) 基本設計方針の作成（設計１） 

「設計1」として，技術基準規則等の適合性確認対象設備に必要な要求事項をもと

に，必要な設計を漏れなく実施するための基本設計方針を明確化する。 

(2) 適合性確認対象設備の各条文への適合性を確保するための設計（設計2） 

「設計2」として，「設計1」で明確にした基本設計方針を用いて適合性確認対象設備

に必要な詳細設計を実施する。 

なお，詳細設計の品質を確保する上で重要な活動となる「調達による解析」及び

「手計算による自社解析」について，個別に管理事項を計画し信頼性を確保する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2 設計，工事及び検査の各段階とその審査 

設計の各段階におけるレビューについては，本店組織及び発電所組織で当該設備の

設計に関する専門家を含めて実施する。 

 

 

 

設計を主管する組織の長又は工事を主管する組織の長並びに検査を主管する組織の

長は，表3-2に示す「保安規定品質マネジメントシステム計画の対応項目」ごとのアウ

トプットに対する審査（以下「レビュー」という。）を実施するとともに，記録を管理

する。 

 

3.3.3 設工認における設計及び設計のアウトプットに対する検証 

(3) 設計のアウトプットに対する検証 

設計を主管する組織の長は，「設計1」及び「設計2」の結果について，当該業務に直

接関与していない者に検証を実施させる。 

 

 

 

設計及び工事の計画では，設置許可申請書

（本文十一号）に基づき定めている東海第二発

電所原子炉施設保安規定の品質マネジメントシ

ステム計画に従い設計開発へのインプットとし

て，適合性確認対象設備に対する要求事項を明

確化していることから整合している。 

 

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画では，設置許可申請書

（本文十一号）に基づき定めている東海第二発

電所原子炉施設保安規定の品質マネジメントシ

ステム計画に従い設計開発からのアウトプット

を作成するために設計を実施していることから

整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画では，設置許可申請書

（本文十一号）に基づき定めている東海第二発

電所原子炉施設保安規定の品質マネジメントシ

ステム計画に従い設計のレビューには専門家を

含めていることから整合している。 

 

設計及び工事の計画では，設置許可申請書

（本文十一号）に基づき定めている東海第二発

電所原子炉施設保安規定の品質マネジメントシ

ステム計画に従い設計のレビューの記録を管理

していることから整合している。 

 

設計及び工事の計画では，設置許可申請書

（本文十一号）に基づき定めている東海第二発

電所原子炉施設保安規定の品質マネジメントシ

ステム計画に従い設計の検証を実施しているこ

とから整合している。 

 



12 

 

設置許可申請書（本文（十一号）） 設工認 該当事項 整合性 備 考
f. 設計開発の妥当性確認 

(a) 組織は，設計開発の結果の個別業務等要求事項への適合性を確認

するために，設計開発計画に従って，当該設計開発の妥当性確認

（以下「設計開発妥当性確認」という。）を実施する。 

(b) 組織は，機器等の使用又は個別業務の実施に当たり，あらかじ

め，設計開発妥当性確認を完了する。 

(c) 組織は，設計開発妥当性確認の結果の記録及び当該設計開発妥当

性確認の結果に基づき講じた措置に係る記録を作成し，これを管理

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g. 設計開発の変更の管理 

(a) 組織は，設計開発の変更を行った場合においては，当該変更の内

容を識別することができるようにするとともに，当該変更に係る記

録を作成し，これを管理する。 

(b) 組織は，設計開発の変更を行うに当たり，あらかじめ，審査，検

証及び妥当性確認を行い，変更を承認する。 

(c) 組織は，設計開発の変更の審査において，設計開発の変更が発電

用原子炉施設に及ぼす影響の評価（当該発電用原子炉施設を構成す

る材料又は部品に及ぼす影響の評価を含む。）を行う。 

(d) 組織は，(b)の審査，検証及び妥当性確認の結果の記録及びその結

果に基づき講じた措置に係る記録を作成し，これを管理する。 

 

 

 

3.5.5 使用前事業者検査の実施 

使用前事業者検査は，検査要領書の作成，体制の確立を行い実施する。 

(1) 使用前事業者検査の独立性確保 

使用前事業者検査の独立性は，組織的独立を確保して実施する。 

(2) 使用前事業者検査の体制 

使用前事業者検査の体制は，検査要領書で明確にする。 

(3) 使用前事業者検査の検査要領書の作成 

工事を主管する組織の長は，適合性確認対象設備が設工認に記載された仕様及びプ

ロセスのとおりであること，技術基準規則等に適合していることを確認するため 

「3.5.2 使用前事業者検査の計画」で決定した確認方法をもとに，使用前事業者検査

を実施するための検査要領書を作成し，検査を主管する組織の長が承認する。 

実施する検査が代替検査となる場合は，代替による使用前事業者検査の方法を決定

する。 

(4) 使用前事業者検査の実施 

検査実施責任者は，検査要領書に基づき，確立された検査体制のもとで，使用前事

業者検査を実施する。 

 

 
 

3.3.4 設計における変更 

設計を主管する組織の長は，設計の変更が必要となった場合，各設計結果のうち，

影響を受けるものについて必要な設計を実施し，設計結果を必要に応じ修正する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画では，設置許可申請書

（本文十一号）に基づき定めている東海第二発

電所原子炉施設保安規定の品質マネジメントシ

ステム計画に従い設計の変更管理を実施してい

ることから整合している。 
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設置許可申請書（本文（十一号）） 設工認 該当事項 整合性 備 考
(ⅳ) 調達 

a. 調達プロセス 

(a) 組織は，調達する物品又は役務（以下「調達物品等」という。）

が，自ら規定する調達物品等に係る要求事項（以下「調達物品等要

求事項」という。）に適合するようにする。 

 

(b) 組織は，保安活動の重要度に応じて，調達物品等の供給者及び調

達物品等に適用される管理の方法及び程度を定める。この場合にお

いて，一般産業用工業品については，調達物品等の供給者等から必

要な情報を入手し当該一般産業用工業品が調達物品等要求事項に適

合していることを確認できるように，管理の方法及び程度を定め

る。 

 

 

 

 

(c) 組織は，供給者が組織の要求事項に従って調達製品を供給する能

力を判断の根拠として，供給者を評価し，選定する。 

(d) 組織は，調達物品等の供給者の評価及び選定に係る判定基準を定

める。 

(e) 組織は，(c)の評価の結果の記録及び当該評価の結果に基づき講じ

た措置に係る記録を作成し，これを管理する。 

 

(f) 組織は，調達物品等を調達する場合には，個別業務計画におい

て，適切な調達の実施に必要な事項（当該調達物品等の調達後にお

けるこれらの維持又は運用に必要な技術情報（発電用原子炉施設の

保安に係るものに限る。）の取得及び当該情報を他の原子力事業者等

と共有するために必要な措置に関する事項を含む。）を定める｡ 

 

b. 調達物品等要求事項 

(a) 組織は，調達物品等に関する情報に，次に掲げる調達物品等要求

事項のうち，該当するものを含める。 

(a-1) 調達物品等の供給者の業務のプロセス及び設備に係る要求事項 

(a-2) 調達物品等の供給者の要員の力量に係る要求事項 

(a-3) 調達物品等の供給者の品質マネジメントシステムに係る要求事

項 

(a-4) 調達物品等の不適合の報告及び処理に係る要求事項 

(a-5) 調達物品等の供給者が健全な安全文化を育成し，及び維持する

ために必要な要求事項 

(a-6) 一般産業用工業品を機器等に使用するに当たっての評価に必要

な要求事項 

(a-7) その他調達物品等に必要な要求事項 

(b) 組織は，調達物品等要求事項として，組織が調達物品等の供給者

の工場等において使用前事業者検査等その他の個別業務を行う際の

原子力規制委員会の職員による当該工場等への立入りに関すること

を含める。 

(c) 組織は，調達物品等の供給者に対し調達物品等に関する情報を提

供するに当たり，あらかじめ，当該調達物品等要求事項の妥当性を

確認する。 

(d) 組織は，調達物品等を受領する場合には，調達物品等の供給者に

対し，調達物品等要求事項への適合状況を記録した文書を提出させ

る。 

3.6 設工認における調達管理の方法 

設工認で行う調達管理は，保安規定品質マネジメントシステム計画に基づき以下に

示す管理を実施する。 

 

 

 

3.6.3 調達製品の調達管理 

(2) 調達製品の管理 

調達を主管する組織の長は，調達文書で要求した製品が確実に納品されるよう調達

製品が納入されるまでの間，製品に応じた必要な管理を実施する。 

(1) 調達文書の作成 

調達を主管する組織の長は，一般産業用工業品を重要度分類「Ａ」，「Ｂ」の機器等

（ＪＩＳ等の規格適合品の消耗品等は除く。）に使用する場合は，適合性を評価するこ

とを要求する。また，供給先で検査を行う際に原子力規制委員会の職員が同行して工

場等の施設に立ち入る場合があることを供給者へ要求する。 

 

3.6.1 供給者の技術的評価 

契約を主管する組織の長及び調達を主管する組織の長は，供給者が当社の要求事項

に従って調達製品を供給する技術的な能力を判断の根拠として供給者の技術的評価を

実施する。 

 

 

 

3.6.2 供給者の選定 

調達を主管する組織の長は，設工認に必要な調達を行う場合，原子力安全に対する

影響や供給者の実績等を考慮し，「3.2.1 設計及び工事のグレード分けの適用」に示す

重要度に応じてグレード分けを行い管理する。 

 

 

3.6.3 調達製品の調達管理 

業務の実施に際し，原子力安全に及ぼす影響に応じて，調達管理に係るグレード分

けを適用する。 

(1) 調達文書の作成 

調達を主管する組織の長は，業務の内容に応じ，保安規定品質マネジメントシステ

ム計画に示す調達要求事項を含めた調達文書を作成し，供給者の業務実施状況を適切

に管理する。（「(2) 調達製品の管理」参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画では，設置許可申請書

（本文十一号）に基づき定めている東海第二発

電所原子炉施設保安規定の品質マネジメントシ

ステム計画に従い調達管理を実施していること

から整合している。 

 

設計及び工事の計画では，設置許可申請書

（本文十一号）に基づき定めている東海第二発

電所原子炉施設保安規定の品質マネジメントシ

ステム計画に従い調達管理における一般産業用

工業品の管理及び原子力規制委員会の職員が供

給先の工場等への施設への立ち入りがあること

を供給者へ要求していることから整合してい

る。 

 

 

設計及び工事の計画では，設置許可申請書

（本文十一号）に基づき定めている東海第二発

電所原子炉施設保安規定の品質マネジメントシ

ステム計画に従い供給者の評価を実施している

ことから整合している。 

 

 

設計及び工事の計画では，設置許可申請書

（本文十一号）に基づき定めている東海第二発

電所原子炉施設保安規定の品質マネジメントシ

ステム計画に従い供給者を選定していることか

ら整合している。 

 

設計及び工事の計画では，設置許可申請書

（本文十一号）に基づき定めている東海第二発

電所原子炉施設保安規定の品質マネジメントシ

ステム計画に従い調達文書を作成していること

から整合している。 
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設置許可申請書（本文（十一号）） 設工認 該当事項 整合性 備 考
c. 調達物品等の検証 

(a) 組織は，調達物品等が調達物品等要求事項に適合しているように

するために必要な検証の方法を定め，実施する。 

(b) 組織は，調達物品等の供給者の工場等において調達物品等の検証

を実施することとしたときは，当該検証の実施要領及び調達物品等

の供給者からの出荷の可否の決定の方法について調達物品等要求事

項の中で明確に定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ⅴ) 個別業務の管理 

a. 個別業務の管理 

組織は，個別業務計画に基づき，個別業務を次に掲げる事項（当該個

別業務の内容等から該当しないと認められるものを除く。）に適合するよ

うに実施する。 

(a) 発電用原子炉施設の保安のために必要な情報が利用できる体制に

あること。 

(b) 手順書等が必要な時に利用できる体制にあること。 

(c) 当該個別業務に見合う設備を使用していること。 

(d) 監視測定のための設備が利用できる体制にあり，かつ，当該設備

を使用していること。 

(e) (8),(ⅱ),c.に基づき監視測定を実施していること。 

(f) 品質管理に関する事項に基づき，プロセスの次の段階に進むこと

の承認を行っていること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 調達製品の管理 

調達を主管する組織の長は，調達文書で要求した製品が確実に納品されるよう調達

製品が納入されるまでの間，製品に応じた必要な管理を実施する。 

(3) 調達製品の検証 

調達を主管する組織の長は，調達製品が調達要求事項を満たしていることを確実に

するために調達製品の検証を行う。 

調達を主管する組織の長は，供給先で検証を実施する場合，あらかじめ調達文書で

検証の要領及び調達製品のリリースの方法を明確にした上で検証を行う。 

 

3.6.4 調達先品質保証監査 

供給者に対する監査を主管する組織の長は，供給者の品質保証活動及び健全な安全

文化を育成し維持するための活動が適切で，かつ，確実に行われていることを確認す

るために，供給者に対する品質保証監査を実施する。 

 

 

3.4 工事に係る品質管理の方法 

工事を主管する組織の長は，工事段階において，設工認に基づく具体的な設備の設

計（設計3），その結果を反映した設備を導入するために必要な工事を以下のとおり実

施する。 

また，これらの活動を調達する場合は，「3.6 設工認における調達管理の方法」を

適用して実施する。 

 

3.4.2 具体的な設備の設計に基づく工事の実施 

工事を主管する組織の長は，設工認に基づく設備を設置するための工事を，「工事の

方法」に記載された工事の手順並びに「3.6 設工認における調達管理の方法」に従い

実施する。 

 

3.5 使用前事業者検査の方法 

使用前事業者検査は，適合性確認対象設備が設工認に記載された仕様及びプロセス

のとおりであること，技術基準規則等に適合していることを確認するため，保安規定

に基づく使用前事業者検査を計画し，工事を主管する組織からの独立性を確保した検

査体制のもと実施する。 

 

3.5.1 使用前事業者検査での確認事項 

使用前事業者検査は，適合性確認対象設備が設工認に記載された仕様及びプロセス

のとおりであること，技術基準規則等に適合していることを確認するために以下の項

目について検査を実施する。 

①実設備の仕様の適合性確認 

②実施した工事が，「3.4.1 設工認に基づく具体的な設備の設計の実施（設計3）」

及び「3.4.2 具体的な設備の設計に基づく工事の実施」に記載したプロセス並び

に「工事の方法」のとおり行われていること。 

これらの項目のうち，①を表3-3に示す検査として，②を品質マネジメントシステム

に係る検査（以下「ＱＡ検査」という。）として実施する。 

②については，工事全般に対して実施するものであるが，工事を主管する組織が

「3.5.4 主要な耐圧部の溶接部に係る使用前事業者検査の管理」を実施する場合は，

工事を主管する組織が実施する溶接に関するプロセス管理が適切に行われていること

の確認をＱＡ検査に追加する。 

また，ＱＡ検査では上記②に加え，上記①のうち工事を主管する組織が実施する検

査記録の信頼性の確認を行い，設工認に基づく工事の信頼性を確保する。 

 

 

 

設計及び工事の計画では，設置許可申請書

（本文十一号）に基づき定めている東海第二発

電所原子炉施設保安規定の品質マネジメントシ

ステム計画に従い，その他の活動を含む調達製

品の検証を実施していることから整合してい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画では，設置許可申請書

（本文十一号）に基づき定めている東海第二発

電所原子炉施設保安規定の品質マネジメントシ

ステム計画に従い，工事の実施，使用前事業者

検査の計画の策定を業務の管理として実施して

いることから整合している。 
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3.5.2 使用前事業者検査の計画 

検査を主管する組織の長は，適合性確認対象設備が設工認に記載された仕様及びプ

ロセスのとおりであること，技術基準規則等に適合していることを確認するため，使

用前事業者検査を計画する。 

使用前事業者検査は，「工事の方法」に記載された使用前事業者検査の項目及び方法

並びに表3-3に定める要求種別ごとに確認項目，確認視点及び主な検査項目をもとに計

画を策定する。 

適合性確認対象設備のうち，技術基準規則上の措置（運用）に必要な設備について

も使用前事業者検査を計画する。 

個々に実施する使用前事業者検査に加えてプラント運転に影響を及ぼしていないこ

とを総合的に確認するため，定格熱出力一定運転時の主要パラメータを確認すること

による使用前事業者検査（負荷検査）の計画を必要に応じて策定する。 

また，使用前事業者検査の実施に先立ち，設計結果に関する具体的な検査概要及び

判定基準を使用前事業者検査の方法として明確にする。 

 

3.5.3 検査計画の管理 

検査を主管する組織の長は，使用前事業者検査を適切な段階で実施するため，関係

組織と調整の上，検査計画を作成する。 

使用前事業者検査の実施時期及び使用前事業者検査が確実に行われることを適切に

管理する。 

 

3.5.4 主要な耐圧部の溶接部に係る使用前事業者検査の管理 

検査を主管する組織の長は，溶接が特殊工程であることを踏まえ，工程管理等の計

画を策定し，溶接施工工場におけるプロセスの適切性の確認及び監視を行う。 

また，溶接継手に対する要求事項は，溶接部詳細一覧表（溶接方法，溶接材料，溶

接施工法，熱処理条件，検査項目等）により管理し，これに係る関連図書を含め，業

務の実施に当たって必要な図書を管理する。 

 

3.5.5 使用前事業者検査の実施 

使用前事業者検査は，検査要領書の作成，体制の確立を行い実施する。 

(1) 使用前事業者検査の独立性確保 

使用前事業者検査の独立性は，組織的独立を確保して実施する。 

(2) 使用前事業者検査の体制 

使用前事業者検査の体制は，検査要領書で明確にする。 

(3) 使用前事業者検査の検査要領書の作成 

工事を主管する組織の長は，適合性確認対象設備が設工認に記載された仕様及びプ

ロセスのとおりであること，技術基準規則等に適合していることを確認するため

「3.5.2 使用前事業者検査の計画」で決定した確認方法をもとに，使用前事業者検査

を実施するための検査要領書を作成し，検査を主管する組織の長が承認する。 

実施する検査が代替検査となる場合は，代替による使用前事業者検査の方法を決定

する。 

(4) 使用前事業者検査の実施 

検査実施責任者は，検査要領書に基づき，確立された検査体制のもとで，使用前事

業者検査を実施する。 
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b. 個別業務の実施に係るプロセスの妥当性確認 

(a) 組織は，個別業務の実施に係るプロセスについて，それ以降の監

視測定では当該プロセスの結果を検証することができない場合（個

別業務が実施された後にのみ不適合その他の事象が明確になる場合

を含む。）においては，妥当性確認を行う。 

(b) 組織は，(a)のプロセスが個別業務計画に定めた結果を得ることが

できることを，(a)の妥当性確認によって実証する。 

(c) 組織は，妥当性確認を行った場合は，その結果の記録を作成し，

これを管理する。 

(d) 組織は，(a)の妥当性確認の対象とされたプロセスについて，次に

掲げる事項（当該プロセスの内容等から該当しないと認められるも

のを除く。）を明確にする。 

(d-1) 当該プロセスの審査及び承認のための判定基準 

(d-2) 妥当性確認に用いる設備の承認及び要員の力量を確認する方法 

(d-3) 妥当性確認の方法 

 

 

c. 識別管理及びトレーサビリティの確保 

(a) 組織は，個別業務計画及び個別業務の実施に係る全てのプロセス

において，適切な手段により，機器等及び個別業務の状態を識別

し，管理する。 

(b) 組織は，トレーサビリティ（機器等の使用又は個別業務の実施に

係る履歴，適用又は所在を追跡できる状態をいう。）の確保が個別業

務等要求事項である場合においては，機器等又は個別業務を識別

し，これを記録するとともに，当該記録を管理する。 

 

d. 組織の外部の者の物品 

組織は，組織の外部の者の物品を所持している場合においては，必要

に応じ，記録を作成し，これを管理する。 

 

e. 調達物品の管理 

組織は，調達した物品が使用されるまでの間，当該物品を調達物品等

要求事項に適合するように管理（識別表示，取扱い，包装，保管及び保

護を含む。）する。 

 

(ⅵ) 監視測定のための設備の管理 

a. 組織は，機器等又は個別業務の個別業務等要求事項への適合性の実証

に必要な監視測定及び当該監視測定のための設備を明確に定める。 

b. 組織は，a.の監視測定について，実施可能であり，かつ，当該監視測

定に係る要求事項と整合性のとれた方法で実施する。 

c. 組織は，監視測定の結果の妥当性を確保するために，監視測定のため

に必要な設備を，次に掲げる事項に適合するものとする。 

(a) あらかじめ定められた間隔で，又は使用の前に，計量の標準まで

追跡することが可能な方法（当該計量の標準が存在しない場合にあ

っては，校正又は検証の根拠について記録する方法）により校正又

は検証がなされていること。 

(b) 校正の状態が明確になるよう，識別されていること。 

(c) 所要の調整がなされていること。 

 
 

3.7.2 識別管理及びトレーサビリティ 

(2) 機器，弁及び配管等の管理 

工事を主管する組織の長又は検査を主管する組織の長は，機器類，弁及び配管類に

ついて，保安規定品質マネジメントシステム計画に従った管理を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.2 識別管理及びトレーサビリティ 

(1) 測定機器の管理 

工事を主管する組織の長又は検査を主管する組織の長は，保安規定品質マネジメン

トシステム計画に従い，設計及び工事，検査で使用する測定機器について，校正・検

証及び識別等の管理を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画では，設置許可申請書

（本文十一号）に基づき定めている東海第二発

電所原子炉施設保安規定の品質マネジメントシ

ステム計画に従い識別管理を実施していること

から整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画では，設置許可申請書

（本文十一号）に基づき定めている東海第二発

電所原子炉施設保安規定の品質マネジメントシ

ステム計画に従い監視測定のための測定機器の

管理を実施していることから整合している。 
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(d) 監視測定の結果を無効とする操作から保護されていること。 

(e) 取扱い，維持及び保管の間，損傷及び劣化から保護されているこ

と。 

d. 組織は，監視測定のための設備に係る要求事項への不適合が判明した

場合においては，従前の監視測定の結果の妥当性を評価し，これを記録

する。 

e. 組織は，d.の場合において，当該監視測定のための設備及びd.の不適

合により影響を受けた機器等又は個別業務について，適切な措置を講じ

る。 

f. 組織は，監視測定のための設備の校正及び検証の結果の記録を作成

し，これを管理する。 

g. 組織は，監視測定においてソフトウェアを使用することとしたとき

は，その初回の使用に当たり，あらかじめ，当該ソフトウェアが意図し

たとおりに当該監視測定に適用されていることを確認する。 

 

(8) 評価及び改善 

(ⅰ) 監視及び測定 

a. 組織は，監視測定，分析，評価及び改善に係るプロセスを計画し，実

施する。 

b. 組織は，要員がa.の監視測定の結果を利用できるようにする。 

 

(ⅱ) 監視及び測定 

a. 組織の外部の者の意見 

(a) 組織は，監視測定の一環として，原子力の安全の確保に対する組

織の外部の者の意見を把握する。 

(b) 組織は，(a)の意見の把握及び当該意見の反映に係る方法を明確に

定める。 

 

b. 内部監査 

(a) 組織は，品質マネジメントシステムについて，次に掲げる要件へ

の適合性を確認するために，保安活動の重要度に応じて，あらかじ

め定められた間隔で，客観的な評価を行う部門その他の体制により

内部監査を実施する。 

(a-1) 品質管理に関する事項に基づく品質マネジメントシステムに係

る要求事項 

(a-2) 実効性のある実施及び実効性の維持 

(b) 組織は，内部監査の判定基準，監査範囲，頻度，方法及び責任を

定める。 

(c) 組織は，内部監査の対象となり得る部門，個別業務，プロセスそ

の他の領域（以下「領域」という。）の状態及び重要性並びに従前の

監査の結果を考慮して内部監査の対象を選定し，かつ，内部監査の

実施に関する計画（以下「内部監査実施計画」という。）を策定し，

及び実施することにより，内部監査の実効性を維持する。 

(d) 組織は，内部監査を行う要員（以下「内部監査員」という。）の選

定及び内部監査の実施においては，客観性及び公平性を確保する。 

(e) 組織は，内部監査員又は管理者に自らの個別業務又は管理下にあ

る個別業務に関する内部監査をさせない。 

(f) 組織は，内部監査実施計画の策定及び実施並びに内部監査結果の

報告並びに記録の作成及び管理について，その責任及び権限並びに

内部監査に係る要求事項を，手順書等に定める。 

(g) 組織は，内部監査の対象として選定された領域に責任を有する管

理者に内部監査結果を通知する。 
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(h) 組織は，不適合が発見された場合には，(g)の通知を受けた管理者

に，不適合を除去するための措置及び是正処置を遅滞なく講じさせ

るとともに，当該措置の検証を行わせ，その結果を報告させる。 

 

c. プロセスの監視測定 

(a) 組織は，プロセスの監視測定を行う場合においては，当該プロセ

スの監視測定に見合う方法によりこれを行う。 

(b) 組織は，(a)の監視測定の実施に当たり，保安活動の重要度に応じ

て，保安活動指標を用いる。 

(c) 組織は，(a)の方法により，プロセスが(5),(ⅳ),b.(a)及び

(7),(ⅰ),a.の計画に定めた結果を得ることができることを実証す

る。 

(d) 組織は，(a)の監視測定の結果に基づき，保安活動の改善のため

に，必要な措置を講じる。 

(e) 組織は，(5),(ⅳ),b.(a)及び(7),(ⅰ),a.の計画に定めた結果を得

ることができない場合又は当該結果を得ることができないおそれが

ある場合においては，個別業務等要求事項への適合性を確保するた

めに，当該プロセスの問題を特定し，当該問題に対して適切な措置

を講じる。 

 

d. 機器等の検査等 

(a) 組織は，機器等に係る要求事項への適合性を検証するために，個

別業務計画に従って，個別業務の実施に係るプロセスの適切な段階

において，使用前事業者検査等又は自主検査等を実施する。 

(b) 組織は，使用前事業者検査等又は自主検査等の結果に係る記録を

作成し，これを管理する。 

(c) 組織は，プロセスの次の段階に進むことの承認を行った要員を特

定することができる記録を作成し，これを管理する。 

(d) 組織は，個別業務計画に基づく使用前事業者検査等又は自主検査

等を支障なく完了するまでは，プロセスの次の段階に進むことの承

認をしない。ただし，当該承認の権限を持つ要員が，個別業務計画

に定める手順により特に承認をする場合は，この限りでない。 

(e) 組織は，保安活動の重要度に応じて，使用前事業者検査等の独立

性（使用前事業者検査等を実施する要員をその対象となる機器等を

所管する部門に属する要員と部門を異にする要員とすることその他

の方法により，使用前事業者検査等の中立性及び信頼性が損なわれ

ないことをいう。）を確保する。 

(f) 組織は，保安活動の重要度に応じて，自主検査等の独立性（自主

検査等を実施する要員をその対象となる機器等を所管する部門に属

する要員と必要に応じて部門を異にする要員とすることその他の方

法により，自主検査等の中立性及び信頼性が損なわれないことをい

う。）を確保する。 

 

 

(ⅲ) 不適合の管理 

a. 組織は，個別業務等要求事項に適合しない機器等が使用され，又は個

別業務が実施されることがないよう，当該機器等又は個別業務を特定

し，これを管理する。 

b. 組織は，不適合の処理に係る管理並びにそれに関連する責任及び権限

を手順書等に定める。 

c. 組織は，次に掲げる方法のいずれかにより，不適合を処理する。 

(a) 発見された不適合を除去するための措置を講ずること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.5 使用前事業者検査の実施 

使用前事業者検査は，検査要領書の作成，体制の確立を行い実施する。 

(1) 使用前事業者検査の独立性確保 

使用前事業者検査の独立性は，組織的独立を確保して実施する。 

(2) 使用前事業者検査の体制 

使用前事業者検査の体制は，検査要領書で明確にする。 

(3) 使用前事業者検査の検査要領書の作成 

工事を主管する組織の長は，適合性確認対象設備が設工認に記載された仕様及びプ

ロセスのとおりであること，技術基準規則等に適合していることを確認するため

「3.5.2 使用前事業者検査の計画」で決定した確認方法をもとに，使用前事業者検査

を実施するための検査要領書を作成し，検査を主管する組織の長が承認する。 

実施する検査が代替検査となる場合は，代替による使用前事業者検査の方法を決定

する。 

(4) 使用前事業者検査の実施 

検査実施責任者は，検査要領書に基づき，確立された検査体制のもとで，使用前事

業者検査を実施する。 

 

3.5 使用前事業者検査の方法 

使用前事業者検査は，適合性確認対象設備が設工認に記載された仕様及びプロセス

のとおりであること，技術基準規則等に適合していることを確認するため，保安規定

に基づく使用前事業者検査を計画し，工事を主管する組織からの独立性を確保した検

査体制のもと実施する。 

 

 

3.8 不適合管理 

設工認に基づく設計，工事及び検査において発生した不適合については，保安規定

品質マネジメントシステム計画に基づき処置を行う。 
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電所原子炉施設保安規定の品質マネジメントシ
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いることから整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画では，設置許可申請書

（本文十一号）に基づき定めている東海第二発

電所原子炉施設保安規定の品質マネジメントシ

ステム計画に従い不適合管理を実施しているこ

とから整合している。 
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(b) 不適合について，あらかじめ定められた手順により原子力の安全

に及ぼす影響について評価し，機器等の使用又は個別業務の実施に

ついての承認を行うこと（以下「特別採用」という。）。 

(c) 機器等の使用又は個別業務の実施ができないようにするための措

置を講ずること。 

(d) 機器等の使用又は個別業務の実施後に発見した不適合について

は，その不適合による影響又は起こり得る影響に応じて適切な措置

を講ずること。 

d. 組織は，不適合の内容の記録及び当該不適合に対して講じた措置（特

別採用を含む。）に係る記録を作成し，これを管理する。 

e. 組織は，c.(a)の措置を講じた場合においては，個別業務等要求事項へ

の適合性を実証するための検証を行う。 

 

(ⅳ) データの分析及び評価 

a. 組織は，品質マネジメントシステムが実効性のあるものであることを

実証するため，及び当該品質マネジメントシステムの実効性の改善の必

要性を評価するために，適切なデータ（監視測定の結果から得られたデ

ータ及びそれ以外の関連情報源からのデータを含む。）を明確にし，収集

し，及び分析する。 

b. 組織は，a.のデータの分析及びこれに基づく評価を行い，次に掲げる

事項に係る情報を得る。 

(a) 組織の外部の者からの意見の傾向及び特徴その他分析により得ら

れる知見 

(b) 個別業務等要求事項への適合性 

(c) 機器等及びプロセスの特性及び傾向（是正処置を行う端緒となる

ものを含む。） 

(d) 調達物品等の供給者の供給能力 

 

(ⅴ) 改善 

a. 継続的な改善 

組織は，品質マネジメントシステムの継続的な改善を行うために，品

質方針及び品質目標の設定，マネジメントレビュー及び内部監査の結果

の活用，データの分析並びに是正処置及び未然防止処置の評価を通じて

改善が必要な事項を明確にするとともに，当該改善の実施その他の措置

を講じる。 

 

 

b. 是正処置等 

(a) 組織は，個々の不適合その他の事象が原子力の安全に及ぼす影響

に応じて，次に掲げるところにより，速やかに適切な是正処置を講

じる。 

(a-1) 是正処置を講ずる必要性について次に掲げる手順により評価を

行う。 

(a-1-1) 不適合その他の事象の分析及び当該不適合の原因の明確化 

(a-1-2) 類似の不適合その他の事象の有無又は当該類似の不適合その

他の事象が発生する可能性の明確化 

(a-2) 必要な是正処置を明確にし，実施する。 

(a-3) 講じた全ての是正処置の実効性の評価を行う。 

(a-4) 必要に応じ，計画において決定した保安活動の改善のために講

じた措置を変更する。 

(a-5) 必要に応じ，品質マネジメントシステムを変更する。 

(a-6) 原子力の安全に及ぼす影響の程度が大きい不適合に関して，根
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本的な原因を究明するために行う分析の手順を確立し，実施す

る。 

(a-7) 講じた全ての是正処置及びその結果の記録を作成し，これを管

理する。 

(b) 組織は，(a)に掲げる事項について，手順書等に定める。 

(c) 組織は，手順書等に基づき，複数の不適合その他の事象に係る情

報から類似する事象に係る情報を抽出し，その分析を行い，当該類

似の事象に共通する原因を明確にした上で，適切な措置を講じる。 

 

c. 未然防止処置 

(a) 組織は，原子力施設その他の施設の運転経験等の知見を収集し，

自らの組織で起こり得る不適合の重要性に応じて，次に掲げるとこ

ろにより，適切な未然防止処置を講じる。 

(a-1) 起こり得る不適合及びその原因について調査する。 

(a-2) 未然防止処置を講ずる必要性について評価する。 

(a-3) 必要な未然防止処置を明確にし，実施する。 

(a-4) 講じた全ての未然防止処置の実効性の評価を行う。 

(a-5) 講じた全ての未然防止処置及びその結果の記録を作成し，これ

を管理する。 

(b) 組織は，(a)に掲げる事項について，手順書等に定める。 
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1. 概要 

本資料は，設計及び工事の計画（以下「設工認」という。）の「設計及び工事に係る品質マネ

ジメントシステム」（以下「設工認品質管理計画」という。）に基づき，設計に係る品質管理の

方法で行った管理の実績又は行おうとしている管理の計画，並びに，工事及び検査に係る品質管

理の方法，組織等についての具体的な計画を記載する。 

 

2. 基本方針 

本資料では，設工認における「設計に係る品質管理の方法により行った管理の実績又は行おう

としている管理の計画」及び「工事に係る品質管理の方法，組織等についての具体的な計画」等

を以下のとおり説明する。 

  

(1) 設計に係る品質管理の方法により行った管理の実績又は行おうとしている管理の計画 

「設計に係る品質管理の方法により行った管理の実績又は行おうとしている管理の計画」

として，以下に示す2つの段階を経て実施した設計の管理の方法を「3. 設工認における設計，

工事及び検査に係る品質管理の方法等」に記載する。 

具体的には，組織について「3.1 設計，工事及び検査に係る組織（組織内外の相互関係及

び情報伝達含む。）」に，実施する各段階について「3.2 設工認における設計，工事及び検

査の各段階とその審査」に，品質管理の方法について「3.3 設計に係る品質管理の方法」に，

調達管理の方法について「3.6 設工認における調達管理の方法」に，文書管理，識別管理及

びトレーサビリティについて「3.7 記録，識別管理，トレーサビリティ」に記載する。 

また，これらの方法により行った管理の具体的な実績を，様式－1「本設工認に係る設計の

実績，工事及び検査の計画（例）」（以下「様式－1」という。）に取りまとめる。 

a. 「実用発電用原子炉の設置，運転等に関する規則（昭和53年12月28日通商産業省令第

77号）」（以下「実用炉規則」という。）の別表第二対象の設備のうち，設工認対象

設備に対する技術基準規則の条文ごとの基本設計方針の作成 

b. 前項a.で作成した条文ごとの基本設計方針をもとに，実用炉規則の別表第二に示され

た事項に対して必要な設計を含む技術基準規則等への適合に必要な設備の設計（作成

した条文ごとの基本設計方針に対し，工事を継続又は完了している設備の設計実績等

を用いた技術基準規則等への適合に必要な設備の設計を含む。） 

これらの設計に係る記載事項には，設計の要求事項として明確にしている事項及びその審

査に関する事項，設計の体制として組織内外の相互関係，設計開発の各段階における審査等に

関する事項並びに外部の者との情報伝達に関する事項等を含めて記載する。 

 

(2) 工事及び検査に係る品質管理の方法，組織等についての具体的な計画 

「工事及び検査に係る品質管理の方法，組織等についての具体的な計画」として，設工認申

請（届出）時点で設置されている設備，工事を継続又は完了している設備を含めた設工認対象

設備の工事及び検査に係る品質管理の方法を「3. 設工認における設計，工事及び検査に係る

品質管理の方法等」に記載する。 

具体的には，組織について「3.1 設計，工事及び検査に係る組織（組織内外の相互関係及



 

2 

 

び情報伝達含む。）」に，実施する各段階について「3.2 設工認における設計，工事及び検

査の各段階とその審査」に，品質管理の方法について「3.4 工事に係る品質管理の方法」及

び「3.5 使用前事業者検査の方法」に，調達管理の方法について「3.6 設工認における調達

管理の方法」に，文書管理，識別管理及びトレーサビリティについて「3.7 記録，識別管理，

トレーサビリティ」に，不適合管理の方法について「3.8 不適合管理」に記載する。 

また，これらの工事及び検査に係る品質管理の方法，組織等についての具体的な計画を，様

式－1に取りまとめる。 

工事及び検査に係る記載事項には，工事及び検査に係る要求事項として明確にする事項及

びその審査に関する事項，工事及び検査の体制として組織内外の相互関係（使用前事業者検査

の独立性，資源管理及び物品の状態保持に関する事項を含む。），工事及び検査に必要なプロ

セスを踏まえた全体の工程及び各段階における監視測定，妥当性確認及び検査等に関する事

項（記録，識別管理，トレーサビリティ等に関する事項を含む。）並びに組織の外部の者との

情報伝達に関する事項等を含めて記載する。 

 

(3) 設工認対象設備の施設管理 

適合性確認対象設備は，必要な機能・性能を発揮できる状態に維持されていることが不可欠

であり，その維持の管理の方法について「4. 適合性確認対象設備の施設管理」で記載する。 

 

(4) 設工認で記載する設計，工事及び検査以外の品質保証活動 

設工認に必要な設計，工事及び検査は，設工認品質管理計画に基づく品質マネジメントシス

テム体制のもとで実施するため，(1)～(3)に関する事項以外の責任と権限，原子力安全の重視，

必要な要員の力量管理を含む資源の管理及び不適合管理を含む評価及び改善については，「東

海第二発電所原子炉施設保安規定」（以下「保安規定」という。）の品質マネジメントシステ

ム計画（以下「保安規定品質マネジメントシステム計画」という。）に従った管理を実施する。 

また，当社の品質保証活動は，健全な安全文化を育成し及び維持するための活動と一体とな

った活動を実施している。 

 

3. 設工認における設計，工事及び検査に係る品質管理の方法等 

設工認における設計，工事及び検査に係る品質管理は，保安規定品質マネジメントシステム計

画に基づき実施する。 

以下に，設計，工事及び検査，調達管理等のプロセスを示す。 

 

3.1 設計，工事及び検査に係る組織（組織内外の相互関係及び情報伝達含む。） 

設工認に基づく設計，工事及び検査は，保安規定品質マネジメントシステム計画の「5.5.1 

責任及び権限」に従い，本店組織及び発電所組織に係る体制で実施する。 

また，設計（「3.3 設計に係る品質管理の方法」），工事（「3.4 工事に係る品質管理の

方法」），検査（「3.5 使用前事業者検査の方法」）並びに調達（「3.6 設工認における調

達管理の方法」）の各プロセスを主管する組織を表3-1に示す。 

表 3-1 に示す各プロセスを主管する組織の長は，担当する設備に関する設計，工事及び検
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査，調達について，責任及び権限を持つ。 

各主任技術者は，それぞれの職務に応じた監督を行うとともに，相互の職務について適宜情

報提供を行い，意志疎通を図る。 

設計から工事への設計結果の伝達，当社から供給者への情報伝達等，組織内外又は組織間の

情報伝達について，設工認に従い確実に実施する。 

     

3.1.1 設計に係る組織 

設工認に基づく設計は，表3-1に示す組織のうち，「3.3 設計に係る品質管理の方法」

に係る組織が設計を主管する組織として実施する。 

また，設工認に基づき実施した施設ごとの具体的な体制について，設工認に示す設計の

段階ごとに様式－1に取りまとめる。 

 

3.1.2 工事及び検査に係る組織 

設工認に基づく工事は，表3-1に示す組織のうち，「3.4 工事に係る品質管理の方法」

に係る組織が工事を主管する組織として実施する。 

設工認に基づく検査は，表3-1に示す組織のうち，「3.5 使用前事業者検査の方法」に

係る組織が検査を主管する組織として実施する。 

また，設工認に基づき実施した施設ごとの具体的な体制について，設工認に示す工事及

び検査の段階ごとに様式－1に取りまとめる。 

 

3.1.3 調達に係る組織 

設工認に基づく調達は，表3-1に示す組織のうち，「3.6 設工認における調達管理の方

法」に係る組織が調達を主管する組織として実施する 

また，設工認に基づき実施した施設ごとの具体的な体制について，設工認に示す設計，

工事及び検査の段階ごとに様式－1に取りまとめる。 
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表3-1 設計，工事及び検査の実施の体制 

プロセス 主管組織 

3.3 設計に係る品質管理の方法 

東海第二発電所 各グループ 

本店 発電管理室 

本店 開発計画室 

3.4 

3.5 

工事に係る品質管理の方法 

使用前事業者検査の方法 

東海第二発電所 各グループ 

本店 発電管理室 

本店 開発計画室 

3.6 設工認における調達管理の方法 

東海第二発電所 各グループ 

本店 発電管理室 

本店 開発計画室 

本店 資材燃料室 
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3.2 設工認における設計，工事及び検査の各段階とその審査 

3.2.1 設計及び工事のグレード分けの適用 

設工認における設計は，設工認申請（届出）時点で設置されている設備を含めた設工認

対象設備に対し，設工認品質管理計画の「表3-2 設工認における設計，工事及び検査の各

段階」に従って技術基準規則等の要求事項への適合性を確保するために実施する工事の設

計である。 

この設計は，設工認品質管理計画「3.2.1 設計及び工事のグレード分けの適用」（添付

1「当社におけるグレード分けの考え方」参照）に示すグレード分けに従い管理を実施する。 

 

3.2.2 設計，工事及び検査の各段階とその審査 

設工認における設計，工事及び検査の各段階と保安規定品質マネジメントシステム計画

との関係を表3-2に示す。 

また，適合性確認に必要な作業と検査の繋がりを図3-1に示す。 

なお，実用炉規則別表第二対象設備のうち，設工認申請（届出）が不要な工事を行う場

合は，設工認品質管理計画のうち，必要な事項を適用して設計，工事及び検査を実施し，

設工認に記載された仕様及びプロセスのとおりであること，技術基準規則等に適合してい

ることを確認する。 

設計を主管する組織の長又は工事を主管する組織の長並びに検査を主管する組織の長は，

表3-2に示す「保安規定品質マネジメントシステム計画の対応項目」ごとのアウトプットに

対する審査（以下「レビュー」という。）を実施するとともに，記録を管理する。 

なお，設計の各段階におけるレビューについては，表3-1に示す設計及び工事を主管する

組織の中で当該設備の設計に関する専門家を含めて実施する。 

設工認のうち，主要な耐圧部の溶接部に対する必要な検査は，「3.3 設計に係る品質管

理の方法」，「3.4 工事に係る品質管理の方法」，「3.5 使用前事業者検査の方法」及び「3.6 

設工認における調達管理の方法」に示す管理（表3-2における「3.3.3(1) 基本設計方針の

作成（設計1）」～「3.6 設工認における調達管理の方法」）のうち，必要な事項を適用し

て設計，工事及び検査を実施し，設工認に記載された仕様及びプロセスのとおりであるこ

と，技術基準規則等に適合していることを使用前事業者検査により確認する。 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＊：基準適合性を確保するための設計結果と適合性確認状況一覧表 
 
 
 
 
 
 

 
図3-1 適合性確認に必要な作業と検査の繋がり

設工認 

添付書類 

要求事項 

実用炉規則  （第五条）             （第九条） 

設置許可基準規則 技術基準規則 

発電用原子炉設置変更許可申請書（本文）

工事計画本文・工事計画以外 

要目表 基本設計方針 品質管理計画 

設備別記載事項の設定根拠に

関する説明書 

強度に関する説明書 

設計及び工事に係る品質マネジ

メントシステムに関する説明書

安全設備及び重大事故等対処設備が使用され

る条件の下における健全性に関する説明書

各条文への適合性を確保するための設計 

各条文の対応に必

要な適合性確認対

象設備の選定 

基本設計方針 
の作成 

（設計段階の適合性を

保証するための手段）

確認図書，最終図書

現場確認結果 

(ウォークダウン)

業務報告書

既工認

設
計
の
妥
当
性
を
示
す
記
録 

設計結果に対する適合性確認 

適合性を確認するために 
実施する検査方法の決定＊ 

使用前事業者検査 
（適合性確認対象設備が設工認に記載

された仕様及びプロセスのとおりであ

ること，技術基準に適合していること

を確認するため，「適合性を確認する

ために実施する検査方法の決定」で決

定した結果に基づき行う検査） 

適合性確認対象設備の各条文への 
適合性を確保するための設計＊ 

（工事段階の適合性を

保証するための 
記録の収集） 

確認図書，最終図書

現場確認結果 

(ウォークダウン)

検査記録 
（定期事業者検査，

自主検査， 
定期試験等）

工
事
段
階
の
適
合
性
確
認
に
用
い
る
記
録
と
そ
の
品
質

（
過
去
に
作
成
さ
れ
た
記
録
の
品
質
を
含
む
） 

設備図書

設備図書

○○施設 
基本設計方針 

 

～に対する十分な支持力を有する地盤に設置する。 

 

～

関連条文 〇〇条 ～

設
備
区
分 

機
器
区
分 

関
連
条
文 

要求種別 評価要求 ～

機器名称 

設工認設計結果 

（上段：要目表／設計方針）

（下段：記録等） 

設備の具体的 

設計結果 

（上段：設計結果）

（下段：記録等） 

確認方法 ～

～
設
備 

ポ
ン
プ 

○
○
条 ○○ポンプ 

設置許可で確認した地盤上

の○○建屋内に設置 
同左 

据付検査 

… 

… 

～

～

工事の方法 

6
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表 3-2 設工認における設計，工事及び検査の各段階 

各段階 
保安規定品質マネジメ
ントシステム計画の対

応項目 
概 要 

設
計 

3.3 
設 計 に 係 る 品 質 管 理
の方法 

7.3.1 
設計開発計画 

適合性を確保するために必要
な設計を実施するための計画

3.3.1 
適 合 性 確 認 対 象 設 備
に 対 す る 要 求 事 項 の
明確化 

7.3.2 
設計開発に用いる情報 

設計に必要な技術基準規則等
の要求事項の明確化 

3.3.2 
各 条 文 の 対 応 に 必 要
な 適 合 性 確 認 対 象 設
備の選定 

技術基準規則等に対応するた
めの設備・運用の抽出 

3.3.3(1) 
※ 

基 本 設 計 方 針 の 作 成
（設計 1） 

7.3.3 
設計開 発の結 果に 係る
情報 

要求事項を満足する基本設計
方針の作成 

3.3.3(2) 
※ 

適 合 性 確 認 対 象 設 備
の 各 条 文 へ の 適 合 性
を 確 保 す る た め の 設
計（設計 2） 

7.3.3 
設計開 発の結 果に 係る
情報 

適合性確認対象設備に必要な
設計の実施 

3.3.3(4) 
設 計 の ア ウ ト プ ッ ト
に対する検証 

7.3.5 
設計開発の検証 

基準適合性を確保するための
設計の妥当性のチェック 

3.3.4 
※ 

設計における変更 7.3.7 
設計開発の変更の管理 

設計対象の追加や変更時の対
応 

工
事
及
び
検
査 

3.4.1 
※ 

設 工 認 に 基 づ く 具 体
的 な 設 備 の 設 計 の 実
施（設計 3） 

7.3.3 
設計開 発の結 果に 係る
情報 
7.3.5 
設計開発の検証 

設工認を実現するための具体
的な設計 

3.4.2 
具 体 的 な 設 備 の 設 計
に基づく工事の実施 

― 
適合性確認対象設備の工事の
実施 

3.5.1 

使 用 前 事 業 者 検 査 で
の確認事項 

― 

適合性確認対象設備が設工認
に記載された仕様及びプロセ
スのとおりであること，技術
基準等の要求事項に適合して
いることを確認 

3.5.2 

使 用 前 事 業 者 検 査 の
計画 

― 

適合性確認対象設備が設工認
に記載された仕様及びプロセ
スのとおりであること，技術
基準等の要求事項に適合して
いることを確認する計画と方
法の決定 

3.5.3 
検査計画の管理 

― 
使用前事業者検査を実施する
際の工程管理 

3.5.4 
主 要 な 耐 圧 部 の 溶 接
部 に 係 る 使 用 前 事 業
者検査の管理 

― 
主要な耐圧部の溶接部に係る
使用前事業者検査を実施する
際のプロセスの管理 

3.5.5 

使 用 前 事 業 者 検 査 の
実施 

7.3.6 
設計開発の妥当性確認 
8.2.4  
機器等の検査等 

適合性確認対象設備が設工認
に記載された仕様及びプロセ
スのとおりであること，技術
基準等の要求事項に適合して
いることを確認 

調
達

3.6 
設 工 認 に お け る 調 達
管理の方法 

7.4 調達 
8.2.4 
機器等の検査等 

適合性確認に必要な，継続中
工事及び追加工事の検査を含
めた調達管理 

※：「3.2.2 設計，工事及び検査の各段階とその審査」で述べている「設計の各段階

におけるレビュー」の各段階を示す。 
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3.3  設計に係る品質管理の方法 

設計を主管する組織の長は，設工認における技術基準規則等への適合性を確保する

ための設計として，「要求事項の明確化」，「適合性確認対象設備の選定」，「基本

設計方針の作成」，「適合性を確保するための設計」及び「設計のアウトプットに対

する検証」の各段階を実施する。 

以下にそれぞれの活動内容を示す。 

    

3.3.1 適合性確認対象設備に対する要求事項の明確化 

設計を主管する組織の長は，以下の事項により，設工認に必要な要求事項を明

確にする。 

・「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置，構造及び設備の基準に関す

る規則（平成25年原子力規制委員会規則第5号）」（以下「設置許可基準規

則」という。）への適合性を示す「東海第二発電所発電用原子炉設置変更

許可申請書」（以下「設置変更許可申請書」という。） 

・技術基準規則 

また，必要に応じて以下を参照する。 

・許可された設置変更許可申請書の添付書類 

・設置許可基準規則の解釈 

・技術基準規則の解釈 

    

3.3.2 各条文の対応に必要な適合性確認対象設備の選定 

設計を主管する組織の長は，適合性確認対象設備に対する技術基準規則等への

適合性を確保するため，設置変更許可申請書に記載されている設備及び技術基準

規則等への対応に必要な設備（運用を含む。）を，実際に使用する際の系統又は

構成で必要となる設備を含めた適合性確認対象設備として以下に従って抽出する。 

適合性確認対象設備を明確にするため，設工認に関連する工事において追加・

変更となる設備・運用のうち，設工認の対象となる設備・運用を，要求事項への

適合性を確保するために実際に使用する際の系統・構成で必要となる設備・運用

を考慮しつつ図3-2に示すフローに基づき抽出する。 

抽出した結果を様式－2（1／2）～（2／2）「設備リスト（例）」（以下「様式

－2」という。）の該当する条文の設備等欄に整理するとともに，設備／運用，既

設／新設，要求事項に対して必須の設備・運用の有無，実用炉規則別表第二の記

載対象設備に該当の有無，既工認での記載の有無，実用炉規則別表第二に関連す

る施設区分／設備区分及び設置変更許可申請書添付八主要設備記載の有無を明確

にする。 
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図3-2 適合性確認対象設備の抽出について 

 
  

要求事項を満足するために

必要な機能か  

実用発電用原子炉  
及びその附属施設  

「実用発電用原子炉及びその附

属施設の技術基準に関する規

則」への適合要求  

「実用発電用原子炉及びその附

属施設の位置，構造及び設備の

基準に関する規則」への適合要

求  

適合性確認対象設備  
（設工認の対象となる設備）  

自主対策設備等  
（施設管理等により自主的に管理する設備）  

いいえ  

はい  
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3.3.3  設工認における設計及び設計のアウトプットに対する検証 

設計を主管する組織の長は，適合性確認対象設備の技術基準規則等への適合性

を確保するための設計を以下のとおり実施する。 

・「設計1」として，技術基準規則等の適合性確認対象設備に必要な要求事項

をもとに，必要な設計を漏れなく実施するための基本設計方針を明確にす

る。 

・「設計2」として，「設計1」の結果を用いて適合性確認対象設備に必要な

詳細設計を実施する。 

・「設計1」及び「設計2」の結果を用いて，設工認に必要な書類等を作成す

る。 

・「設計のアウトプットに対する検証」として，「設計1」及び「設計2」の

結果について，検証を実施する。 

これらの具体的な活動を以下のとおり実施する。 

       

(1)  基本設計方針の作成（設計1） 

設計を主管する組織の長は，様式－2で整理した適合性確認対象設備に対する

詳細設計を「設計2」で実施するのに先立ち，技術基準規則等の適合性確認対象設

備に必要な要求事項に対する設計を漏れなく実施するために，以下により適合性

確認対象設備ごとに適用される技術基準規則の条項号を明確にするとともに，技

術基準規則の条文ごとに各条文に関連する要求事項を用いて設計項目を明確にし

た基本設計方針を作成する。 

a. 適合性確認対象設備と適用条文の整理 

設計を主管する組織の長は，適合性確認対象設備の技術基準規則等への適合

に必要な設計を確実に実施するため，以下により，適合性確認対象設備ごとに

適用される技術基準規則の条文を明確にする。 

(a) 技術基準規則の条文ごとに各施設との関係を明確にし，明確にした結果と

その理由を，様式－3「技術基準規則の各条文と各施設における適用要否の考

え方（例）」（以下「様式－3」という。）の「適用要否判断」欄及び「理由」

欄に取りまとめる。 

(b) 様式－3に取りまとめた結果を，様式－4（1／2）～（2／2）「施設と条文

の対比一覧表（例）」（以下「様式－4」という。）の該当箇所の星取りにて

取りまとめることにより，施設ごとに適用される技術基準規則の条文を明確

にする。 

(c) 様式－2で明確にした適合性確認対象設備を実用炉規則別表第二の設備区

分ごとに，様式－5「設工認添付書類星取表（例）」（以下「様式－5」とい

う。）で機器として整理する。 
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また，様式－4で取りまとめた結果を用いて，設備ごとに適用される技術基

準規則の条番号を明確にし，技術基準規則の各条番号と設工認との関連性を

含めて，様式－5で整理する。 

b.  技術基準規則条文ごとの基本設計方針の作成 

設計を主管する組織の長は，以下により，技術基準規則等の適合性確認対象

設備に必要な要求事項を具体化し，漏れなく適用していくための基本設計方針

を技術基準規則の条文ごとに作成する。 

なお，基本設計方針の作成に当たっての統一的な考え方を添付2「技術基準規

則ごとの基本設計方針の作成に当たっての基本的な考え方」に示す。 

(a) 様式－7「要求事項との対比表（例）」（以下「様式－7」という。）に，

基本設計方針の作成に必要な情報として，技術基準規則の各条文及びその解

釈，並びに関係する設置変更許可申請書本文及びその添付書類に記載されて

いる内容を原文のまま引用し，その内容を確認しながら，設計すべき項目を

基本設計方針として漏れなく作成する。 

(b) 基本設計方針の作成にあわせて，基本設計方針として記載する事項及びそ

れらの設工認申請書の添付書類作成の考え方（理由），基本設計方針として

記載しない場合の考え方，並びに詳細な検討が必要な事項として含めるべき

実用炉規則別表第二に示された添付書類との関係を明確にし，それらを様式

－6「各条文の設計の考え方（例）」（以下「様式－6」という。）に取りま

とめる。 

(c) (a)及び(b)で作成した条文ごとの基本設計方針を整理した様式－7及び基

本設計方針作成時の考え方を整理した様式－6，並びに各施設に適用される

技術基準規則の条文を明確にした様式－4を用いて，施設ごとの基本設計方

針を作成する。 

(d) 作成した基本設計方針をもとに，抽出した適合性確認対象設備に対する耐

震重要度分類，機器クラス，兼用する際の登録の考え方及び当該適合性確認

対象設備に必要な設工認の添付書類との関連性を様式－5で明確にする。 

 

(2) 適合性確認対象設備の各条文への適合性を確保するための設計（設計2） 

設計を主管する組織の長は，様式－2で整理した適合性確認対象設備に対し，変

更があった要求事項への適合性を確保するための詳細設計を，「設計1」の結果を

用いて実施する。          

a. 基本設計方針の整理 

設計を主管する組織の長は，基本設計方針（「3.3.3(1) 基本設計方針の作

成（設計1）」参照）に基づく設計の実施に先立ち，基本設計方針に従った設計

を漏れなく実施するため，基本設計方針の内容を以下の流れで分類し，技術基
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準規則等への適合性の確保が必要な要求事項を整理する。 

(a) 条文ごとに作成した基本設計方針を設計項目となるまとまりごとに整理す

る。 

(b) 整理した設計方針を分類するためのキーワードを抽出する。 

(c) 抽出したキーワードをもとに要求事項を表3-3に示す要求種別に分類する。 

(d) 分類した結果を，設計項目となるまとまりごとに，様式－8「基準適合性を

確保するための設計結果と適合性確認状況一覧表（例）」（以下「様式－8」

という。）の「基本設計方針」欄に整理する。 

(e) 設工認の設計に不要な以下の基本設計方針を，様式－8の該当する基本設

計方針に網掛けすることにより区別し，設計が必要な要求事項に変更があっ

た条文に対応した基本設計方針を明確にする。 

・定義（基本設計方針で使用されている用語の説明） 

・冒頭宣言（設計項目となるまとまりごとの概要を示し，冒頭宣言以降

の基本設計方針で具体的な設計項目が示されているもの） 

・規制要求に変更のない既設設備に適用される基本設計方針（既設設備

のうち，過去に当該要求事項に対応するための設計が行われており，

様式－4及び様式－5で従来の技術基準規則から変更がないとした条

文に対応した基本設計方針） 

・適合性確認対象設備に適用されない基本設計方針（当該適合性確認対

象設備に適用されず，設計が不要となる基本設計方針） 

b. 適合性確認対象設備の各条文への適合性を確保するための設計（対象設備の

仕様を含む。） 

設計を主管する組織の長は，適合性確認対象設備を技術基準規則等に適合し

たものとするために，以下により，必要な詳細設計を実施する。 

また，具体的な設計の流れを図3-3に示す。           

(a) 表3-3に示す「要求種別」ごとの「主な設計事項」に示す内容について，

「3.7.1 文書及び記録の管理」で管理されている設備図書等の記録をイン

プットとして，基本設計方針に対し，適合性確認対象設備が技術基準規則等

への必要な設計要求事項の適合性を確保するために必要な詳細設計の方針

（要求機能，性能目標，防護方針等を含む。）を定めるための設計を実施す

る。 

 (b) 様式－6で明確にした，詳細な検討を必要とした事項を含めて詳細設計を

実施するとともに，以下に該当する場合は，その内容に従った詳細設計を実

施する。              

イ. 評価を行う場合 

詳細設計として評価（解析を含む。）を実施する場合は，基本設計方針
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をもとに詳細な評価方針及び評価方法を定めた上で，評価を実施する。 

また，評価の実施において，解析を行う場合は，「3.3.3(3) 詳細設計

の品質を確保する上で重要な活動の管理」に基づく管理により品質を確保

する。 

ロ. 複数の機能を兼用する設備の設計を行う場合 

複数の機能（施設間を含む。）を兼用する設備の設計を行う場合は，兼

用する全ての機能を踏まえた設計を確実に実施するため，組織間の情報伝

達を確実に実施し，兼用する機能ごとの系統構成を把握し，兼用する機能

を集約した上で，兼用する全ての機能を満たすよう設計を実施する。 

ハ. 設備設計を他設備の設計に含めて設計を行う場合 

設備設計を他設備の設計に含めて設計を行う場合は，設計が行われるこ

とを確実にするために，組織間の情報伝達を確実に実施し，設計をまとめ

て実施する側で複数の対象を考慮した設計を実施したのち，設計を委ねた

側においても，その設計結果を確認する。 

ニ.  東海発電所と共用する設備の設計を行う場合 

東海発電所と共用する設備の設計を行う場合は，設計が確実に行われる

ことを確実にするため，組織間の情報伝達を確実に実施し，発電所ごとの

設計範囲を明確にし，必要な設計が確実に行われるよう管理する。 

上記イ.～ニ.の場合において，設計の妥当性を検証し，詳細設計方針を満

たすことを確認するために検査を実施しなければならない場合は，条件及び

方法を定めた上で実施する。 

また，これらの設計として実施したプロセスを様式－1に取りまとめるとと

もに，設計結果を様式－8の「設工認設計結果（要目表／設計方針）」欄に整

理する。 

(c) 表3-3に示す要求種別のうち「運用要求」に分類された基本設計方針につい

ては，設計を主管する組織の長にて，保安規定に必要な対応を取りまとめる。 
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表3-3 要求種別ごとの適合性の確保に必要となる主な設計事項と 
その妥当性を示すための記録との関係 

要求種別 主な設計事項 
設計方針の妥当性を 

示す記録 

設備 

設置要求 
目的とする機
能・性能を有す
る設備の選定 

目的とする機能・性能
を有する設備の選定 
配置設計 

・設計資料 
・設備図書（図面，構造

図，仕様書） 
     等

設計
要求

機能
要求

目的とする機
能・性能を実際
に発揮させるた
めに必要な具体
的な系統構成・
設備構成 

設置変更許可申請書の
記載をもとにした，実
際に使用する系統構
成・設備構成の決定 

・設計資料 
・系統図 
・設備図書（図面，構造

図，仕様書）    
等

目的とする機
能・性能を実際
に発揮させるた
めに必要な設備
の具体的な仕様 

仕様設計 
構造設計 
強度設計 
（クラスに応じて） 

・設計資料 
・設備図書（図面，構造

図，仕様書） 
・インターロック線図 
・算出根拠（計算式等）
・カタログ     等

評価
要求

対象設備が目的
とする機能・性
能を持つことを
示すための方法
とそれに基づく
評価 

仕様決定のための解析 
条件設定のための解析 
実証試験 
技術基準規則等に適合
していることを確認の
ための解析 
（耐震評価，耐環境評
価） 

・設計資料 
・有効性評価結果（設置

変更許可申請書での安
全解析の結果を含む）

・解析計画（解析方針）
・業務報告書（解析結

果） 
・手計算結果    等

運用 運用要求 

「東海第二発電
所原子炉施設保
安規定」（以下
「保安規定」と
いう。）で定め
る運用方法とそ
れに基づく計画 

維持・運用のための計
画の作成 

－ 

 

 



 

 

 
インプット(機器ごとに設計のために必要な資料を使用) 当社 当社又は供給者 アウトプット(機器ごとに設工認に必要な資料を作成) 

 

 

（条文ごとの必要な機能と対象機器） 

 

 

（機能ごとの主な系統構成と対象機器） 

 

 

（機能ごとの主な系統構成と対象機器） 

   

 

 

（兼用する施設・設備区分） 

 

 

（条文ごとの必要な機能と対象機器） 

 

 

（機器ごとの関連する条文） 

   

1. 調達管理の実施（供給者が設計する場合のみ）    

2. 設備仕様に関する設計 

 

   

3. 機器の構造に関する設計    

4. 業務報告書の作成（供給者が設計する場合のみ）    

5. 設定根拠取りまとめ  

 

 

 

(＊)供給者が設計する場合は業務報告書を使用 

  

6. 機器の配置に関する設計    

図 3-3 主要な設備の設計 

様式－2(1/2)～(2/2) 

設置変更許可申請書 

基本設計方針 

機器ごとの系統構成を明確化 

機能単位の系統図 
 
○○施設       △△施設 
 

機能単位の 

系統図 
機能単位の 

系統図 
機能単位の 

系統図 

機能単位の

系統図 
機能単位の

系統図 
機能単位の

系統図 

様式－5 

様式－2(1/2)～(2/2) 

様式－5 

①機器が兼用する施設・設備区分を把握 

②機器が施設・設備区分ごとに 

兼用する機能を確認 
設定根拠（概要） 

兼
用
す
る
機
能
の
確
認

調達管理により，主登録機器の設計を要求 

機能単位の系統図 
 
○○施設       △△施設 

機能単位の 

系統図 
機能単位の 

系統図 
機能単位の 

系統図 

機能単位の 

系統図 
機能単位の 

系統図 
機能単位の 

系統図 

設定根拠（概要） 

設備図書等 

①兼用する機能ごとに系統構成を系統図で明確に

した上で，機器の仕様に関する設計を実施 

②兼用する機能及び仕様を使用条件ごとに整理 

③兼用するそれぞれの機器を満たす仕様を機器が

有することを確認 

設定根拠（仕様） 

設備仕様（要目表） 

設定根拠（仕様） 

設備仕様（要目表） 

構造図 

設定根拠（概要） 

設定根拠（仕様）又は業務報告書(＊) 

設備図書 

機器構造の設計 

業務報告書の確認 業務報告書の作成 業務報告書 

構造図 

配置設計の実施 配置図 

設定根拠の取りまとめ 設定根拠 

設備仕様（要目表） 

設定根拠（仕様） 

系
統
構
成
の
明
確
化 

機
器
の
仕
様
等
に
関
す
る
設
計 

1
5
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(3) 詳細設計の品質を確保する上で重要な活動の管理 

設計を主管する組織の長は，詳細設計の品質を確保する上で重要な活動となる

「調達による解析」及び「手計算による自社解析」について，以下の活動を実施

し，品質を確保する。 

a. 調達による解析の管理 

基本設計方針に基づく詳細設計で解析を実施する場合は，解析結果の品質を

確保するため，設工認品質管理計画に基づく品質保証活動を行う上で，特に以

下の点に配慮した活動を実施し，品質を確保する。              

(a) 調達による解析 

調達により解析を実施する場合は，解析の品質を確保するために，供給者

に対し，「原子力施設における許認可申請等に係る解析業務の品質向上ガイ

ドライン（平成26年3月 一般社団法人原子力安全推進協会）」を反映した以

下に示す管理を確実にするための品質マネジメントシステム体制の構築等に

関する調達要求事項を調達文書により要求し，それに従った品質マネジメン

トシステム体制のもとで解析を実施させるよう「3.6 設工認における調達管

理の方法」に従った調達管理を実施する。 

なお，解析の調達管理に関する具体的な流れを添付3「設工認における解析

管理について」の「別図1」に示す。 

イ． 解析業務を実施するに当たり，あらかじめ解析業務の計画を策定し，解

析業務計画書等により文書化する。 

なお，解析業務の計画には，以下に示す事項の計画を明確にする。 

・解析業務の作業手順（デザインレビュー，審査方法，時期等を含

む。） 

・解析結果の検証 

・業務報告書の確認 

・解析業務の変更管理 

・入力データ及び出力結果の識別管理 

(b) 計算機プログラム（解析コード）の管理 

計算機プログラムは，評価目的に応じた解析結果を保証するための重要な

役割を持っていることから，使用実績や使用目的に応じ，計算機プログラム

が適正なものであることを以下のような方法により検証し，使用する。 

・実機運転データとの比較 

・大型実験・ベンチマーク試験による検証 

・別の計算機プログラムによる検証 

・サンプル計算例の確認・標準問題による検証 等 

(c) 解析業務で用いる入力情報の伝達 
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当社は，供給者に対し調達管理に基づく品質保証上の要求事項として，「原

子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規

則」に準拠した文書及び記録の管理の実施を要求し，適切な版を管理するこ

とを要求する。 

これにより，設工認に必要な解析業務のうち，設備又は土木建築構造物を

設置した供給者と同一の供給者が主体となって解析を実施する場合は，解析

を実施する供給者が所有する図面とそれをもとに作成され納入されている当

社所有の設備図書で，同じ最新性を確保する。 

また，設備を設置した供給者以外の供給者にて解析を実施する場合は，当

社で管理している図面を供給者に提供することで，供給者に最新性が確保さ

れた図面で解析を実施させる。 

(d) 入力根拠の作成 

供給者に，解析業務計画書等に基づき解析ごとの入力根拠を明確にした入

力根拠書を作成させ，また計算機プログラムへの入力間違いがないか確認さ

せることで，入力根拠の妥当性及び入力データが正しく入力されたことの品

質を確保する。 

b. 手計算による自社解析 

自社で実施する解析（手計算）は，評価を実施するために必要な計算方法及

び入力データを明確にした上で，当該業務の力量を持つ要員が実施する。 

また，実施した解析結果に間違いがないようにするために，入力根拠，入力

結果及び解析結果について，解析を実施した者以外の者によるダブルチェック

を実施し，解析結果の信頼性を確保する。 

(4) 設計のアウトプットに対する検証 

設計を主管する組織の長は，「3.3.3 設工認における設計及び設計のアウトプ

ットに対する検証」の「設計1」及び「設計2」で取りまとめた様式－8を設計のア

ウトプットとして，これが設計のインプット（「3.3.1 適合性確認対象設備に対

する要求事項の明確化」及び「3.3.2 各条文の対応に必要な適合性確認対象設備

の選定」参照）で与えられた要求事項に対する適合性を確認した上で，要求事項

を満たしていることの検証を，組織の要員に指示する。 

なお，この検証は適合性確認を実施した者の業務に直接関与していない者に実

施させる。 

(5) 設工認申請（届出）書の作成 

設計を主管する組織の長は，設工認の設計として実施した「3.3.3(1) 基本設

計方針の作成（設計1）」及び「3.3.3(2) 適合性確認対象設備の各条文への適合

性を確保するための設計（設計2）」からのアウトプットをもとに，設工認に必要

な書類等を以下のとおり取りまとめる。 
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a. 要目表の作成 

設計を主管する組織の長は，「3.3.3(2) 適合性確認対象設備の各条文への

適合性を確保するための設計（設計2）」の設計結果及び図面等の設計資料をも

とに，実用炉規則別表第二の「記載すべき事項」の要求に従って，必要な事項

（種類，主要寸法，材料，個数等）を設備ごとに表（要目表）又は図面等に取

りまとめる。 

b. 施設ごとの基本設計方針のまとめ 

設計を主管する組織の長は，「3.3.3(1)b. 技術基準規則条文ごとの基本設

計方針の作成」で作成した施設ごとの基本設計方針をもとに，実用炉規則別表

第二に示された発電用原子炉施設の施設ごとの基本設計方針としてまとめ直す

ことにより，設工認として必要な基本設計方針を作成する。 

また，技術基準規則等に規定される機能・性能を満足させるための基本的な

規格及び基準を「適用基準及び適用規格」として取りまとめる。 

c. 工事の方法の作成 

設計を主管する組織の長は，適合性確認対象設備が，期待される機能を確実

に発揮することを示すため，当該工事の手順並びに使用前事業者検査の項目及

び方法を記載するとともに，工事中の従事者及び公衆に対する放射線管理や他

の設備に対する悪影響防止等の観点から特に留意すべき事項を「工事の方法」

として取りまとめる。 

d. 各添付書類の作成 

設計を主管する組織の長は，「3.3.3(2)  適合性確認対象設備の各条文への

適合性を確保するための設計（設計2）」の設計結果及び図面等の設計資料をも

とに，基本設計方針に対する詳細設計の結果及び設計の妥当性に関する説明が

必要な事項を取りまとめた様式－6及び様式－7を用いて，実用炉規則別表第二

に示された添付書類を作成する。 

なお，実用炉規則別表第二に示された添付書類において，解析コードを使用

している場合には，添付書類の付録として「計算機プログラム（解析コード）

の概要」を作成する。 

e. 設工認申請書案のチェック 

    設計を主管する組織の長は，作成した設工認申請書案について，要員を指揮

して，以下の要領でチェックする。 

(a) 設計を主管する組織でのチェック分担を明確にしてチェックする。 

(b) チェックの結果としてコメントが付されている場合は，その反映要否 

を検討し，必要に応じ資料を修正した上で，再度チェックする。 

(c) 必要に応じこれらを繰り返し，設工認申請書案のチェックを完了する。 
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(6) 設工認申請（届出）書の承認 

「3.3.3(4) 設計のアウトプットに対する検証」及び「3.3.3(5)e. 設工認申

請書案のチェック」を実施した設工認申請書案について，設工認申請書の取りま

とめを主管する組織の長は，設計を主管する組織の長が作成した資料を取りまと

め，原子炉施設保安運営委員会へ付議し，審議及び確認を得る。 

また，設工認申請書の提出手続きを主管する組織の長は，原子炉施設保安運営

委員会の審議及び確認を得た設工認申請書について，原子力規制委員会及び経済

産業大臣への提出手続きを承認する。 

 

3.3.4 設計における変更 

設計を主管する組織の長は，設計対象の追加又は変更が必要となった場合，

「3.3.1 適合性確認対象設備に対する要求事項の明確化」～「3.3.3  設工認に

おける設計及び設計のアウトプットに対する検証」の各設計結果のうち，影響を

受けるものについて必要な設計を実施し，影響を受けた段階以降の設計結果を必

要に応じ修正する。 

 

3.4 工事に係る品質管理の方法 

工事を主管する組織の長は，設工認に基づく具体的な設備の設計の実施及びその結

果を反映した設備を導入するために必要な工事を，「3.6 設工認における調達管理の

方法」の管理を適用して実施する。 

      

3.4.1 設工認に基づく具体的な設備の設計の実施（設計 3） 

工事を主管する組織の長は，工事段階において，以下のいずれかの方法で，設

工認を実現するための具体的な設計（設計3）を実施し，決定した具体的な設計結

果を様式－8の「設備の具体的設計結果」欄に取りまとめる。 

 

(1) 自社で設計する場合 

本店組織又は発電所組織の工事を主管する組織の長は，「設計3」を実施する。 

(2) 「設計3」を本店組織の工事を主管する組織の長が調達し，発電所組織の工事を

主管する組織の長が調達管理として「設計3」を管理する場合 

本店組織の工事を主管する組織の長は，「3.6 設工認における調達管理の方法」

に従った調達により「設計3」を実施する。 

また，発電所組織の工事を主管する組織の長は，その調達の中で供給者が実施

する「設計3」の管理を，調達管理として，詳細設計の検証及び妥当性確認を行う

ことにより管理する。      

(3) 「設計3」を発電所組織の工事を主管する組織の長が調達し，かつ，調達管理と
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して「設計3」を管理する場合 

発電所組織の工事を主管する組織の長は，「3.6 設工認における調達管理の方

法」に従った調達により「設計3」を実施する。 

また，発電所組織の工事を主管する組織の長は，その調達の中で供給者が実施

する「設計3」の管理を，調達管理として詳細設計の検証及び妥当性確認を行うこ

とにより管理する。 

(4) 「設計3」を本店組織の工事を主管する組織の長が調達し，かつ，調達管理とし

て「設計3」を管理する場合 

本店組織の工事を主管する組織の長は，「3.6 設工認における調達管理の方法」

に従った調達により「設計3」を実施する。 

また，本店組織の工事を主管する組織の長は，その調達の中で供給者が実施す

る「設計3」の管理を，調達管理として詳細設計の検証及び妥当性確認を行うこと

により管理する。 

 

3.4.2 具体的な設備の設計に基づく工事の実施 

工事を主管する組織の長は，設工認に基づく設備を設置するための工事を「工

事の方法」に記載された工事の手順並びに「3.6 設工認における調達管理の方法」

に従い実施する。 

なお，この工事の中で使用前事業者検査を実施する場合は，「3.6 設工認にお

ける調達管理の方法」に従った調達製品の検証の中で使用前事業者検査を含めて

実施する。 

また，設工認に基づき設置する設備のうち，既に工事を着手し設置を終えてい

る設備については，以下のとおり取り扱う。 

      

(1) 既に工事を着手し設置を完了し調達製品の検証段階の適合性確認対象設備 

設工認に基づく設備を設置する工事のうち，既に工事を着手し設置を完了して

調達製品の検証段階の適合性確認対象設備については，「3.5 使用前事業者検査

の方法」の段階から実施する。 

 (2) 既に工事を着手し工事を継続している適合性確認対象設備 

設工認に基づく設備を設置する工事のうち，既に工事を着手し工事を継続して

いる適合性確認対象設備については，「3.6 設工認における調達管理の方法」に

従い，着手時点のグレードに応じた工事を継続して実施するとともに，「3.5 使

用前事業者検査の方法」の段階から実施する。 

なお，この工事の中で適合性確認を実施する場合は，「3.6 設工認における調

達管理の方法」に従った調達製品の検証の中で実施する。 
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3.5 使用前事業者検査の方法 

使用前事業者検査は，適合性確認対象設備が設工認に記載された仕様及びプロセス

のとおりであること，技術基準規則等に適合していることを確認するため，保安規定

に基づく使用前事業者検査を計画し，「試験・検査管理要項」に従い，工事を主管す

る組織からの独立性を確保した検査体制のもと実施する。 

 

3.5.1 使用前事業者検査での確認事項 

使用前事業者検査は，適合性確認対象設備が設工認に記載された仕様及びプロ

セスのとおりであること，技術基準規則等に適合していることを確認するために，

以下の項目について検査を実施する。 

①実設備の仕様の適合性確認 

②実施した工事が，「3.4.1 設工認に基づく具体的な設備の設計の実施（設計

3）」及び「3.4.2 具体的な設備の設計に基づく工事の実施」に記載したプ

ロセス並びに「工事の方法」のとおり行われていること。 

これらの項目のうち，①を設工認品質管理計画の表3-3に示す検査として，②を

品質マネジメントシステムに係る検査（以下「ＱＡ検査」という。）として実施

する。 

②については，工事全般に対して実施するものであるが，工事を主管する組織

が「3.5.4 主要な耐圧部の溶接部に係る使用前事業者検査の管理」を実施する場

合は，工事を主管する組織が実施する溶接に関するプロセス管理が適切に行われ

ていることの確認をＱＡ検査に追加する。 

また，ＱＡ検査では上記②に加え，上記①のうち工事を主管する組織が実施す

る検査記録（工事を主管する組織が採取した記録・ミルシート等）の信頼性の確

認（記録確認検査や抜取検査の信頼性確保）を行い，設工認に基づく検査の信頼

性を確保する。 

 

3.5.2 使用前事業者検査の計画 

検査を主管する組織の長は，適合性確認対象設備が設工認に記載された仕様及

びプロセスのとおりであること，技術基準規則等に適合していることを確認する

ため，技術基準規則等に適合するよう実施した設計結果を取りまとめた様式－8

に示された「設工認設計結果（要目表／設計方針）」欄ごとに設計の妥当性確認

を含む使用前事業者検査を計画する。 

使用前事業者検査は，「工事の方法」に記載された使用前事業者検査の項目及

び方法並びに表3-3の要求種別ごとに表3-4に示す確認項目，確認視点及び主な検

査項目をもとに計画を策定する。 

適合性確認対象設備のうち，技術基準規則上の措置（運用）に必要な設備につ
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いても，使用前事業者検査を計画する。 

個々に実施する使用前事業者検査に加えてプラント運転に影響を及ぼしていな

いことを総合的に確認するため，特定の条文・様式－8に示された「設工認設計結

果（要目表／設計方針）」によらず，定格熱出力一定運転時の主要パラメータを

確認することによる使用前事業者検査（負荷検査）を必要に応じて策定する。 

 

(1) 使用前事業者検査の方法の決定 

検査を主管する組織の長は，「工事の方法」に記載された使用前事業者検査の

項目及び方法並びに表3-3の要求種別ごとに定めた表3-4に示す確認項目，確認視

点，主な検査項目の考え方を使って，確認項目ごとに設計結果に関する具体的な

検査概要及び判定基準を，以下の手順により使用前事業者検査の方法として明確

にする。表3-4の検査項目ごとの概要及び判定基準の考え方を表3-5に示す。 

a. 様式－8の「設工認設計結果（要目表／設計方針）」欄及び「設備の具体的設

計結果」欄に記載された内容と該当する要求種別をもとに，検査項目を決定す

る。 

b. 決定された検査項目より，表3-5に示す「検査項目，検査概要及び判定基準の

考え方（代表例）」及び「工事の方法」を参照し適切な検査方法を決定する。 

c. 決定した各設備に対する以下の内容を，様式－8の「確認方法」欄に取りまと

める。なお，「確認方法」欄では，以下の内容を明確にする。 

(a) 検査項目 

(b) 検査方法 
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表3-4  要求種別に対する確認項目及び確認視点 
要求種別 確認項目 確認視点 主な検査項目 

設備 
設計
要求

設置
要求

名称，取付箇所，
個数，設置状態，
保管状態 

設計要求のとおり
（名称，取付箇所，
個数）に設置されて
いることを確認す
る。 

据付検査 
状態確認検査 
外観検査 

機能
要求

材料，寸法，耐
圧・漏えい等の
構造，強度に係
る仕様(要目表) 

要目表の記載のと
おりであることを
確認する。 

材料検査 
寸法検査 
建物・構築物構造検査 
外観検査 
据付検査 
状態確認検査 
耐圧検査 
漏えい検査 
特性検査 
機能・性能検査 

系統構成，系統
隔離，可搬設備
の接続性 

実際に使用できる
系統構成になって
いることを確認す
る。 

上記以外の所要
の機能要求事項 

目的とする機能・性
能が発揮できるこ
とを確認する。 

評価
要求

解析書のインプ
ット条件等の要
求事項 

評価条件を満足し
ていることを確認
する。 

内容に応じて，設置要求，
機能要求の検査を適用 

運用 運用要求 手順確認 
（保安規定） 
手順化されている
ことを確認する。 

状態確認検査 

 



 

 

表 3-5 検査項目，検査概要及び判定基準の考え方について（代表例） 

＊1：消防法及びＪＩＳ，＊2：設計の際に採用した適用基準又は適用規格，＊3：基本設計方針のうち，各検査項目で確認できない事項を対象とする。 

検査項目 検査概要 判定基準の考え方 

材料検査 ・使用されている材料が設工認に記載のとおりであること，また，関係規格＊1＊2等に適

合することを，記録又は目視により確認する。 ・使用されている材料が設工認に記載のとおりであること，また，関係規格等に適合すること。

寸法検査 ・主要寸法が設工認に記載の数値に対して許容範囲内であることを，記録又は目視によ

り確認する。 ・主要寸法が設工認に記載の数値に対して許容範囲内であること。 

外観検査 ・有害な欠陥のないことを記録又は目視により確認する。 ・機能・性能に影響を及ぼす有害な欠陥のないこと。 
据付検査 

（組立て及び据付け状態を

確認する検査） 

・常設設備の組立て状態並びに据付け位置及び状態が設工認に記載のとおりであること

を，記録又は目視により確認する。 ・設工認に記載のとおりに設置されていること。 

耐圧検査 ・技術基準規則の規定に基づく検査圧力で所定時間保持し，検査圧力に耐え，異常のな

いことを，記録又は目視により確認する。 ・検査圧力に耐え，異常のないこと。 

漏えい検査 ・耐圧検査終了後，技術基準規則の規定に基づく検査圧力により漏えいの有無を，記録

又は目視により確認する。 ・検査圧力により著しい漏えいのないこと。 

建物・構築物構造検査 ・建物・構築物が設工認に記載のとおり製作され，組み立てられていること，また，関

係規格＊1＊2等に適合することを，記録又は目視により確認する。 
・主要寸法が設工認に記載の数値に対して許容範囲内であること，また，関係規格等に適合する

こと。 

機能・性能検査 
特性検査 

・系統構成確認検査 
 可搬型設備の実際に使用する系統構成及び可搬型設備等の接続が可能なことを，記録

又は目視により確認する。 

・実際に使用する系統構成になっていること。 
・可搬型設備等の接続が可能なこと。 

・運転性能検査，通水検査，系統運転検査，容量確認検査 
 設計で要求される機能・性能について，実際に使用する系統状態又は模擬環境により

試運転等を行い，機器単体又は系統の機能・性能を，記録又は目視により確認する。 

・実際に使用する系統構成になっていること。 
・目的とする機能・性能が発揮できること。 

・絶縁耐力検査 
 電気設備と大地との間に，試験電圧を連続して規定時間加えたとき，絶縁性能を有す

ることを，記録（工場での試験記録等を含む。）又は目視により確認する。 
・目的とする絶縁性能を有すること。 

・ロジック回路動作検査，警報検査，インターロック検査 
 電気設備又は計測制御設備について，ロジック確認，インターロック確認及び警報確

認等を行い，設備の機能・性能又は特性を，記録又は目視により確認する。 
・ロジック，インターロック及び警報が正常に動作すること。 

・外観検査 
 建物，構築物，非常用電源設備等の完成状態を，記録又は目視により確認する。 

・機能・性能に影響を及ぼす有害な欠陥のないこと。 
・設工認に記載のとおりに設置されていること。 

・計測範囲確認検査，設定値確認検査 
 計測制御設備の計測範囲又は設定値を，記録（工場での校正記録等を含む。）又は目

視により確認する。 
・計測範囲又は設定値が許容範囲内であること。 

状態確認検査 

・設置要求における機器保管状態，設置状態，接近性，分散配置及び員数が，設工認に

記載のとおりであることを，記録又は目視により確認する。 ・機器保管状態，設置状態，接近性，分散配置及び員数が適切であること。 

・設計要求に対するインプット条件（耐震サポート等）との整合性確認を，記録又は目

視により確認する。 ・評価条件を満足していること。 

・運用要求における手順が整備され，利用できることを確認する。 ・運用された手順が整備され，利用できることが確認できること。 
基本設計方針に係る検査＊3 ・機器等が設工認に記載された基本設計方針に従って据付けられ，機能・性能を有して

いることを確認する。 ・機器等が設工認に記載された基本設計方針に従って据付けられ，機能・性能を有していること。

品質マネジメントシステム

に係る検査 
・事業者が設工認に記載された品質管理の方法に従って，設計情報を工事に引継ぎ，工

事の実施体制が確保されていることを確認する。 
・事業者が設工認に記載された品質管理の方法に従って，設計情報を工事に引継ぎ，工事の実施

体制が確保されていること。 

2
4 
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3.5.3 検査計画の管理 

検査を主管する組織の長は，使用前事業者検査を適切な段階で実施するため，

関係組織と調整の上，発電所全体の主要工程及び調達先の工事工程を加味した適

合性確認の検査計画を作成し，使用前事業者検査の実施時期及び使用前事業者検

査が確実に行われることを以下のとおり管理する。 

なお，検査計画は，進捗状況に合わせて関係組織と適宜調整を実施する。 

 

3.5.4 主要な耐圧部の溶接部に係る使用前事業者検査の管理 

検査を主管する組織の長は，溶接が特殊工程であることを踏まえ，工程管理等

の計画を策定し，溶接施工工場におけるプロセスの適切性の確認及び監視を行う。 

また，溶接継手に対する要求事項は，溶接部詳細一覧表（溶接方法，溶接材料，

溶接施工法，熱処理条件，検査項目等）により管理し，これに係る関連図書を含

め，業務の実施に当たって必要な図書を管理する。 

 

3.5.5 使用前事業者検査の実施 

使用前事業者検査は，「試験・検査管理要項」に基づき，検査要領書の作成及

び検査体制を確立して実施する。 

(1) 使用前事業者検査の独立性確保 

使用前事業者検査は，組織的独立を確保して実施する。 

 (2) 使用前事業者検査の体制 

使用前事業者検査の体制は，図3-4を参考に検査要領書で明確にする。 

なお，検査における役務は，以下のとおりとする。 

a. 統括責任者 

・発電所における保安に関する活動を統括するとともに，その業務遂行

に係る品質保証活動を統括する。 

b. 主任技術者 

・検査内容，手法等に対して指導・助言を行うとともに，検査が適切に

行われていることを確認する。 

・検査要領書制定時の審査並びに検査要領書に変更が生じた場合には，

変更内容を審査する。 

・発電用原子炉主任技術者は，主に原子炉の核的特性や性能に係る事項

等，原子炉の運転に関する保安の監督を行う。 

・ボイラー・タービン主任技術者は，主に機械設備の構造，機能及び性

能に係る事項等，原子力設備の工事，維持及び運用（電気的設備に係

るものを除く。）に関する保安の監督を行う。 

・電気主任技術者は，主に電気設備の構造，機能及び性能に係る事項等，
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電気工作物の工事，維持及び運用（電気的設備）に関する保安の監督

を行う。 

c. 品質保証責任者 

・品質マネジメントシステムの観点から，検査範囲，検査方法等の妥当

性の確認を実施するとともに，検査要領書の制定又は改正が適切に行

われていることを審査する。 

d. 検査を主管する組織の長 

・検査実施責任者を指名する。 

・使用前事業者検査の実施体制を構築する。 

・検査要領書を承認する。 

e. 検査実施責任者 

・検査要領書に従い検査を行う。 

・検査項目ごとの判定結果及び検査要領書に基づき検査プロセスが適正

に行われたことを確認することで，技術基準に適合することを最終判

断する。 

f. 検査員 

・検査実施責任者からの指示に従い検査を実施する。 

・検査要領書の判定基準に従い合否判定する｡ 

・検査記録及び検査成績書を作成し，検査実施責任者へ報告する。 

g. 作業助勢員 

・検査員からの指示に基づき作業の助勢を行い，検査員へ作業助勢結果

を報告する。 

h. 運転操作責任者 

・検査中のプラント運転管理を実施する。 

・検査実施責任者から依頼された運転操作を実施（運転操作担当者への

運転操作の実施の指示を含む。）し，その結果を報告する。 

i. 運転操作担当者 

・運転操作責任者から指示された運転操作を実施し，その結果を報告す

る。 

(3) 使用前事業者検査の検査要領書の作成 

工事を主管する組織の長は，適合性確認対象設備が設工認に適合していること

を確認するため，「試験・検査管理要項」に基づき，「3.5.2(1) 使用前事業者

検査の方法の決定」で決定した様式－8の「確認方法」欄で明確にした確認方法に

従った使用前事業者検査を実施するための検査要領書を作成する。 

また，検査を主管する組織の長は，検査目的，検査対象範囲，検査項目，検査

方法，判定基準，検査体制，不適合管理，検査手順，検査工程，設備概要，検査
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用計器一覧及び検査成績書の事項等を記載した検査要領書を，主任技術者及び品

質保証責任者の審査を経て承認する。 

なお，検査要領書には使用前事業者検査の確認対象範囲として含まれる技術基

準規則の条文を明確にする。 

各検査項目における代替検査を行う場合，「3.5.5(4) 代替検査の確認方法の

決定」に従い，代替による使用前事業者検査の方法を決定する。 

(4) 代替検査の確認方法の決定 

a. 代替検査の条件 

代替検査を用いる場合は，通常の方法で検査ができない場合であり，例えば

以下の場合をいう。 

・耐圧検査で圧力を加えることができない場合 

・構造上外観が確認できない場合 

・系統に実注入ができない場合 

・電路に通電できない場合 等 

・当該検査対象の品質記録（要求事項を満足する記録）がない場合（プ

ロセス評価を実施し検査の成立性を証明する必要がある場合）＊ 

＊：「当該検査対象の品質記録（要求事項を満足する記録）がない

場合（プロセス評価を実施し検査の成立性を証明する必要があ

る場合）」とは，例えば以下の場合をいう。 

・材料検査で材料検査証明書（ミルシート）がない場合 

・寸法検査記録がなく，実測不可の場合 

b. 代替検査の評価 

工事を主管する組織の長は，代替検査による確認方法を用いる場合，本来の

検査目的に対する代替性の評価を実施し，その結果を「3.5.5(3)  使用前事業

者検査の検査要領書の作成」で作成する検査要領書の一部として添付する。検

査を主管する組織の長は，代替性の検証を行い，使用前事業者検査に用いるこ

との妥当性について確認し，該当する主任者による審査を経て検査要領書を承

認する。 

なお，検査目的に対する代替性の評価においては，以下の内容を明確にす

る。 

・設備名称 

・検査項目 

・検査目的 

・通常の方法で検査ができない理由 

（例）既存の発電用原子炉施設に悪影響を及ぼすことによる困難性 

現状の設備構成上の困難性 
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作業環境における困難性 等 

・代替検査の手法及び判定基準 

・検査目的に対する代替性の評価 

(5) 使用前事業者検査の実施 

検査実施責任者は，検査員を指揮して，検査要領書に基づき，確立された検査

体制のもとで使用前事業者検査を実施する。 

検査実施責任者は，検査プロセスが検査要領書に基づき適切に実施されたこと

及び検査結果が判定基準に適合していることを確認し，検査を主管する組織の長

の承認を得た後，主任技術者の確認を得る。 
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破線部は工事を主管する組織から独立した者 

 

図3-4 検査実施体制（例） 

 

 

 

  

統括責任者  

主任技術者
（発電用原子炉主任技術者）  

主任技術者
（ボイラー・タービン主任技術者，

電気主任技術者）  
品質保証責任者  

検査員  

作業助勢員  

運転操作責任者  

運転操作担当者  

検査実施責任者  
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3.6 設工認における調達管理の方法 

契約を主管する組織の長及び調達を主管する組織の長は，設工認で行う調達管理を

確実に実施するために，「重要設備取引先登録要項」及び「調達管理要項」に基づき，

以下に示す管理を実施する。 

 

3.6.1 供給者の技術的評価 

契約を主管する組織の長及び調達を主管する組織の長は，供給者が当社の要求

事項に従って調達製品を供給する技術的な能力を判断の根拠として，供給者の技

術的評価を実施する。（添付4「当社における設計管理・調達管理について」の「1.  

供給者の技術的評価」参照） 

 

3.6.2 供給者の選定 

調達を主管する組織の長は，設工認に必要な調達を行う場合，原子力安全に対

する影響，供給者の実績等を考慮し，調達の内容に応じたグレード分けの区分（添

付1「当社におけるグレード分けの考え方」の「別表1」参照）を明確にした上で，

調達に必要な要求事項（添付1「当社におけるグレード分けの考え方」の「別表2」

参照）を明確にし，契約を主管する組織の長へ供給者の選定を依頼する。 

また，契約を主管する組織の長は，「3.6.1 供給者の技術的評価」で，技術的

な能力があると判断した供給者を選定する。 

 

3.6.3 調達製品の調達管理 

業務の実施に際し，当社においては，原子力安全に及ぼす影響に応じて，調達

管理に係るグレード分けを適用している。調達管理におけるグレード分けの考え

方を添付1「当社におけるグレード分けの考え方」に示す。 

調達を主管する組織の長は，調達に関する品質保証活動を行うに当たって，原

子力安全に対する影響及び供給者の実績等を考慮し，グレード分けの区分（添付

1「当社におけるグレード分けの考え方」の「別表1」参照）を明確にした上で，

以下の調達管理に基づき業務を実施する。 

(1)の調達文書を作成するに当たり，調達を主管する組織の長は，一般産業用工

業品を重要度分類「Ａ」，「Ｂ」の機器等（ＪＩＳ等の規格適合品の消耗品等は除

く。）に使用する場合は，適合性を評価することを要求する。また，供給先で検査

を行う際に原子力規制委員会の職員が同行して工場等の施設に立ち入る場合があ

ることを供給者へ要求する。 

(1) 調達文書の作成 

調達を主管する組織の長は，業務の内容に応じ，以下のa.～r.を記載した調達

文書を作成し，供給者の業務実施状況を適切に管理する。（「3.6.3(2) 調達製
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品の管理」参照） 

a. 工事等件名 

b. 目的 

c. 工事等場所（納入場所） 

d. 期間 

e. 工事等範囲 

f. 設計，製作及び市販品等の供給機器の仕様 

g. 現地工事等仕様 

h. 技術業務等仕様 

i. 資格・認定・力量に関する事項 

j. 重要度分類 

k. 適用法令，規格，基準等 

l. 試験・検査等 

m. 適用する共通仕様書 

n. 社給品及び貸与品 

o. 提出文書の確認方法 

p. 竣工（検収） 

q. 契約不適合責任 

r. 特記事項         

(2) 調達製品の管理 

調達を主管する組織の長は，当社が調達文書で要求した製品が確実に納品され

るよう調達製品が納入されるまでの間，「調達管理要項」に従い，業務の実施に

当たって必要な図書（品質保証計画書（重要度分類「Ａ」，「Ｂ」），各種要領

書等）を供給者に提出させ，それを審査し確認する等の製品に応じた必要な管理

を実施する。 

(3) 調達製品の検証 

調達を主管する組織の長は，調達製品が調達要求事項を満たしていることを確

実にするために，グレード分けの区分，調達数量，調達内容等を考慮した調達製

品の検証を行う。 

なお，供給者先で検証を実施する場合，予め調達文書で検証の要領及び調達製

品のリリースの方法を明確にした上で，検証を行う。 

また，調達を主管する組織の長は，調達製品が調達要求事項を満たしているこ

とを確認するために実施する検証を，以下のいずれか１つ以上の方法により実施

する。 

a. 検査 

調達を主管する組織の長は，「試験・検査管理要項」に基づき工場又は発電
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所で検査を実施する。 

また，調達を主管する組織の長は，検査のうち，当社が立会又は記録確認を

行う検査に関して，以下の項目のうち必要な項目を含む要領書を供給者に提出

させ，それを事前に審査し，承認した上で，その要領書に基づく検査を実施す

る。 

・検査目的 

・検査対象設備（又は検査範囲） 

・適用法令，規格，基準 

・検査体制（必要とされる力量要件を含む。） 

・検査項目（現地での組立・試験・検査のプロセスに必要な検査・確認

事項を含む。） 

・検査方法 

・検査工程 

・立会等の確認区分 

・合否判定基準 

・リリース（次工程への引渡し）を正式に許可した者 

・記録様式 

調達を主管する組織の長又は検査を主管する組織の長は，設工認に基づく使

用前事業者検査として必要な検査を適合性確認対象設備ごとに実施又は計画し，

設備のグレード分けの区分に応じて管理の程度を決めた後，「3.5.5 使用前事

業者検査の実施」に基づき実施する。 

なお，添付1「当社におけるグレード分けの考え方」に示す一般産業用工業品

の重大事故等対処設備（以下「ＳＡ設備」という。）については，当社にて機

能・性能の確認をするための検査を実施する。 

b. 受入検査の実施 

調達を主管する組織の長又は検査を主管する組織の長は，製品の受入れに当

たり，受入検査を実施し，現品及び記録等の確認を行う。 

c. 記録の確認 

調達を主管する組織の長又は検査を主管する組織の長は，工事記録等調達し

た役務の実施状況を確認できる書類により検証を行う。 

d. 報告書の確認 

調達を主管する組織の長又は検査を主管する組織の長は，調達した役務に関

する実施結果を取りまとめた報告書の内容を確認することにより検証を行う。 

e. 作業中のコミュニケーション等 

調達を主管する組織の長又は検査を主管する組織の長は，調達した役務の実

施中に，適宜コミュニケーションを実施すること及び立会等を実施することに
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より検証を行う。 

f. 供給者に対する品質保証監査（「3.6.4 調達先品質保証監査」参照） 

 

3.6.4 調達先品質保証監査 

供給者に対する監査を主管する組織の長は，供給者の品質保証活動（健全な安

全文化を育成し維持するための活動を含む。）が適切で，かつ，確実に行われてい

ることを確認するために，供給者に対する品質保証監査を実施する。 

（供給者の品質保証監査を実施する場合の例） 

・供給者の中から定期的に品質保証活動の実施状況を確認する場合 

・使用前事業者検査（溶接）を伴う工事について，品質保証活動の実施

状況を確認する場合 

・許認可申請等を伴う工事に該当する場合 

品質保証監査は，契約に基づいて発電所構内及び工場等で行う重要度分類「Ａ」，

「Ｂ」の工事等に対して適用する。ただし，契約上監査を要求事項としていない

重要度分類「Ｃ」の工事等であっても，供給者の合意が得られた場合は監査を行

うことができる。 

 

3.6.5  設工認における調達管理の特例 

設工認の対象となる適合性確認対象設備は，「3.6 設工認における調達管理の

方法」を以下のとおり適用する。 

(1)  既に工事を着手し設置を完了し調達製品の検証段階の適合性確認対象設備 

設工認の対象となる設備のうち，既に工事を着手し設置を完了し調達製品の検

証段階の適合性確認対象設備は，「3.6.1 供給者の技術的評価」から「3.6.3(2) 

調達製品の管理」まで，調達当時のグレード分けの考え方（添付1「当社における

グレード分けの考え方」参照）で管理を完了しているため，「3.6.3(3) 調達製品

の検証」以降の管理を設工認に基づき管理する。 

(2)  既に工事を着手し工事を継続している適合性確認対象設備 

設工認の対象となる設備のうち，既に工事を着手し工事を継続している適合性

確認対象設備は，「3.6.1  供給者の技術的評価」から「3.6.3(1) 調達文書の作

成」まで，調達当時のグレード分けの考え方（添付1「当社におけるグレード分け

の考え方」参照）で管理を完了しているため，「3.6.3(2) 調達製品の管理」以降

の管理を設工認に基づき管理する。 

 

3.7  記録，識別管理，トレーサビリティ 

3.7.1  文書及び記録の管理 

(1) 適合性確認対象設備の設計，工事及び検査に係る文書及び記録 
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「3.1 設計，工事及び検査に係る組織（組織内外の相互関係及び情報伝達含

む。）」の表3-1に示す各プロセスを主管する組織の長は，設計，工事及び検査に

係る文書及び記録を，保安規定品質マネジメントシステム計画に示す社内規程に

基づき作成し，これらを，「文書取扱要項」及び「品質記録管理要項」に従って

管理する。 

設工認に係る主な記録の品質マネジメントシステム上の位置付けを表3-6に示

すとともに，技術基準規則等への適合性を確保するための活動に用いる文書及び

記録を図3-5に示す。 

(2) 供給者が所有する当社の管理下にない設計図書を設計，工事及び検査に用いる

場合の管理 

設工認において供給者が所有する当社の管理下にない設計図書を設計，工事及

び検査に用いる場合，当社が供給者評価等により品質保証体制を確認した供給者

で，かつ対象設備の設計を実施した供給者が所有する設計当時から現在に至るま

での品質が確認された設計図書を，当該設備として識別が可能な場合において，

適用可能な設計図書として扱う。 

この供給者が所有する設計図書は，当社の文書管理下で表3-6に示す記録とし

て管理する。 

当該設備に関する設計図書がない場合で，代替可能な設計図書が存在する場合，

供給者の品質マネジメントシステム体制を確認して当該設計図書の設計当時から

現在に至るまでの品質を確認し，設工認に対する適合性を保証するための設計図

書として用いる。 

(3) 使用前事業者検査に用いる文書及び記録 

検査を主管する組織の長は，使用前事業者検査として，記録確認検査を実施す

る場合，表3-6に示す記録を用いて実施する。 

なお，適合性確認対象設備のうち，既に工事を着手し設工認申請（届出）時点

で工事を継続している場合，及び添付1「当社におけるグレード分けの考え方」に

示す一般産業用工業品のＳＡ設備に対して記録確認検査を実施する場合は，検査

に用いる文書及び記録の内容が，使用前事業者検査時の適合性確認対象設備の状

態を示すものであること（型番の照合，確認できる記載内容の照合又は作成当時

のプロセスが適切であること）を確認することにより，使用前事業者検査に用い

る記録として利用する。  
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表3-6 記録の品質マネジメントシステム上の位置付け 

主な記録の種類 品質マネジメントシステム上の位置付け 

設備図書 
品質マネジメントシステム体制下で作成され，建設当時
から設備の改造等にあわせて最新版に管理している図書

 確認図書，最終図書
設備の工事中の図書であり，このうち図面等の最新版の
維持が必要な図書においては，工事完了後に設備図書と
して管理する図書 

既工認 
設置又は改造当時の工認の認可を受けた図書で，当該設
工認に基づく使用前検査の合格を以って，その設備の状
態を示す図書 

設計記録 
作成当時の適合性確認対象設備の設計内容が確認できる
記録（自社解析の記録を含む） 

業務報告書 
品質マネジメントシステム体制下の調達管理を通じて行
われた，業務委託の結果の記録（解析結果を含む） 

供給者から入手した設計
図書等 

供給者を通じて入手した，供給者所有の設計図書，製作
図書，検査記録，ミルシート等 

製品仕様書又は仕様が確
認できるカタログ等 

供給者が発行した製品仕様書又は仕様が確認できるカタ
ログ等で，設計に関する事項が確認できる図書 

現場確認結果 
（ウォークダウン） 

品質マネジメントシステム体制下で確認手順書を作成
し，その手順書に基づき現場の適合状態を確認した記録

 

 



 

 

 文書及び記録の体系 あらかじめ確立された文書 業務実施時期に作成される主な文書及び記録 

    

    

図 3-5 設計，工事及び検査に係る品質管理の方法等に関する文書体系  

設計 文書 社内規程 品質保証規程 設計管理要項 

調達管理要項 

外部コミュニケーション要項 

調達文書 

設工認認可申請書作成に係る実施計画書

品質保証計画書 

解析業務計画書 

記録 設備図書等 業務報告書

その他，表 3-6 に挙げる記録

工事及び検査 文書 

記録 

社内規程 品質保証規程 設計管理要項 

調達管理要項 

施設管理業務要項 

試験・検査管理要項 

技術検討書 
工事計画検討書 

調達文書 

検査要領書 

検査要領書（工場，現地）

検査記録 

工事報告書 

受入検査記録 

設備図書等 

最終図書

その他，表 3-6 に挙げる記録

工事要領書 

確認図書

社内規程 品質保証規程

社内規程 品質保証規程 品質記録管理要項 

品質記録管理要項 

3
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3.7.2 識別管理及びトレーサビリティ 

(1) 測定機器の管理 

a. 当社所有の測定機器の管理 

(a) 校正・検証 

工事を主管する組織の長又は検査を主管する組織の長は，校正の周期を定

め管理するとともに，国際又は国家計量標準にトレーサブルな計量標準に照

らして校正若しくは検証又はその両方を行う。 

なお，そのような標準が存在しない場合には，校正又は検証に用いた基準

を記録する。 

(b) 識別管理 

イ. 測定機器台帳による管理 

工事を主管する組織の長又は検査を主管する組織の長は，測定機器台帳

に校正日及び校正頻度を記載し，有効期限内であることを識別し管理する。 

なお，測定機器が故障等で使用できない場合は，不適合管理により適切

な識別を実施する。 

ロ. 有効期限表示による識別 

工事を主管する組織の長又は検査を主管する組織の長は，測定機器の校

正の状態を明確にするため，測定機器に校正有効期限を表示する。 

b. 当社所有以外の測定機器の管理 

工事を主管する組織の長又は検査を主管する組織の長は,供給者所有の測定

機器を使用する場合，「測定・試験装置管理基準」に基づき，測定機器が適切

に管理されていることを確認する。 

(2) 機器，弁及び配管等の管理 

工事を主管する組織の長又は検査を主管する組織の長は，機器，弁，配管等を，

刻印，タグ，銘板，台帳，塗装表示等にて管理する。 

 

3.8 不適合管理 

設工認に基づく設計，工事及び検査において発生した不適合については「是正処置

プログラム管理要項」に基づき処置を行う。 

 

4. 適合性確認対象設備の施設管理 

適合性確認対象設備の工事は，「施設管理業務要項」の施設管理に係る業務プロセス

に基づき業務を実施している。 

施設管理に係る業務のプロセスと品質マネジメントシステムの文書との関連を図4-1

に示す。 

設工認申請（届出）時点で設置されている適合性確認対象設備がある場合は，巡視点
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検，日常の保守点検及び保全計画に基づく点検等を実施し，異常のないことを確認する。 

適合性確認対象設備については，技術基準規則等への適合性を，使用前事業者検査を

実施することにより確認し，適合性確認対象設備の使用開始後においては，施設管理に

係る業務プロセスに基づき保全重要度に応じた点検計画を策定し保全を実施することに

より，適合性を維持する。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-1 施設管理に係る業務プロセスと品質マネジメントシステムの文書との関連

品質保証規程 

経営者の責任 
（品質方針） 
・品質保証規程 

（品質目標） 

・品質目標及び 
 品質保証計画管理要項 

品質マネジメントシステム 

・文書取扱要項 
・品質記録管理要項 

資源の運用管理 

・力量設定管理要項 

業務の計画及び実施 

・原子力発電施設の 
重要度分類基準要項 

・調達管理要項 
・設計管理要項 
・施設管理業務要項 

評価及び改善 

・試験・検査管理要項 
・是正処置プログラム 

管理要項 

施設管理業務要項 

文書・記録管理

教育・訓練 

（施設管理に係る業務プロセス） 

施設管理の実施方針 
及び施設管理目標 

保全対象範囲の策定 

保全重要度の設定 

（保全に係る業務プロセス） 

保全計画の策定 
・点検計画の策定 
・設計及び工事（補

修，取替え及び改
造）の計画の策定 

・特別な保全計画の 
 策定 

保全活動管理指標の設定
及び監視計画の策定

保全の実施 保全活動管理指標の監視

点検・補修等の結果
の確認・評価 

保全の有効性評価 

施設管理の有効性評価 

点検・補修等の不適合管理 
及び是正処置 

（施設管理の実施方針） 
（施設管理目標） 

3
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様式－1 

 

本設工認に係る設計の実績，工事及び検査の計画（例） 

各段階 

プロセス（設計対象） 

 

実績：3.3.1～3.3.3(6) 

計画：3.4.1～3.7.2 

設計 

◎：主管 ○：関連 

実績 

(○) 

／ 

計画 

（△）

インプット アウトプット 他の記録類 

本店 発電所 供給者

設

計 

3.3.1 
適合性確認対象設備に対する要求事項

の明確化 
       

3.3.2 
各条文の対応に必要な適合性確認対象

設備の選定 
       

3.3.3(1) 基本設計方針の作成（設計 1）        

3.3.3(2) 
適合性確認対象設備の各条文への適合

性を確保するための設計（設計 2） 
       

3.3.3(4) 設計のアウトプットに対する検証        

3.3.3(5) 設工認申請（届出）書の作成        

3.3.3(6) 設工認申請（届出）書の承認        

工

事

及

び

検

査 

3.4.1 
設工認に基づく具体的な設備の設計の

実施（設計 3） 
       

3.4.2 
具体的な設備の設計に基づく工事の実

施 
       

3.5.2 使用前事業者検査の計画        

3.5.3 検査計画の管理        

3.5.4 
主要な耐圧部の溶接部に係る使用前事

業者検査の管理 
       

3.5.6 使用前事業者検査の実施        

3.7.2 識別管理及びトレーサビリティ        

  

4
0
 



 

 

様式－2（1／2） 

設備リスト（例）（設計基準対象施設） 

 

設置許可 
基準規則 

/ 
技術基準規則 

条文番号 

設置許可基準規則 
及び解釈 

技術基準規則 
及び解釈 

必要な
機能等

設備等
設備
/ 

運用

既設
/ 

新設

追加要求事
項に対して
必須の設 

備，運用か
 

YES:○ 
No :×  

実用炉規則 
別表第二の 
記載対象設 

備か 
記載有:○ 
記載無:× 

判定不要:－ 

既工認に記 
載がされて 
いないか 
記載有:× 
記載無:○ 

判定不要:－ 

必要な対策が
(a),(b),(c) 
のうち，どこ 
に対応するか＊ 

実用炉規則 
別表第二に 

関連する施設 
・設備区分 

添八主要設備 
記載有無 
記載有:○ 
記載無:× 

備 考 

                

＊ ：(a),(b)及び(c)が示す分類は以下のとおり。 

(a)：適合性確認対象設備のうち認可済み又は届出済みの設工認に記載されていない設備 
(b)：適合性確認対象設備のうち認可済み又は届出済みの設工認に記載されている設備 
(c)：適合性確認対象設備のうち要目表対象外の設備 

4
1
 



 

 

様式－2（2／2） 

設備リスト（例）（重大事故等対処設備） 

 

設置許可基準
規則 
／ 

技術基準規則 
条文番号 

設置許可
基準規則
及び解釈 

技術基準
規則及び

解釈 
設備 

（既設＋新設） 

添付八
設備 
仕様 
記載 

系統 

設備種別 
設備 
or 

運用 
設備：○
運用：×

詳細設計に関する事項 

フローに
よる分類＊ 

実用炉規則別表第二に 
関連する施設・設備区分 

備考 既設 
新設

常設
可搬

実用炉規則
別表第二の
記載対象 
設備か？ 

対象 ：○
対象外：×

既工認に記
載されてい

るか？ 
記載有：○ 
記載無：× 

使用目的が DBE
と異なるか？ 
異なる ：○ 
同じ  ：× 
判定不要：－ 

使用条件が DBE
と異なるか？ 
異なる ：○ 
同じ  ：× 
判定不要：－ 

重大事故クラス
が DBE と異なる

か？ 
異なる ：○ 
同じ  ：× 
判定不要：－ 

                   

＊：①,②,③及び④が示す分類は以下のとおり。 
①：新規の設工認対象（要目表に記載） 
②：既設のうち使用目的変更・使用条件変更・機器クラスアップのいずれかを伴う設工認対象（要目表に記載） 

③：既設のうち使用目的変更・使用条件変更・機器クラスアップのいずれも伴わない設工認対象（要目表に記載） 
④：実用炉規則別表第二の記載要求事項のうち要目表に該当しない設工認対象設備（基本設計方針のみに記載） 

4
2
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様式－3 

 
技術基準規則の各条文と各施設における適用要否の考え方（例） 

 
 
技術基準規則 

第○○条（○○○○○） 

条文の分類 

 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基

準に関する規則の解釈 

  

対象施設 適用要否判断 理由 備考 

原子炉本体    

核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設    

原子炉冷却系統施設    

計測制御系統施設    

放射性廃棄物の廃棄施設    

放射線管理施設    

原子炉格納施設    

そ
の
他
発
電
用
原
子
炉
の
附
属
施
設 

非常用電源設備    

常用電源設備    

補助ボイラー    

火災防護設備    

浸水防護施設    

補機駆動用燃料設備    

非常用取水設備    

敷地内土木構造物    

緊急時対策所    

第 7，13 条への対応に必要となる施

設（原子炉冷却系統施設） 
   

【記号説明】 ○：条文要求に追加・変更がある。又は追加設備がある。

□：保安規定等にて維持・管理が必要な追加設備がある。

△：条文要求に追加・変更がなく，追加設備もない。 

－：条文の適用を受ける設備がない。 

 
 

 



 

 

様式－4（1／2） 
施設と条文の対比一覧表（例）（設計基準対象施設） 

 総則 設計基準対象施設 

条文 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

適用 

範囲 
定義 

特殊な

設計 
地盤 地震 津波 

外部 

衝撃 

立ち 

入り 

防止 

不法 

侵入 

急傾

斜地
火災 溢水

避難

通路

安全

設備

設計

基準

対象

施設

全交流

電源

喪失

材料

構造

破壊の

防止

流体

振動
安全弁

耐圧

試験

監視

試験片
炉心等

熱遮 

蔽材 

一次 

冷却材 

燃料 

取扱 

設備 

バウン

ダリ 

バウン

ダリ 

隔離 

装置 

一次 

冷却材

処理 

装置 

逆止め

弁 

蒸気 

ター 

ビン 

非常用

炉心 

冷却 

設備 

循環 

設備 

計測 

装置 

安全 

保護 

装置 

反応度

制御 
制御棒 

原子炉

制御室 

廃棄物

処理 

設備 

廃棄物

貯蔵 

設備 

汚染の

防止

生体

遮蔽

換気

設備

原子炉

格納

施設

保安

電源

設備

緊急時

対策所

警報

装置等
準用

分類 

 

原子炉施設の種類 

－ － － 共通 共通 共通 共通 共通 共通 共通 共通 共通 共通 共通 共通 個別 共通 共通 個別 共通 共通 個別 個別 個別 個別 個別 個別 個別 個別 共通 個別 個別 個別 個別 個別 個別 個別 個別 個別 個別 共通 個別 個別 個別 個別 個別 個別 共通

原子炉本体                             

核燃料物質の取扱施設 

及び貯蔵施設 
                            

原子炉冷却系統施設                             

計測制御系統施設                             

放射性廃棄物の廃棄施設                             

放射線管理施設                             

原子炉格納施設                             

そ
の
他
発
電
用
原
子
炉
の
附
属
施
設 

非常用電源設備                             

常用電源設備                             

補助ボイラー                             

火災防護設備                             

浸水防護施設                             

補機駆動用燃料

設備 
                            

非常用取水設備                             

敷地内土木構造

物 
                            

緊急時対策所                             

第7,13条への対応に必

要となる施設（原子炉

冷却系統施設）＊ 

                            

【記号説明】 ○：条文要求に追加・変更がある。又は追加設置がある。  △：条文要求に追加・変更がなく,追加設備もない。 

－：条文の適用を受ける設備がない。           □：保安規定等にて維持・管理が必要な追加設備がある。 

＊：安全避難通路，火山，外部火災，竜巻への対応に必要な設備の基本設計方針は，原子炉冷却系統施設にて整理 

4
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様式－4（2／2） 

施設と条文の対比一覧表（例）（重大事故等対処設備） 

 重大事故等対処施設 

条文 

49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78

地盤 地震 津波 火災 
特重

設備

重大

事故等

対処設備

材料

構造

破壊の

防止
安全弁

耐圧

試験
未臨界

高圧時

の冷却

ﾊﾞｳﾝﾀﾞﾘ

の減圧

低圧時 

の冷却 

最終 

ﾋｰﾄｼﾝｸ 

CV 

冷却 

CV過圧破

損防止 

下部溶融

炉心冷却 

CV 

水素爆発 

原子炉 

建屋 

水素爆発 

SFP 

冷却 

拡散 

抑制 

水の 

供給 

電源 

設備 

計装 

設備 

原子炉

制御室

監視

測定

設備

緊急時

対策所
通信 準用

          分類 

原子炉施設の種類 
共通 共通 共通 共通 共通 共通 共通 共通 共通 共通 個別 個別 個別 個別 個別 個別 個別 個別 個別 個別 個別 個別 個別 個別 個別 個別 個別 個別 個別 共通

原子炉本体                               

核燃料物質の取扱施設 

及び貯蔵施設 
                              

原子炉冷却系統施設                               

計測制御系統施設                               

放射性廃棄物の廃棄施設                               

放射線管理施設                               

原子炉格納施設                               

そ
の
他
発
電
用
原
子
炉
の
附
属
施
設 

非常用電源設備                               

常用電源設備                               

補助ボイラー                               

火災防護設備                               

浸水防護施設                               

補機駆動用燃料設備                               

非常用取水設備                               

敷地内土木構造物                               

緊急時対策所                               

【記号説明】
○：条文要求に追加・変更がある。又は追加設置がある。  △：条文要求に追加・変更がなく,追加設備もない。 

－：条文の適用を受ける設備がない。           □：保安規定等にて維持・管理が必要な追加設備がある。 
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様式－5 

設工認添付書類星取表（例） 

東海第二発電所 申請対象設備 

基本設計方針 

要目表 

別表第二 添付書類 【記号の定義】○：有 

△：既工認読込 ●or▲：主登録側で整理さ

れるもの －：なし 

備考 

設備共通 ◇◇施設 

【耐震重要度分類】 ＊ 

耐震重要度分類については，「設工認添付

書類星取表 略語の定義」参照 

 

【機器クラス】 ＊ 

機器クラスについては，「設工認添付書類

星取表 略語の定義」参照 

 

＊運用及び可搬型の設備については斜線と

する。 

 

【申請区分】 

D-1：耐震基準変更 

（耐震 Sクラス） 

（B,C クラスの Sクラスへの波及的影響）

（共振のおそれのある耐震 Bクラス設備）

D-2：RCPB 範囲拡大 

D-3：基準変更・追加又は別表変更・追加

D-4：別表該当なし 

D-5：記載の適正化 

D-6：使用前検査未完了分 

【設備分類】 

設備分類については，「設工認添付書類星

取表 略語の定義」参照 

 

【機器クラス】 

機器クラスについては，「設工認添付書類

星取表 略語の定義」参照 

 

【申請区分】 

S-1：ＳＡ新設（既設の新規登録含む） 

S-2：ＤＢのＳＡ使用（条件変更なし） 

S-3：ＳＡ既設条件アップ 

S-4：ＳＡ既設クラスアップ 

S-5：ＳＡ既設使用目的変更 

S-6：基本設計方針 

S-7：ＳＡ別表追加等 

     

別表第二 

機器名 

技術基準

条文 

兼用する場合の 

施設・設備区分 
設計基準対象施設（ＤＢ） 重大事故等対処設備（ＳＡ） 

「◎」：申請対象（新規） 

「○」：申請対象（既工認登録済み） 

「□」：申請対象（既工認登録なし） 

「△」：記載の適正化 

「×」：無 

     

発電用原子炉 

施設の種類 

設備 

区分 
系統 

機器 

区分 
様式－2 主登録

兼用 

登録 

耐震 

重要度分類

（当該設備）

機器クラス

（当該設備）
申請区分

設備分類 

（当該設備） 

機器クラス 

（当該設備） 
申請区分 
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様式－6 

各条文の設計の考え方（例） 

第○条（○○○○○） 

１．技術基準の条文，解釈への適合性に関する考え方 

№ 
基本設計方針で記載する

事項 
適合性の考え方（理由） 項-号 解釈 説明資料等

      

２．設置許可本文のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 説明資料等

    

３.設置許可添八のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 説明資料等

    

４．詳細な検討が必要な事項 

№ 記載先 

  



 

 

様式－7 

要求事項との対比表（例） 

 

実用発電用原子炉 

及び 

その附属施設の技術

基準に関する規則 

東二設工認 

基本設計方針（前）

東二設工認 

基本設計方針（後）

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計

方針及び技術基準と

の対比 

備 考 
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様式－8 

基準適合性を確保するための設計結果と適合性確認状況一覧表（例） 

○○施設 
基本設計方針   

関連条文 〇〇条 △△条 

設備区分 機器区分 関連条文 

要求種別   

設備名称 
設工認設計結果 

(上：要目表／設計方針)

（下：記録等） 

設備の具体的設計結果 

（上：設計結果） 

（下：記録等） 

確認方法 
設工認設計結果 

(上：要目表／設計方針) 

（下：記録等） 

設備の具体的設計結果 

（上：設計結果） 

（下：記録等） 

確認方法 

  〇〇条  

  

 

  

 

    

  △△条  

  

 

  

 

    

技術基準要求設備 

（要目表として記載要求

のない設備） 

◇◇条  

  

 

  

 

    

□□条  

  

 

  

 

    

4
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添付1 

当社におけるグレード分けの考え方 

 

当社では，設計管理（保安規定品質マネジメントシステム計画「7.3 設計開発」）及び

調達管理（保安規定品質マネジメントシステム計画「7.4 調達」）に係る業務の実施に際

し，原子力安全に及ぼす影響に応じてグレード分けの考え方を適用している。 

グレード分けの考え方の適用については以下のとおりである。 

 

1. 当社におけるグレード分けの考え方 

当社におけるグレード分けは，「発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に

関する審査指針」に基づき，社内規程「原子力発電施設の重要度分類基準要項」及び「原

子力発電施設の重要度分類基準」に規定している。 

各設備のグレード分けについては，「別表1 原子力発電施設の重要度分類基準」に示

す重要度分類「Ａ」，「Ｂ」及び「Ｃ」の3区分とし，これに基づき品質保証活動を実施

する。 

また，ＳＡ設備の重要度分類については，一律「Ａ」とする。 

ただし，ＳＡ設備の中でも原子力特有の技術仕様を要求しない一般産業用工業品は，

重要度分類「Ｃ」とし，当社において実施する検査により，ＳＡ設備としての品質を確

保する。 

 

2. 設計管理に係るグレード分けの適用 

設計管理に係るグレード分けについては，社内規程「設計管理要項」において，保全

対象設備の工事（補修，取替え及び改造）で重要度分類「Ａ」，「Ｂ」に該当するもの

と許認可に係るものの設計業務に適用することが規定されている。 

設工認における設計管理に係る活動内容とその標準的な業務フローを「別図1（1／3） 

設計管理フロー」に示す。 

なお，設計管理を適用しない工事等については，調達管理に従い品質保証活動を実施

する。 

 

3. 調達管理に係るグレード分けの適用 

調達管理に係る品質保証活動については，調達する製品の重要度分類に応じた「別表

2 調達管理程度表」に示す調達管理程度を踏まえて，調達文書で調達要求事項を明確に

し，品質保証活動を実施する。 

設工認における調達管理に係る活動内容の標準的な業務フローを「別図1（2／3） 調

達管理フロー（1）」及び「別図1（3／3） 調達管理フロー（2）」に示す。
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別表1 原子力発電施設の重要度分類基準 
重要度 

分類 
定    義 機    能 

Ａ 

(1)その損傷又は故障により発生する事象によっ

て，炉心の著しい損傷，又は燃料の大量の破損

を引き起こすおそれのある設備 

①原子炉冷却材圧力バウンダリ 

②過剰反応度の印加防止機能 

③炉心形状の維持機能 

(2)異常状態発生時に原子炉を緊急に停止し，残留

熱を除去し，原子炉冷却材圧力バウンダリの過

圧を防止し，敷地周辺公衆への過度の放射線の

影響を防止する設備 

①原子炉の緊急停止機能 

②未臨界維持機能 

③原子炉冷却材圧力バウンダリの過圧防止機能 

④原子炉停止後の除熱機能 

⑤炉心冷却機能 

⑥放射性物質の閉じ込め機能，放射線の遮蔽及び

放出低減機能 

(3)前号以外の安全上必須な設備 ①工学的安全施設及び原子炉停止系への作動信

号の発生機能 

②安全上特に重要な関連機能 

(4)発電所の出力低下又は停止に直接つながる設

備，又は予備機がなく故障修理のため発電所停

止を必要とする設備 

― 

Ｂ 

(1)その損傷又は故障により発生する事象によっ

て，敷地外への過度の放射性物質の放出のおそ

れのある設備 

①原子炉冷却材を内蔵する機能 

②原子炉冷却材圧力バウンダリに直接接続され

ていないものであって，放射性物質を貯蔵する

機能 

③燃料を安全に取扱う機能 

(2)通常運転時及び運転時の異常な過渡変化時に

作動を要求されるものであって，炉心冷却が損

なわれる可能性の高い設備 

安全弁及び逃がし弁の吹き止まり機能 

(3)前 2 号の設備の損傷又は故障により，敷地周辺

公衆に与える放射線の影響を十分小さくする

設備 

①燃料プール水の補給機能 

②放射性物質放出の防止機能 

(4)異常状態への対応上特に重要な設備 ①事故時のプラント状態の把握機能 

②異常状態の緩和機能 

③制御室外からの安全停止機能 

(5)異常状態の起因事象となるものであって，上記

以外の設備 

（原子炉の安全に直接関連しない設備を除く。） 

①原子炉冷却材保持機能 

②原子炉冷却材の循環機能 

③放射性物質の貯蔵機能 

④電源供給機能 

⑤プラント計測・制御機能 

⑥プラント運転補助機能 

(6)原子炉冷却材中放射性物質濃度を通常運転に

支障ない程度に低く抑える設備 

（原子炉の安全に直接関連しない設備を除く。） 

①核分裂生成物の原子炉冷却材中への放散防止

機能 

②原子炉冷却材の浄化機能 

(7)運転時の異常な過渡変化があっても，事象を緩

和する設備 

（原子炉の安全に直接関連しない設備を除く。） 

①原子炉圧力の上昇の緩和機能 

②出力上昇の抑制機能 

③原子炉冷却材の補給機能 

(8)異常状態への対応上必要な設備 

（原子炉の安全に直接関連しない設備を除く。） 

緊急時対策上重要なもの及び異常状態の把握機

能 

(9)発電所の出力低下又は停止に直接つながらな

いが，故障修理のため発電所を停止する必要の

ある設備 

― 

(10)予備機はあるが高線量で保修困難な設備 ― 

Ｃ Ａ，Ｂ以外の設備 ― 
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別表 2 調達管理程度表 

要求項目 
重要度分類 

Ａ，Ｂ Ｃ 

1.調達要求事項   

(1)供給者の業務範囲に関する事項 ○ ○ 

(2)技術業務に関する事項 ○ ○ 

(3)資格・認定・力量に関する事項 ○ ○ 

(4)適用法令，規格，基準等に関する事項 ○ ○ 

(5)試験・検査等に関する事項 ○ ○ 

(6)提出文書に関する事項 ○ ○ 

(7)品質保証体制の確立に関する事項 ○ － 

(8)品質保証計画に関する事項 ○ － 

(9)供給者の外注先に対する管理に関する事項 ○ － 

(10)監査等に関する事項 ○ － 

(11)供給者又は外注先等構内への立入に関する事項 ○ － 

(12)教育・訓練に関する事項 ○ ○ 

(13)健全な安全文化を育成・維持するための活動に関す

る事項 
○ ○ 

(14)不適合の報告及び処理に関する事項 ○ ○ 

(15)許認可申請等に係る解析業務に関する事項 ○ ○ 

2.供給者の評価 ○ － 

（○：基本的要求事項＊，－：原則として要求を必要としない事項＊） 

 ＊：調達する製品が一般産業用工業品の場合は，要求事項を変更することができる。  
 



 

 

管
理
の
段
階 

設計，工事及び検査の業務フロー 

組織内外の 

部門間の相互関係

◎：主管 

○：関連 
実施内容 証拠書類 

当社 供給者 
本
店 

発
電
所 

供
給
者 

調
達
要
求
事
項
作
成
の
た
め
の
設
計 

  

◎ ◎ －

設計を主管する組織の長は，設計へのインプットとして要求事

項を明確にした「技術検討書」又は「工事計画検討書」を作成

し，「技術検討書」又は「工事計画検討書」の承認過程で適切性

をレビューする。 

 

工事を主管する組織の長は，設計からのアウトプットとして

「決裁書」及び「調達文書」を作成し，「決裁書」及び「調達文

書」の承認過程でレビューするとともに，インプットの要求事項

を満たしていることを確実にするために検証を実施する。 

・技術検討書又は工事計画検討書 

・決裁書 

・調達文書 

発
注 

  

◎ ◎ ○

工事を主管する組織の長は，決裁された「決裁書」に添付した

「調達文書」にて，契約を主管する組織の長に契約の手続きを依

頼する。 

契約を主管する組織の長は，重要設備取引先等の中から工事等

の要求品質，価格，規模，納（工）期，技術力，実績等に基づき

取引先を選定する。 

・決裁書 

・調達文書 

・供給者の評価記録 

設
備
の
設
計 

  

◎ ◎ ○

工事を主管する組織の長は，供給者の品質マネジメントシステ

ムを審査するために重要度分類に応じて「品質保証計画書」を提

出させ，審査・承認する。（ただし，定期的に提出されている場

合はこの限りではない。） 

 

また，供給者の詳細設計結果を「確認図書」として提出させ，

「設計図書レビュー・検証記録」等により審査・承認し，「最終

図書」として提出させる。 

・品質保証計画書 

・確認図書 

・設計図書レビュー・検証記録等 

・最終図書 

工
事
及
び
検
査 

  

－ ◎ ○

工事を主管する組織の長は，調達要求事項を満たしていること

を確実にするために，供給者から「工事要領書」，「検査要領書

（工場，現地）」等の必要な図書を提出させ，審査・承認する。 

 

工事を主管する組織の長は，「検査要領書」を作成し，それに

基づき検査を実施し，検査記録を作成する。 

また，供給者の検査の結果を立会い又は記録により確認する。 

 

工事を主管する組織の長は，工事及び検査の結果を「工事報告

書」として提出させる。 

・工事要領書 

・検査要領書（工場，現地） 

・検査要領書 

・検査記録 

・工事報告書 

別図 1（1／3） 設計管理フロー  

5
3 

設計開発の計画 

設計開発へのインプット  

レビュー  

設計開発からのアウトプット  

設計開発のレビュー  

設計開発の検証  

供給者の評価・選定・発注  

供給者の設計  

詳細設計図書  設計開発の検証  

製作  

現地作業関連図書  

現地据付工事  

設計開発の妥当性確認  

図書の審査  

設計開発の妥当性確認  

（現地での検査）  

（工場での検査）  



 

 

管
理
の
段
階 

設計，工事及び検査の業務フロー 

組織内外の 

部門間の相互関係

◎：主管 

○：関連 
実施内容 証拠書類 

当社 供給者 
本
店 

発
電
所 

供
給
者 

調
達
要
求
事
項
の
作
成 

  

◎ ◎ －
工事を主管する組織の長は「決裁書」及び「調達文書」を作成

し，調達のための決裁手続きを実施する。 

・決裁書 

・調達文書 

発
注 

  

◎ ◎ ○

工事を主管する組織の長は，決裁された「決裁書」に添付した

「調達文書」にて，契約を主管する組織の長に契約の手続きを依

頼する。 

契約を主管する組織の長は，重要設備取引先等の中から工事等

の要求品質，価格，規模，納（工）期，技術力，実績等に基づき

取引先を選定する。 

・決裁書 

・調達文書 

・供給者の評価記録 

設
備
の
設
計 

  

◎ ◎ ○

工事を主管する組織の長は，供給者の品質保証システムを審査

するために重要度分類に応じて「品質保証計画書」を提出させ，

審査・承認する。（ただし，定期的に提出されている場合はこの

限りではない。） 

 

また，供給者の詳細設計結果を「確認図書」として提出させ，

「設計図書レビュー・検証記録」等により審査・承認し，「最終

図書」として提出させる。 

・品質保証計画書 

・確認図書 

・設計図書レビュー・検証記録等 

・最終図書 

工
事
及
び
検
査 

  

－ ◎ ○

工事を主管する組織の長は，調達要求事項を満たしていること

を確実にするために，供給者から「工事要領書」，「検査要領書

（工場，現地）」等の必要な図書を提出させ，審査・承認する。 

 

工事を主管する組織の長は，「検査要領書」を作成し，それに

基づき検査を実施し，検査記録を作成する。 

また，供給者の検査の結果を立会い又は記録により確認する。 

 

工事を主管する組織の長は，工事及び検査の結果を「工事報告

書」として提出させる。 

・工事要領書 

・検査要領書（工場，現地） 

・検査要領書 

・検査記録 

・工事報告書 

別図 1（2／3） 調達管理フロー（1） 

 

  

5
4
 

調達文書の作成  

供給者の評価・選定・発注  

供給者の設計  

詳細設計図書  調達製品の検証  

製作  

現地作業関連図書  

現地据付工事  

調達製品の検証  

図書の審査  

設計開発の妥当性確認  

（現地での検査）  

（工場での検査）  



 

 

管
理
の
段
階 

設計，工事及び検査の業務フロー 

組織内外の 

部門間の相互関係

◎：主管 

○：関連 
実施内容 証拠書類 

当社 供給者 
本
店 

発
電
所 

供
給
者 

調
達
要
求
事
項
の
作
成

  

◎ ◎ －
工事を主管する組織の長は「決裁書」及び「調達文書」を作成

し，調達のための決裁手続きを実施する。 

・決裁書 

・調達文書 

発
注 

  

◎ ◎ ○

工事を主管する組織の長は，決裁された「決裁書」に添付した

「調達文書」にて，契約を主管する組織の長に契約の手続きを依

頼する。 

契約を主管する組織の長は，重要設備取引先等の中から工事等

の要求品質，価格，規模，納（工）期，技術力，実績等に基づき

取引先を選定する。 

・決裁書 

・調達文書 

・供給者の評価記録 

工
事
及
び
検
査 

  

－ ◎ ○

工事を主管する組織の長は，必要に応じ供給者から「検査成績

書」等を提出させて確認する。 

 

工事を主管する組織の長は，必要に応じ「検査要領書」を作成

し，それに基づき検査を実施し，検査記録を作成する。 

・検査成績書 

・検査要領書 

・検査記録 

別図 1（3／3） 調達管理フロー（2） 

  

5
5
 

調達文書の作成  

供給者の評価・選定・発注  

製作・性能検査  

出荷  

調達製品の検証  

（検査）  
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添付2 

 

技術基準規則ごとの基本設計方針の作成に当たっての基本的な考え方 

 

1. 設置変更許可申請書との整合性を確保する観点から，設置変更許可申請書本文に記載

している適合性確認対象設備に関する設置許可基準規則に適合させるための「設備の設

計方針」，及び設備と一体となって適合性を担保するための「運用」をもとにした詳細

設計が必要な設計要求事項を記載する。 

 

2. 技術基準規則の本文及び解釈への適合性を確保する観点で，設置変更許可申請書本文

以外で詳細設計が必要な設計要求事項がある場合は，その理由を様式－6「各条文の設計

の考え方（例）」に明確にした上で記載する。 

 

3. 自主的に設置したものは，原則として記載しない。 

 

4. 基本設計方針は，必要に応じて並び替えることにより，技術基準規則の記載順となる

ように構成し，箇条書きにする等表現を工夫する。 

 

5. 基本設計方針の作成に当たっては，必要に応じ，以下に示す考え方で作成する。 

(1) 設置変更許可申請書本文の記載事項のうち，「性能」を記載している設計方針

は，技術基準規則への適合性を確保する上で，その「性能」を持たせるために特

定できる手段が分かるように記載する。 

また，技術基準規則への適合性を確保する観点で，設置変更許可申請書本文に

対応した事項以外に必要となる運用を付加する場合も同様の記載を行う。 

なお，手段となる「仕様」が要目表で明確な場合は記載しない。 

(2) 設置変更許可申請書本文の記載事項のうち「運用」は，「基本設計方針」とし

て，運用の継続的改善を阻害しない範囲で必ず遵守しなければならない条件が分

かる程度の記載を行うとともに，運用を定める箇所（品質マネジメントシステム

の二次文書で定める場合は「保安規定」を記載する。）の呼込みを記載し，必要

に応じ，当該施設に関連する実用炉規則別表第二に示す添付書類の中でその運用

の詳細を記載する。 

また，技術基準規則の本文及び解釈への適合性を確保する観点で，設置変更許

可申請書本文に対応した事項以外に必要となる運用を付加する場合も同様の記載

を行う。 

(3) 設置変更許可申請書本文で評価を伴う記載がある場合は，設工認の添付書類と
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して担保する条件を以下の方法を使い分けることにより記載する。 

a. 評価結果が示されている場合，評価結果を受けて必要となった措置のみを設

工認の対象とする。 

b. 今後評価することが示されている場合，評価する段階（設計又は工事）を明

確にし，評価の方法及び条件，並びにその評価結果に応じて取る措置の両方を

設計対象とする。 

(4) 各条文のうち，要求事項が該当しない条文については，該当しない旨の理由を

記載する。 

(5) 条項号のうち，適用する設備がない要求事項は，「適合するものであることを

確認する」という設工認の審査の観点を踏まえ，当該要求事項の対象となる設備

を設置しない旨を記載する。 

(6) 技術基準規則の解釈等に示された指針，原子力規制委員会文書，（旧）原子力

安全・保安院文書，他省令等の呼込みがある場合は，以下の要領で記載を行う。 

a. 設置時に適用される要求等，特定の版の使用が求められている場合は，引用

する文書名及び版を識別するための情報（施行日等）を記載する。 

b. 監視試験片の試験方法を示した規格等，条文等で特定の版が示されているが，

施設管理等の運用管理の中で評価する時点でエンドースされた最新の版による

評価を継続して行う必要がある場合は，保安規定等の運用の担保先を示すとと

もに，当該文書名及び必要に応じそのコード番号を記載する。 

c. 解釈等に示された条文番号は，当該文書改正時に変更される可能性があるこ

とを考慮し，条文番号は記載せず，条文が特定できる表題で記載する。 

d. 条件付の民間規格又は設置変更許可申請書の評価結果等を引用する場合は，

可能な限りその条件等を文章として反映する。 

また，設置変更許可申請書の添付書類を呼び込む場合は，対応する本文のタ

イトルを呼び込む。 

なお，文書名を呼び込む場合においても「技術評価書」の呼込みは行わない。 
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添付3 

設工認における解析管理について 

 

設工認に必要な解析のうち，調達（「3.6 設工認における調達管理の方法」参照）を通

じて実施した解析は，「原子力施設における許認可申請等に係る解析業務の品質向上ガイ

ドライン（平成22年12月発行，一般社団法人日本原子力技術協会）」及び「原子力施設に

おける許認可申請等に係る解析業務の品質向上ガイドライン（平成26年3月改定，一般社団

法人原子力安全推進協会）」に示される要求事項に，当社の要求事項を加えて策定した「設

計管理要項」及び「調達管理要項」により，供給者への許認可申請等に係る解析業務の要

求事項を明確にしている。 

当社と供給者の解析業務の流れを「別図1 解析業務の流れ」に示すとともに，設工認の

解析業務の調達の流れを「別図2 設工認に係る調達管理の流れ（解析）」に示す。 

また，過去に国に提出した解析関係書類でデータ誤りがあった不適合事例とその対策実

施状況を「別表1 国に提出した解析関係書類でデータ誤りがあった不適合事例とその対

策実施状況」に示す。 

 

1. 調達文書の作成 

解析業務を主管する組織の長は，解析業務に係る必要な品質保証活動として，通常の

調達要求事項に加え，「設計管理要項」及び「調達管理要項」で定める許認可申請等に

係る解析業務の要求事項を追加要求する。 

 

2. 解析業務の計画 

解析業務を主管する組織の長は，供給者から解析業務を実施する前に下記事項の計画

（どの段階で，何を目的に，どのような内容で，誰が実施するのか）を明確にした解析

業務計画書を提出させ，解析業務の検証を確実に実施する。 

(1) 解析業務の作業手順（デザインレビュー，審査方法，時期等を含む。） 

(2) 解析結果の検証 

(3)  業務報告書の確認 

(4)  解析業務の変更管理 

(5) 入力データ及び出力結果の識別管理 

また，解析業務を主管する組織の長は，供給者の解析業務に変更が生じた場合,及び契

約締結後に当社の特別な理由により契約内容等に変更の必要が生じた場合は，「3.6 設

工認における調達管理の方法」に基づき必要な手続きを実施する。 

 

3.  解析業務の実施 

解析業務を主管する組織の長は，供給者から業務報告書が提出されるまでに解析業務
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が確実に実施されていることを確認する。 

当社の供給者に対する確認の結果は「解析実施状況確認記録」等を使用して明確にす

る。 

具体的な確認の視点を「別表2 解析業務を実施する供給者に対する確認の視点」に示

す。 

 

4. 業務報告書の確認 

解析業務を主管する組織の長は，供給者から提出された業務報告書が要求事項に適合

していること，また供給者が実施した検証済みの解析結果が適切に反映されていること

を確認する。 
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 当社 

供給者（解析者） 
解析業務を主管する組織の長 

解
析
業
務
の

調
達 

 
 

 
     

 
 
 
   

解
析
業
務
の 

計
画 

 
  

       

 

解
析
業
務
の
実
施 

  
 
 

解
析
業
務
の 

確
認 

  

監
査 

  

＊：解析業務に変更が生じる場合は，各段階においてその変更を反映させる。 

 

別図1 解析業務の流れ 

 

 
 

  

調達文書の作成

解析業務発注 解析業務受注

＊

解析業務計画書の審査

提出  

確認  
解析業務計画書の作成

入力根拠の明確化

入力結果の確認

解析の実施

解析結果の検証

業務報告書の作成

業務報告書の確認

業務報告書の提出

計算機プログ
ラムの検証  

解析業務計画書に基づき，供給者に対する解析業
務の実施状況の確認を行う。  
また，実施状況の確認を抜取りで行う場合は，抜

取りの考え方を明確にする。  
 
(1) 解析業務計画書 

(2) 計算機プログラムの構成及び検証状況 
(3) 入力根拠書及び入力値 
(4) 入力結果 

(5) 結果について 
(6) 傾向分析結果 
(7) 変更管理 
(8) 供給者が行う業務報告書の確認内容  

業務報告書の受領  

業務報告書の確認日までに 
実施状況を確認する。 

提出  

業務報告書の確認  

許認可申請等  
記録の保管管理

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

解析業務に係る品質保証活動
の実施状況  

品質保証監査  
必要に応じて確認  



 

 

管理の段階 

設計，工事及び検査の業務フロー 

組織内外の 
部門間の相互関係 

◎：主管 
○：関連 実施内容 証拠書類 

当社 供給者 
本
店

発
電
所

供
給
者

調達文書 
の作成 

  

◎ ◎ － 
解析業務を主管する組織の長は，「調達文書」
を作成し，解析業務に係る要求事項を明確にす

る。 

・調達文書 

解析業務 
の計画 

  

◎ ◎ ○ 

解析業務を主管する組織の長は，供給者から提

出された「解析業務計画書」で計画（解析業務
の作業手順（デザインレビュー，審査方法，時
期等を含む。），解析結果の検証，業務報告書

の確認，解析業務の変更管理，入力データ及び
出力結果の識別管理）が明確にされていること
を確認する。 

・解析業務計画書（供給者提出） 

解析業務 
の実施 

  

◎ ◎ ○ 

解析業務を主管する組織の長は，「解析実施状
況確認記録」を用いて，実施状況（解析業務計

画書，計算機プログラムの構成及び検証状況，
入力値根拠及び入力値，入力結果，結果につい
て，傾向分析結果，変更管理，供給者が行う業

務報告書の確認内容）について確認する。 

・解析実施状況確認記録 

業務報告 
書の確認 

  

◎ ◎ ○ 

解析業務を主管する組織の長は，供給者から提

出された「業務報告書」で，供給者が解析業務
の計画に基づき適切に解析業務を実施したこと
を確認する。 

・業務報告書（供給者提出） 

別図 2 設工認に係る調達管理の流れ（解析）

6
1
 

調達文書の作成 

解析業務計画書の 
確認 

解析業務計画書の 
作成，確認

解析業務の実施 解析実施状況の確認 

業務報告書の確認 業務報告書の 
作成，確認
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別表 1 国に提出した解析関係書類でデータ誤りがあった不適合事例とその対策実施状況 

№ 不適合事象とその対策 

1 報告年月 平成 22 年 3 月 

件名 東海発電所の廃止措置計画認可申請等における放射能評価計算の入

力データの一部誤りについて 

事象 平成 18 年 3 月 10 日付けで申請した「東海発電所廃止措置計画認可

申請書」の放射化放射能濃度の評価及び平成 18 年 6 月 2 日付けで申

請した「東海発電所において用いられた資材等に含まれる放射性物質

の放射能濃度の測定及び評価方法の認可申請書」の放射性物質組成の

評価に使用されている原子炉領域中性子フルエンス率計算の入力デ

ータの一部に誤りがあることが判明した。 

原因は，計算当時許認可申請に係る解析計算に対する品質保証関係

のルールがない状況であったため，チェックが不十分であった。 

対策実施 

状況 

審査・承認者及び解析担当者に対する事例教育の実施によるチェッ

ク機能の強化並びにより厳格に管理を徹底するための確認要領を新

たに品質保証プロセスに規定した。 

2 報告年月 平成 23 年 12 月 

件名 東海第二発電所に関する耐震安全性評価報告書（耐震バックチェック

報告書）の原子炉建屋の地震応答解析モデルにおける入力データの一

部誤りについて 

事象 平成 23 年 8 月 22 日，原子力安全・保安院（当時）からの指示「耐

震安全性評価報告書の再点検について（指示）」を受けて，東海第二

発電所に関する耐震評価中間報告書の再点検を実施したところ，原子

炉建屋の地震応答解析モデルにおける入力データの一部に誤りがあ

ったことを確認した。 

入力データ誤りの発生は，下記の点が十分でなかったことが原因で

あった。 

・入力データの前提となる表計算結果の確認手順 

・解析業務実施者以外のレビューは実施されてはいたものの，入力デ

ータや表計算に至るまでの詳細なチェック 

・解析業務実施者以外のレビューに係る詳細なチェックの規程化 

対策実施 

状況 

（供給者） 

・解析業務の実施に係る基準を改善した。 

・解析業務の実施に係る基準の遵守，表計算内容についての第三者を

含めたチェックの確実な実行を関係者へ周知。また，本不具合事例

を記録して情報を共有し社内教育で徹底した。 

（当社） 

・解析業務に携わる関係部門に対して，本事象の詳細について周知し，

同様の不具合の発生防止に努めた。 

3 報告年月 平成 30 年 2 月（原因），平成 30 年 3 月（対策及び水平展開） 

件名 東海第二発電所設置変更許可申請書の審査資料における燃料有効長

頂部の寸法値に係る対策及び水平展開について 

事象 設置変更許可申請書（平成 29 年 11 月補正）の安全審査資料におけ

る燃料有効長頂部（以下「ＴＡＦ」という。）に係る一部の記載につ

いて，原子力規制庁からの指摘により本来と異なることを確認した。

調査の結果，原子炉圧力容器に係る第２種図面に本来と異なるＴＡ

Ｆの値が記載されており，この値が同申請書及び安全審査資料（以下

「申請書等」という。）の一部に用いられたためであることが判明し

た。 
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原因は，図面から数値を引用する際に，「ＲＥＦ．」（リファレン

ンス）とその他の数値を区別して使用する慣習及びルールがなかった

ため，参考値を正しいものとして使用を継続したためである。 

対策実施 

状況 

申請書等における本来と異なるＴＡＦの値及び関連する記載につ

いて調査した結果，28 文書に適正化が必要と判断した。28 文書のうち

20 文書については，文書上の記載の適正化の範疇であり，残りの安全

審査資料 8 文書（プラント停止時の有効性評価）については再評価を

行った結果，評価内容の変更には至らないことを確認した。  

これより，申請書等の一部の記載は適正化するが，評価及び対策の

有効性については変更ないことから，申請書等の記載について信頼性

は確保されていると考えられることを報告した。 

その後，設置変更許可の補正を平成 30 年 5 月 31 日に実施し，記載

の適正化を完了した。 

 

設置変更許可に係る業務については下記の再発防止対策を実施し

た。 

・社内規程「官庁定期報告書作成及び官庁対応業務要項」に記載内容

のチェックに関する実施計画を定めているが，実施計画に含む具体

例として，「参考値ではない数値が記載されているか」を追加した。

・「設置変更許可申請書補正書の記載内容の実施計画書」を改正し，

ダブルチェックのチェック項目に「根拠資料に参考値として記載さ

れている数値が使用されていないか確認すること。」を追加した。

 

工事計画認可申請に係る業務について下記の再発防止対策を実施

した。 

・社内規程「官庁検査等対応手引書」のチェックシートに，「数値の

確認においては，設計図書等に参考値として記載されている数値が

使用されていないことを確認する。」旨を反映した。 

・「工事計画認可申請書作成に係る実施計画書」を改正し，「数値の

確認においては，設計図書等に参考値として記載されている数値が

使用されていないことを確認する。」を追加した。 
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別表 2 解析業務を実施する供給者に対する確認の視点 

№ 検証項目 当社の供給者に対する確認の視点 

1 解析業務計画書 ・解析業務の作業手順（デザインレビュー，審査方法，時期

等含む。），解析結果の検証，業務報告書の確認，解析業

務の変更管理，入力データ及び出力結果の識別管理等の計

画が解析業務計画書において明確にされていること。 

2 計算機プログラム

の構成及び検証状

況 

・計算機プログラムの構成状況（単一のプログラム／複数の

プログラムの組み合せ）の確認。 

・計算機プログラム（複数のプログラムの組み合せで構成さ

れている場合には，個々のプログラム及びそれらのインタ

ーフェース（受け渡しされるデータの単位，桁数，正負符

号等）の整合性を含む。）が，検証されたものであること。

3 入力根拠書及び 

入力値 

・入力根拠を明確にしており，計算機プログラムへの入力を

正確に実施していること。 

4 入力結果 ・計算機プログラムへの入力が正確に実施されたことを確

認していること。 

5 結果について ・解析結果の検証項目と内容を明確にし，解析結果の検証を

実施していること。 

・計算機プログラム結果は，異常終了なし（エラーメッセー

ジなし）で終了していること。 

6 傾向分析結果 ・解析結果の連続性や過去の計算結果との比較等の傾向分

析により，異常なデータではないことを確認しているこ

と。 

7 変更管理 ・解析結果に影響がある変更が発生した場合，解析業務にお

ける変更管理が各段階において適切に実施されているこ

と。 

8 供給者が行う業務

報告書の確認内容

・当社の要求する解析業務の業務報告書が所定の要求事項

に適合し，また供給者が実施した検証済みの解析結果が，

適切に業務報告書に反映されていることの確認を実施し

ていること。 
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添付4 

 

当社における設計管理・調達管理について 

 

1. 供給者の技術的評価 

契約を主管する組織の長及び調達を主管する組織の長は，供給者（以下「取引先」と

いう。）が要求事項に従って調達製品を供給する能力を判断の根拠として，重要度分類

に応じて取引先の審査，登録及び登録更新を「重要設備取引先登録要項」に基づき実施

する。 

 

1.1 取引先の審査 

調達を主管する組織の長は，取引希望先に対し，契約前に提供能力，信頼性，技術

力，実績，品質保証体制等について審査を実施する。 

    

1.2 取引先の登録 

契約を主管する組織の長は，審査の結果，登録対象となったものについて，重要設

備取引先に登録する。なお，登録の有効期間は，登録後4年間とする。 

 

1.3 取引先の登録更新 

契約を主管する組織の長は，登録した重要設備取引先について，継続取引を実施す

る場合，有効期間内に「1.2 取引先の登録」の手続きを準用し，登録更新の手続きを

行う。 

 

2. 調達文書作成のための設計について 

設計，工事及び検査を主管する組織の長は，保安規定品質マネジメントシステム計画

「7.3  設計開発」を適用する場合は，「設計管理要項」及び「調達管理要項」に基づき

以下に示す「2.1 設計開発の計画」から「2.8  設計開発の変更管理」の設計管理に係

る調達文書作成のための設計等の各段階の活動を実施する。 

なお，調達文書作成のための設計の流れを別図1に示す。 

 

2.1 設計開発の計画 

以下の事項を明確にした「設計管理要項」に定めた計画に従い設計業務を遂行する。 

(1) 設計開発の段階（インプット，アウトプット，検証及び妥当性確認） 

(2)  設計開発の各段階に適したレビュー，検証及び妥当性確認 

(3) 設計開発に関する責任及び権限 
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2.2 設計開発へのインプット 

設計開発へのインプットとして，以下の要求事項を明確にした技術検討書又は工事

計画検討書等を作成する。 

(1) 機能及び性能に関する要求事項 

(2)  適用される法令・規制要求事項 

(3)  適用可能な場合には，以前の類似した設計から得られた情報 

(4)  設計開発に不可欠なその他の要求事項 

        

2.3 インプット作成段階のレビュー 

技術検討書又は工事計画検討書等の承認過程で，技術検討書又は工事計画検討書等

の適切性をレビューする。 

 

2.4 アウトプットの作成 

アウトプットとして調達文書を作成する。 

アウトプットは，設計開発のインプットの要求事項，「調達管理要項」に定められ

た要求事項等を満たすように作成する。 

 

2.5 アウトプットの作成段階のレビュー及び検証 

調達文書の承認過程で，調達文書が「調達管理要項」に定められた要求事項等を満

たすように作成していることを確認するためにレビューするとともに，調達文書がイ

ンプットの要求事項を満たしていることを確実にするために検証する。 

インプット及びアウトプットのレビュー及び検証の結果の記録並びに必要な処置が

あればその記録を維持する。 

なお，レビューには，他組織と設計取り合いがある場合は関連組織の長を含める。 

また，検証は原設計者以外の者が実施する。 

 

2.6 設計開発の検証（設備の設計段階） 

設計図書及び検査要領書の審査・承認の段階で，調達要求事項を満足していること

を検証し，検証の結果の記録及び必要な処置があればその記録を維持する。 

なお，検証は原設計者以外の者が実施する。 

 

2.7 設計開発の妥当性確認 

工事段階で実施する検査の結果により，設計開発の妥当性を確認する。 

 

2.8 設計開発の変更管理 

設計開発の変更を要する場合，以下に従って手続きを実施する。 
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(1) 設計開発の変更を明確にし，記録を維持する。 

(2) 変更に対して，レビュー，検証及び妥当性確認を適切に行い，その変更を実施

する前に承認する。 

(3) 設計開発の変更のレビューには，その変更が，当該の発電用原子炉施設を構成

する要素及び関連する発電用原子炉施設に及ぼす影響の評価を含める。 

(4) 変更のレビュー結果の記録及び必要な処置があればその記録を維持する。 
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当 社 供給者 

設
計
開
発
の
管
理 

  

別図 1（1／2） 設計開発業務の流れ 
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当 社 供給者 

設
計
開
発
の
変
更
管
理 

  

別図 1（2／2） 設計開発業務の流れ 
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Ⅴ-1-10-2 本設工認に係る設計の実績，工事及び検査の計画 
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1. 概要 

本資料は，「設計及び工事に係る品質マネジメントシステム」に基づく設計に係るプ

ロセスの実績，工事及び検査に係るプロセスの計画について説明するものである。 

 

2. 基本方針 

東海第二発電所における設計に係るプロセスとその実績について，「設計及び工事に

係る品質マネジメントシステムに関する説明書」に示した設計の段階ごとに，組織内外

の関係，進捗実績及び具体的な活動実績について説明する。 

工事及び検査に関する計画として，組織内外の関係，進捗実績及び具体的な活動計画

について説明する。 

適合性確認対象設備ごとの調達に係る管理のグレードと実績について説明する。 

 

3. 設計及び工事に係るプロセスとその実績又は計画 

 「設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書」に基づき実施した

東海第二発電所における設計の実績，工事及び検査の計画について，「設計及び工事に

係る品質マネジメントシステムに関する説明書」の様式－1により示す。 

 



様式－1 

 

本設工認に係る設計の実績，工事及び検査の計画 
各段階 プロセス（設計対象） 

 

実績：3.3.1～3.3.3(6) 

計画：3.4.1～3.7.2 

設計 

◎：主管 ○：関連 

実績 

(○) 

／ 

計画 

（△）

インプット アウトプット 他の記録類 

本店 発電所 供給者

設

計 

3.3.1 
適合性確認対象設備に対する要求事項

の明確化 
－ ◎ － ○ 

・設置変更許可申請書 

・技術基準規則・解釈 

・設置許可基準規則・解釈 

－ － 

3.3.2 
各条文の対応に必要な適合性確認対象

設備の選定 
－ ◎ － ○ 

・設置変更許可申請書 

・技術基準規則・解釈 

・設置許可基準規則・解釈 

・様式－2 － 

3.3.3(1) 基本設計方針の作成（設計 1） － ◎ － ○ 

・様式－2 

・技術基準規則・解釈 

・様式－3 

・様式－4 
－ 

・様式－2 

・様式－4 

・技術基準規則・解釈 

・実用炉則別表第二 

・様式－5 － 

・設置変更許可申請書 

・技術基準規則・解釈 

・実用炉則別表第二 

・設置許可基準規則・解釈 

・様式－6 

・様式－7 
－ 

3.3.3(2) 

適合性確認対象設備の各条文への適合

性を確保するための設計（設計 2） 
－ ◎ － ○ 

・様式－5 

・様式－7 
・様式－8（左欄） － 

1. 残留熱除去系主配管のティー部

の構造変更に関する設計 

－ ◎ ○ ○ 

・基本設計方針 

・既工事計画の設計結果 

・業務報告書 

・ 要目表  

・ クラス 1機器及び炉心支持構造物の応

力腐食割れ対策に関する説明書  

・ 管の耐震性についての計算書  

・ 管の基本板厚計算書，管の応力計算書 

・ 系統図  

・ 主配管の配置を明示した図面 

－ 

2. 原子炉格納容器電気配線貫通部

の構造変更に関する設計 － ◎ ○ ○ 

・基本設計方針 

・既工事計画の設計結果 

・業務報告書 

・ 要目表  

・ 原子炉格納容器（原子炉格納容器配管

貫通部及び電気配線貫通部）の構造図 

－ 

3.3.3(4) 設計のアウトプットに対する検証 － ◎ － ○ ・設計 2のインプット ・設計 2の上記アウトプット 
・レビュー・検

証記録 
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各段階 プロセス（設計対象） 

 

実績：3.3.1～3.3.3(6) 

計画：3.4.1～3.7.2 

設計 

◎：主管 ○：関連 

実績 

(○) 

／ 

計画 

（△）

インプット アウトプット 他の記録類 

本店 発電所 供給者

設

計 

3.3.3(5) 設工認申請（届出）書の作成 － ◎ － ○ ・設計 2のアウトプット ・設工認申請書案 － 

3.3.3(6) 設工認申請（届出）書の承認 ○ ◎ － ○ ・設工認申請書案 ・設工認申請書 － 

工

事

及

び

検

査 

3.4.1 
設工認に基づく具体的な設備の設計の

実施（設計 3） 
－ ◎ ○ △ ・設計 2のアウトプット 

・様式－8（中欄） 

・調達文書 
－ 

3.4.2 
具体的な設備の設計に基づく工事の実

施 
－ ◎ ○ △ ・調達文書 ・工事記録 － 

3.5.2 使用前事業者検査の計画 － ◎ ○ △ ・様式－8（中欄） ・様式－8（右欄） － 

3.5.3 検査計画の管理 － ◎ ○ △ ・使用前事業者検査工程表

（計画） ・使用前事業者検査工程表（実績） － 

3.5.4 
主要な耐圧部の溶接部に係る使用前事

業者検査の管理 
－ － － － － － － 

3.5.6 使用前事業者検査の実施 － ◎ ○ △ ・様式－8 ・検査要領書 － 

3.7.2 識別管理及びトレーサビリティ － ◎ ○ △ ・検査要領書 ・検査記録 － 
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注記　＊：残留熱除去系と兼用。
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※
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の

原
子
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格
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容

器
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全
設

備
代

替
循

環
冷

却
系

と
兼

用
。
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第 8-1-4-2 図 原子炉格納施設 原子炉格納容器（原子炉格納容器配管貫通部及び電気配線貫通

部）の構造図 X-101A,B,C,D 別紙 

 

工事計画記載の公称値の許容範囲 

 

（X-101A） 

構  成 
主要寸法 

（mm） 
許容範囲 根  拠 

スリーブ 

外径 457.2 製造能力，製造実績を考慮したメーカ基準

厚さ 製造能力，製造実績を考慮したメーカ基準

長さ 2655 製造能力，製造実績を考慮したメーカ基準

アダプタ 

外径 457.2 ＪＩＳ Ｇ ３４５５による材料公差 

厚さ 
＋2.9 mm 

【プラス側公差】 

ＪＩＳ Ｇ ３４５５による材料公差 

【マイナス側公差】 

ＪＩＳ Ｇ ３４５５による材料公差及

び製造能力，製造実績を考慮したメーカ

許容値 

ヘッダ 

外径 457.2 製造能力，製造実績を考慮したメーカ基準

厚さ 
＋3.1 mm 

【プラス側公差】 

ＪＩＳ Ｇ ４３０４による材料公差 

【マイナス側公差】 

ＪＩＳ Ｇ ４３０４による材料公差及

び製造能力，製造実績を考慮したメーカ

許容値 

注 ：主要寸法は，工事計画記載の公称値を示す。 
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工事計画記載の公称値の許容範囲（続き） 

 

（X-101B） 

構  成 
主要寸法 

（mm） 
許容範囲 根  拠 

スリーブ 

外径 457.2 製造能力，製造実績を考慮したメーカ基準

厚さ  製造能力，製造実績を考慮したメーカ基準

長さ 2664 製造能力，製造実績を考慮したメーカ基準

アダプタ 

外径 457.2 ＪＩＳ Ｇ ３４５５による材料公差 

厚さ 
＋2.9 mm 

 

【プラス側公差】 

ＪＩＳ Ｇ ３４５５による材料公差 

【マイナス側公差】 

ＪＩＳ Ｇ ３４５５による材料公差及

び製造能力，製造実績を考慮したメーカ

許容値 

ヘッダ 

外径 457.2 製造能力，製造実績を考慮したメーカ基準

厚さ 
＋3.1 mm 

【プラス側公差】 

ＪＩＳ Ｇ ４３０４による材料公差 

【マイナス側公差】 

ＪＩＳ Ｇ ４３０４による材料公差及

び製造能力，製造実績を考慮したメーカ

許容値 

注 ：主要寸法は，工事計画記載の公称値を示す。 
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工事計画記載の公称値の許容範囲（続き） 

 

（X-101C） 

構  成 
主要寸法 

（mm） 
許容範囲 根  拠 

スリーブ 

外径 457.2 製造能力，製造実績を考慮したメーカ基準

厚さ 製造能力，製造実績を考慮したメーカ基準

長さ 2664 製造能力，製造実績を考慮したメーカ基準

アダプタ 

外径 457.2 ＪＩＳ Ｇ ３４５５による材料公差 

厚さ 
＋2.9 mm 

【プラス側公差】 

ＪＩＳ Ｇ ３４５５による材料公差 

【マイナス側公差】 

ＪＩＳ Ｇ ３４５５による材料公差及

び製造能力，製造実績を考慮したメーカ

許容値 

ヘッダ 

外径 457.2 製造能力，製造実績を考慮したメーカ基準

厚さ 
＋3.1 mm 

【プラス側公差】 

ＪＩＳ Ｇ ４３０４による材料公差 

【マイナス側公差】 

ＪＩＳ Ｇ ４３０４による材料公差及

び製造能力，製造実績を考慮したメーカ

許容値 

注 ：主要寸法は，工事計画記載の公称値を示す。 
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工事計画記載の公称値の許容範囲（続き） 

 

（X-101D） 

構  成 
主要寸法 

（mm） 
許容範囲 根  拠 

スリーブ 

外径 457.2 製造能力，製造実績を考慮したメーカ基準

厚さ 製造能力，製造実績を考慮したメーカ基準

長さ 2747 製造能力，製造実績を考慮したメーカ基準

アダプタ 

外径 457.2 ＪＩＳ Ｇ ３４５５による材料公差 

厚さ 
＋2.9 mm 

【プラス側公差】 

ＪＩＳ Ｇ ３４５５による材料公差 

【マイナス側公差】 

ＪＩＳ Ｇ ３４５５による材料公差及

び製造能力，製造実績を考慮したメーカ

許容値 

ヘッダ 

外径 457.2 製造能力，製造実績を考慮したメーカ基準

厚さ 
＋3.1 mm 

【プラス側公差】 

ＪＩＳ Ｇ ４３０４による材料公差 

【マイナス側公差】 

ＪＩＳ Ｇ ４３０４による材料公差及

び製造能力，製造実績を考慮したメーカ

許容値 

注 ：主要寸法は，工事計画記載の公称値を示す。 

 




